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Ⅰ 職員の服務 

 １ 沖縄県立特別支援学校管理規則 

   制定：平成12年３月28日教育委員会規則第８号

最終改正：令和７年３月31日教育委員会規則第５号

   第１章 総則 
（趣旨） 
第１条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31 年法律第 162 号）第 33 条の規

定に基づき、沖縄県立特別支援学校（以下「学校」という。）の管理運営に関し、必要な事項を定めるも

のとする。 
（学校の目的） 
第２条 学校は、教育基本法（平成 18 年法律第 120 号）、学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）、その

他教育に関する法令に基づき、それぞれ視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者

（身体虚弱者を含む。）に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、

障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする。 
（名称、位置、修業年限等） 
第３条 学校の名称、位置、障害の種類、部、科、修業年限及び学科は、別表第１に定めるところによる。 
（入学定員） 
第４条 幼稚部及び高等部の入学定員は、別に定めるところによる。 
（校内規程の制定） 
第５条 校長は、法令、条例、沖縄県教育委員会（以下「教育委員会」という。）規則等に違反しない限

りにおいて、学校の管理運営に関し必要な事項を定めることができる。 
第２章 教育活動 
（教育課程の編成） 
第６条 学校の教育課程は、幼稚部教育要領、学習指導要領及び教育委員会が定めるところにより校長が

編成する。 
２ 校長は、翌年度において実施する教育課程を、毎年１月末日までに教育委員会に届け出なければなら

ない。 
（併設型特別支援学校の教育課程） 
第６条の２ 別表第２の左欄に掲げる特別支援学校（以下「併設型特別支援学校」という。）においては、

同表の右欄に掲げる高等学校（以下「併設型高等学校」という。）における教育と連携した教育を施すも

のとする。 
２ 前項の場合において、併設型特別支援学校における教育課程を編成するときは、あらかじめ併設型高

等学校と協議するものとする。 
（校外における学校行事等） 
第７条 校長は、学校行事等を校外において実施しようとするときは、別に定める基準により行わなけれ

ばならない。 
２ 校長は、前項の場合においてその実施地が県外であるもの又は３日以上の宿泊を要するものについて

は、学校行事等実施計画書（第１号様式）により、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。 
（学年及び学期） 
第８条 学年は、４月１日に始まり、翌年３月 31 日に終わる。 
２ 学年を分けて、次の３学期とする。 
第１学期 ４月１日から８月 31 日まで 
第２学期 ９月１日から 12 月 31 日まで 
第３学期 １月１日から３月 31 日まで 
３ 校長は、教育上必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、教育委員会に届け出て、次の

２学期に分けることができる。 
前期 ４月１日から 10 月 10 日まで 
後期 10 月 11 日から翌年３月 31 日まで 
４ 校長は、教育上必要があると認めたときは、前２項に規定する学期の期間を変更することができる。 
５ 校長は、前項の規定により学期の期間を変更しようとするときは、あらかじめ、教育委員会と協議し
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なければならない。 
（休業日） 
第９条 学校の休業日は、次のとおりとする。 
(１) 国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休日 
(２) 日曜日及び土曜日 
(３) 学年始休業日 ４月１日から４月６日まで 
(４) 夏季休業日 ７月 21 日から８月 31 日までの間において校長が定める期間 
(５) 冬季休業日 12 月 26 日から翌年１月５日までの間において校長が定める期間 
(６) 学年末休業日 ３月 21 日から３月 31 日まで 
(７) 沖縄県慰霊の日を定める条例（昭和 49 年沖縄県条例第 42 号）第２条に規定する慰霊の日 
(８) その他校長が必要と認めた休業日 
２ 校長は、前項第４号、第５号及び第８号の休業日は、教育委員会に届け出なければならない。 
（授業日の変更等） 
第 10 条 校長は、授業日と休業日を相互に変更しようとする場合は、年間行事計画等により、あらかじめ

教育委員会に届け出なければならない。 
２ 校長は、学年度途中で授業日と休業日を相互に変更しようとする場合は、授業日の変更届出書（第２

号様式）により、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。 
３ 校長は、非常変災、伝染病その他急迫の事情のために臨時に授業を行わなかった場合は、直ちに臨時

休業報告書（第３号様式）により、その状況を教育委員会に報告しなければならない。 
（教科用図書） 
第 11 条 教科用図書は、文部科学大臣の検定を経たもの、文部科学省が著作の名義を有するもの又は教育

委員会が採択したものから校長が選定し、教育委員会に届け出なければならない。 
（準教科書の届出） 
第 12 条 校長は、教科用図書の発行されていない教科又は科目の主たる教材として使用しようとする児童

生徒用図書（以下「準教科書」という。）については、使用１月前までに準教科書使用届出書（第４号様

式）により、教育委員会に届け出なければならない。 
２ 校長は、学校設定科目において準教科書を使用する場合は、あらかじめ教育委員会に届け出なければ

ならない。 
（副読本） 
第 13 条 校長は、学年又は学級の児童生徒の教材として計画的、継続的に使用する教科用図書と併せて使

用する副読本については、副読本届出書（第５号様式）により、あらかじめ教育委員会に届け出なければ

ならない。 
第３章 幼児及び児童生徒 
（入学資格） 
第 14 条 学校に入学できる者は、学校教育法施行令（昭和 28 年政令第 340 号）第 22 条の３に掲げる者

とする。 
２ 幼稚部又は高等部の入学資格に関し必要な事項は、教育委員会が別に定めるところによる。 
（入学志願の手続及び入学者選抜） 
第 15 条 幼稚部又は高等部の入学志願の手続及び入学者選抜に関する必要な事項は、教育委員会が別に定

めるところによる。 
（入学の許可） 
第 16 条 幼稚部又は高等部への入学は、校長が許可する。 
２ 入学の時期は、学年の始めとする。 
（就学義務の猶予又は免除） 
第 17 条 小学部又は中学部の児童生徒が病気その他やむを得ない事由のため就学困難となったときは、そ

の保護者（学校教育法第 16 条に規定する保護者をいう。以下同じ。）は、医師の証明書及び校長の意見書

等その事由を証する書類を添えて、当該児童生徒の居住する市町村の教育委員会に就学義務の猶予又は免

除を願い出なければならない。 
２ 前項の規定による就学義務の猶予又は免除を受けたとき、保護者はその旨を校長に届け出るものとす

る。 
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（入学の手続） 
第 18 条 入学を許可された者は、校長の指定する期日までに、誓約書（第６号様式）、住民票の謄本その

他必要な書類を校長に提出しなければならない。 
（入学許可の取消し） 
第 19 条 入学を許可された者が、所定の期日までに前条に規定する手続を行わないときは、校長は、入学

許可を取り消すことができる。 
（編入学） 
第 20 条 校長は、適当と認めた者を相当学年に編入学させることができる。 
２ 高等部に編入学を許可された者については、前２条の規定を準用する。 
（保証人） 
第 21 条 入学しようとする者は、保護者等（保護者その他の学校に対して幼児又は児童生徒に関する責任

を負う者として教育委員会が定める者をいう。以下同じ。）のもとから通学できない状況にある場合は、

保証人を立てるものとする。 
２ 保証人は、学校所在の市町村又は近隣の市町村に居住し、独立の生計を営む成年者で、学校に対して

保護者等とともに幼児又は児童生徒に関する責任を負うことができる者でなければならない。 
３ 保護者等若しくは保証人に変更があったとき、又は保護者等若しくは保証人の住所若しくは氏名に変

更があったときは、速やかに校長に届け出なければならない。 
４ 校長は、保証人を適当でないと認めたときは、これを変更させることができるものとする。 
（転学） 
第 22 条 他の学校へ転学しようとする幼児又は児童生徒の保護者等は、転学願（第７号様式）を校長に提

出しなければならない。 
２ 校長は、前項の転学願を受けた場合において、転学の事由が適当であると認めたときは、その事由を

記載した書面、幼児又は児童生徒の在学証明書等必要な書類を転学先の校長に送付しなければならない。 
３ 幼稚部又は高等部の場合、転学先の校長は、教育上支障がなく、かつ、適当と認めたときは、相当学

年に転入学を許可することができる。 
４ 校長は、幼児又は児童生徒が転入学する場合には、当該幼児又は児童生徒が従前在学していた学校の

校長にその旨を通知するとともに、当該校長から速やかにその幼児又は児童生徒の指導要録の写し（転学

してきた幼児又は児童生徒については、転学により送付を受けた指導要録の写しを含む。）、健康診断書

その他必要な書類の送付を受けなければならない。 
５ 転入学を許可された者については、第 18 条及び第 19 条の規定を準用する。 
（転科） 
第 23 条 他の学科に転科しようとする者は、保護者等と連署した転科願（第８号様式）を校長に提出しな

ければならない。 
２ 校長は、前項の転科願を受けた場合において、教育上支障がなく、かつ、適当と認めたときは、相当

学年に転科を許可することができる。 
３ 前項の規定による転科の許可は、学年始めに行うものとする。 
（退学） 
第 24 条 病気その他の事由により退学しようとする幼児又は高等部の生徒は、保護者等と連署した退学願

（第９号様式）を校長に提出しなければならない。 
２ 校長は、前項の事由が適当であると認めたときは、退学を許可することができる。 
３ 校長は、前項の規定により退学を許可した場合は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。 
（留学） 
第 25 条 外国の高等学校等に留学しようとする者は、保護者等と連署した留学願（第 10 号様式）を校長

に提出しなければならない。 
２ 校長は、前項の留学願を受けた場合において、教育上有益と認めたときは、留学を許可することがで

きる。 
３ 校長は、前項の規定により留学を許可したときは、生徒の在学証明書、成績証明書その他必要な書類

を留学先の高等学校等の校長に送付しなければならない。 
４ 校長は、留学を許可するに当たっては、あらかじめ、留学先の外国の高等学校等との間で協議を行い、

当該留学の概要を把握するものとする。ただし、やむを得ない事情により協議を行うことが困難な場合は、
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学校間の協議を行わないことができる。 
５ 校長は、第２項の規定により留学を許可された生徒について、外国の高等学校等における履修を当該

生徒の在学する学校における履修とみなし、36 単位を超えない範囲で単位の修得を認定することができる。 
６ 校長は、前項の規定により単位の修得を認定された生徒について、第 34 条の規定に基づき、第８条第

１項に規定する学年の中途においても、各学年の課程の修了又は卒業を認定することができる。 
（休学） 
第 26 条 病気その他の事由により、休学しようとする高等部の生徒は、保護者等と連署した休学願（第

11 号様式）に医師の診断書その他の事由を証する書類等を添えて、校長に提出しなければならない。 
２ 校長は、前項の事由が適当であると認めたときは、休学を許可することができる。 
３ 休学の期間は、３月以上１年以内とする。 
４ 校長は、引き続き休学しようとする者が第１項に定める手続きを行ったときは、前項の規定にかかわ

らず、当該休学を通算して３年以内の期間を限り延長することができる。 
５ 校長は、前項に定める休学の期間が満了し、なお復学できない者については、これを退学させるもの

とする。 
（休学の取消し） 
第 27 条 休学の許可を受けた者がその許可を受けた後、３月以内にその事由が消滅したときは、保護者等

と連署した休学取消願（第 12 号様式）に医師の診断書等その事由を証する書類を添え、校長に休学の取消

しを願い出ることができる。 
２ 校長は、前項の事由が適当であると認めたときは、休学を取り消すことができる。 
（復学） 
第 28 条 休学中の者が復学しようとするときは、保護者等と連署した復学願（第 13 号様式）に、病気の

ときは医師の診断書を、その他の場合は理由書を添えて、校長に提出しなければならない。 
２ 校長は、前項の事由が適当であると認めたときは、復学を許可することができる。 
（再入学） 
第 29 条 退学した者が同一の学校へ再入学しようとするときは、保護者等と連署した再入学願（第 14 号

様式）を校長に提出しなければならない。 
２ 校長は、前項の再入学願の事由が適当であると認めたときは、相当学年に再入学を許可することがで

きる。 
３ 再入学を許可された者については、第 18 条及び第 19 条の規定を準用する。 
（学習の評価） 
第 30 条 幼児又は児童生徒の学習の評価は、幼稚部教育要領及び学習指導要領に示されている領域のねら

い又は教科、科目等の目標を基準として行うものとする。 
２ 学習の評価の方法に関し必要な事項は、校長が定める。 
（単位認定） 
第 31 条 校長は、高等部の生徒が学校の定める指導計画に従って、各教科、科目等を履修し、その成果が

教科及び科目等の目標からみて満足できると認められる場合には、当該学年の学年末において、その各教

科・科目等について履修した単位を修得したことを認定しなければならない。 
２ 校長は、教育上有益と認めたときは、高等部の生徒が当該校長の定めるところにより他の高等学校等

において一部の科目又は総合的な探究の時間の単位を修得したときは、その単位を当該生徒の在学する学

校が定めた全課程の修了を認めるに必要な単位数のうちに加えることができる。 
３ 校長は、教育上有益と認めたときは、当該校長の定めるところにより生徒が行う次に掲げる学修を当

該生徒の在学する学校における科目の履修とみなし、当該科目の単位を与えることができる。 
(１) 大学、高等専門学校又は専修学校の高等課程若しくは専門課程における学修その他の教育施設等にお

ける学修で文部科学大臣が別に定めるもの 
(２) 知識及び技能に関する審査で文部科学大臣が別に定めるものに係る学修 
(３) ボランティア活動その他の継続的に行われる活動（当該生徒の在学する高等部の教育活動として行わ

れるものを除く。）に係る学修で文部科学大臣が別に定めるもの 
４ 第２項の規定に基づき加えることのできる単位数及び前項の規定に基づき与えることのできる単位数

の合計数は、36 を超えないものとする。 
（指導要録・出席簿） 
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第 32 条 幼児又は児童生徒の指導要録の様式及び出席簿の取扱いは、別に定める。 
（原級留置） 
第 33 条 校長は、次の各号に該当する児童生徒を原級に留め置くことができる。 
(１) 次条による学年の課程の修了又は卒業を認定できない者 
(２) 高等部については、所定の単位を履修できない者 
（卒業又は修了の認定） 
第 34 条 校長は、幼児又は児童生徒が所定の教育課程を履修し、その成果が満足できるものと認められる

場合は、当該幼児又は児童生徒の卒業又は修了を認定する。 
２ 卒業又は修了を認定する時期は、３月とする。 
３ 校長は、卒業又は修了を認定した幼児又は児童生徒に対して、卒業証書（第 15 号様式）又は修了証書

（第 16 号様式）を授与する。 
（証明書等の交付） 
第 35 条 校長は、必要と認めた者に対して、次の証明書を交付するものとする。 
(１) 卒業証明書（第 17 号様式） 
(２) 修了証明書（第 18 号様式） 
(３) 在学証明書（第 19 号様式） 
(４) 学業成績証明書（第 20 号様式） 
（出席停止） 
第 36 条 校長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該幼児又は児童生徒に対して出席停止を命ず

ることができる。この場合において、幼稚部、小学部又は中学部の幼児又は児童生徒にあってはその保護

者等に、高等部の生徒にあっては当該生徒に出席停止を命ずるものとする。 
(１) 伝染病にかかり、あるいはその疑いがあり、又はかかるおそれのある場合 
(２) 非常変災等で幼児又は児童生徒に危難がおよぶおそれがある場合 
２ 校長は、前項の規定により出席停止を指示した場合は、その旨を直ちに教育委員会に報告しなければ

ならない。 
（欠席等の届出） 
第 37 条 幼児又は児童生徒が欠席するときは、その保護者等は、欠席届を校長に提出しなければならない。 
２ 校長は、生徒が次の各号に掲げる理由のため出席しなかったときは、欠席の取扱いをしない。 
(１) 忌引 
(２) 学校保健法（昭和 33 年法律第 56 号）第 12 条の規定による出席停止 
(３) 前２号に定めるもののほか、校長が必要と認めた場合 
３ 前項の忌引日数は、次のとおりとする。 
(１) 父母 ７日 
(２) 祖父母、兄弟、姉妹 ３日 
(３) 曾祖父母、伯叔父母 １日 
(４) その他同居の親族 １日 
（表彰） 
第 38 条 校長は、性行、学業その他について優秀な幼児又は児童生徒を表彰することができる。 
（懲戒処分） 
第 39 条 校長及び教員は、教育上必要があると認めたときは、児童又は生徒に懲戒を加えることができる。

ただし、体罰を加えることはできない。 
２ 校長及び教員が児童生徒に懲戒を加えるに当たっては、児童生徒の心身の発達に応ずる等教育上必要

な配慮をしなければならない。 
３ 懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長がこれを行う。 
４ 前項の退学は、高等部の生徒で、次の各号のいずれかに該当する者に対して行うことができる。 
(１) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 
(２) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者 
(３) 正当な理由がなくて出席常でない者 
(４) 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者 
５ 第３項の停学は、小学部及び中学部の児童生徒に対しては行うことができない。 
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６ 校長は、生徒に懲戒による退学を命じたときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。 
（事故の報告） 
第 40 条 校長は、校内又は校外の学校行事等において、職員若しくは幼児又は児童生徒に傷害、死亡、集

団的疾病その他重大又は異例な事故が発生したときは、直ちにその状況を教育委員会に連絡するとともに、

後日文書でもって詳細に報告しなければならない。 
２ 学校行事以外において発生した事故についても教育上重大なものについては、前項の例によるものと

する。 
（幼児又は児童生徒の異動等の届出） 
第 41 条 幼児又は児童生徒が住所又は氏名を変更したときは、その保護者等は、住所又は氏名変更届を校

長に提出しなければならない。 
２ 前項の氏名の変更については、戸籍抄本を添付するものとする。 
３ 幼児又は児童生徒が死亡したときは、その保護者等は死亡届を速やかに校長に提出しなければならな

い。 
（寄宿舎への入舎） 
第 42 条 寄宿舎に入舎しようとする者は、保護者等及び保証人と連署した入舎願を校長に提出しなければ

ならない。 
（成年者の特例） 
第 42 条の２ 成年者に係る第 21 条第１項から第３項まで、第 22 条第１項、第 23 条第１項、第 24 条第

１項、第 25 条第１項、第 26 条第１項、第 27 条第１項、第 28 条第１項、第 29 条第１項、第 36 条第１項、

第 37 条第１項、第 41 条第１項及び第３項並びに第 42 条の規定の適用については、第 21 条第１項中「入

学しようとする者は、保護者等（保護者その他の学校に対して幼児又は児童生徒に関する責任を負う者と

して教育委員会が定める者をいう。以下同じ。）のもとから通学できない状況にある場合」とあるのは「入

学しようとする者」と、同条第２項中「保護者等とともに幼児又は児童生徒」とあるのは「生徒」と、同

条第３項中「保護者等若しくは保証人」とあるのは「保証人」と、第 22 条第１項、第 23 条第１項、第 24
条第１項、第 25 条第１項、第 26 条第１項、第 27 条第１項、第 28 条第１項、第 29 条第１項、第 36 条第

１項、第 37 条第１項及び第 41 条第１項中「保護者等」とあるのは「保証人」と、同条第３項中「保護者

等」とあるのは「遺族」と、第 42 条中「保護者等及び保証人」とあるのは「保証人」とする。ただし、当

該成年者が誓約書を提出した日において 18 歳未満である場合は、この限りでない。 
２ 前項ただし書の場合において、当該成年者の保護者等であった者は、なお保護者等であるものとみな

す。 
第４章 教職員及び学校組織 
（職員組織） 
第 43 条 学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置く。 
２ 学校には、前項に定めるもののほか、必要に応じて、副校長、主幹教諭、助教諭、養護助教諭、栄養

教諭、講師、実習助手、その他必要な職員を置くことができる。 
３ 寄宿舎を設ける学校には、前２項に規定するもののほか、寄宿舎指導員を置く。 
（職務） 
第 44 条 前条に規定する職員の職務は、他に特別の定めがある場合を除き、次の各号に掲げるとおりとす

る。 
(１) 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。 
(２) 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。 
(３) 教頭は、校長（副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長）を助け、校務を整理し、及び必要に

応じて幼児又は児童生徒の教育をつかさどる。 
(４) 主幹教諭は、校長（副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長）及び教頭を助け、命を受けて校

務の一部を整理し、並びに幼児又は児童生徒の教育をつかさどる。 
(５) 教諭は、幼児又は児童生徒の教育をつかさどる。 
(６) 助教諭は、教諭の職務を助ける。 
(７) 養護教諭は、幼児又は児童生徒の養護をつかさどる。 
(８) 養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。 
(９) 栄養教諭は、幼児又は児童生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。 
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(10) 講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。 
(11) 事務職員は、事務に従事する。 
(12) 実習助手は、実験又は実習について、教諭の職務を助ける。 
(13) 寄宿舎指導員は、寄宿舎における児童生徒の日常生活上の世話及び生活指導に従事する。 
（校長の職務） 
第 45 条 学校教育法第 82 条において準用する同法第 37 条第４項に規定する校長の職務は、おおむね次

のとおりとする。 
(１) 学校教育の管理、所属職員の管理、学校施設の管理及び学校事務の管理に関すること。 
(２) 所属職員の職務上及び身分上の監督に関すること。 
(３) 前２号に規定するもののほか、職務上委任又は命令された事項に関すること。 
２ 校長は、所属職員の校務分掌を定める。 
３ 校長は、前項の規定により校務分掌を定めたときは、その概要を教育委員会に報告しなければならな

い。 
（副校長及び教頭） 
第 46 条 副校長は、校長に事故あるときは、その職務を代理し、校長が欠けたときは、その職務を行う。 
２ 教頭は、校長（副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長）に事故あるときはその職務を代理し、

校長（副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長）が欠けたときはその職務を行う。この場合におい

て教頭が２人以上あるときは、あらかじめ校長が教育委員会に届け出た順序で、その職務を代理し、又は

行う。 
３ 分校には、副校長又は教頭を置く。 
（校長の代理・代行） 
第 47 条 学校教育法第 82 条において準用する同法第 37 条第５項に規定する副校長が校長の職務を代理

し、又は行う場合は、次の場合とする。 
(１) 職務を代理する場合 校長が海外出張、海外旅行、休職又は１カ月以上にわたる病気等で職務を執行

することができない場合 
(２) 職務を行う場合 校長が死亡、退職、免職又は失職により欠けた場合 
２ 前項の規定により副校長が校長の職務を代理し、又は行う場合及びそれが終了した場合は、校長又は

副校長は、教育委員会に報告しなければならない。 
３ 学校教育法第 82 条において準用する同法第 37 条第７項に規定する教頭が校長の職務を代理し、又は

行う場合は、次の場合とする。 
(１) 職務を代理する場合 校長（副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長）が海外出張、海外旅行、

休職又は１カ月以上にわたる病気等で職務を執行することができない場合 
(２) 職務を行う場合 校長（副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長）が死亡、退職、免職又は失

職により欠けた場合 
４ 前項の規定により教頭が校長の職務を代理し、又は行う場合及びそれが終了した場合は、校長、副校

長又は教頭は、教育委員会に報告しなければならない。 
（事務長等） 
第 48 条 学校には、事務長、事務主幹、事務主査、副主査、主任及び事務主事を置くことができる。 
２ 事務長は、校長の監督を受け、事務職員その他の職員が行う事務を総括し、その他事務をつかさどる。 
３ 事務主幹は、事務長を補佐し、上司の命を受け、重要な特定の事務を処理する。 
４ 事務主査は、事務長を補佐し、上司の命を受け、特定の事務を処理する。 
５ 副主査は、上司の命を受け、担任の事務を分掌する。 
６ 主任は、上司の命を受け、庶務、会計その他の事務を分掌する。 
７ 事務主事は、上司の命を受け、庶務、会計その他の事務に従事する。 
（その他の職員） 
第 49 条 学校には、必要に応じて、学校栄養主査、学校栄養職員、調理員、介助員、用務員、警備員、運

転士、副主査、主任及び技術職員を置くことができる。 
２ 学校栄養主査は、校長の監督を受け、献立の作成その他栄養に関する業務を処理する。 
３ 学校栄養職員は、上司の命を受け、献立の作成その他栄養に関する業務に従事する。 
４ 調理員は、上司の命を受け、給食等に関する労務に従事する。 
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５ 介助員は、上司の命を受け、幼児又は児童生徒の介助等の業務に従事する。 
６ 用務員は、上司の命を受け、学校の環境の整備その他の用務に従事する。 
７ 警備員は、上司の命を受け、学校の警備に従事する。 
８ 運転士は、上司の命を受け、自動車の運転業務に従事する。 
９ 副主査は、上司の命を受け、技術に関する担任の業務を分掌する。 
10 主任は、上司の命を受け、技術に関する業務を分掌する。 
11 技術職員は、上司の命を受け、技術に関する業務に従事する。 
（学校医等） 
第 50 条 学校には、非常勤の職員の職として、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置くものとする。 
２ 前項の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、教育委員会が委嘱する。 
３ 学校には、必要に応じて、臨時又は非常勤の職員の職として、講師等を置くことができる。 
（各部の主事） 
第 51 条 学校の幼稚部、小学部、中学部及び高等部の各部に主事を置く。ただし、幼稚部の主事は、小学

部の主事が兼ねるものとする。 
２ 前項の規定にかかわらず、特別の事情があるときは、主事を置かないことができる。 
３ 各部の主事は、その部に属する主幹教諭又は教諭の中から、教育委員会が任命する。 
４ 各部の主事は、校長の監督を受け、その部に関する校務をつかさどる。 
（主任等） 
第 52 条 学校には、教務主任、学年主任、生徒指導主任、進路指導主任、保健主事、環境整備主任、専修

講座主任、図書視聴覚主任及び司書教諭を置く。ただし、特別の事情があるときは、教務主任、学年主任、

生徒指導主任、進路指導主任、環境整備主任、専修講座主任、図書視聴覚主任及び司書教諭を置かないこ

とができる。 
２ 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項についての連絡調整及び

指導・助言に当たる。 
３ 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項についての連絡調整及び指導・助

言に当たる。 
４ 生徒指導主任は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項についての連絡

調整及び指導・助言に当たる。 
５ 進路指導主任は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつか

さどり、当該事項についての連絡調整及び指導・助言に当たる。 
６ 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。 
７ 環境整備主任は、校長の監督を受け、学校の環境整備に関する事項をつかさどり、当該事項について

の連絡調整及び指導・助言に当たる。 
８ 専修講座主任は、校長の監督を受け、学校における科目履修生に関する事項をつかさどり、当該事項

についての連絡調整及び指導・助言に当たる。 
９ 図書視聴覚主任は、校長の監督を受け、図書視聴覚に関する事項をつかさどり、当該事項についての

連絡調整及び指導・助言に当たる。 
10 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の管理運営にあたるとともに、生徒の読書指導等図書館

機能の活用に当たる。 
（学科主任等） 
第 53 条 ２以上の学科を置く学校には専門教育を主とする学科ごとに学科主任を置くことができる。 
２ 学科主任は、校長の監督を受け、当該学科の教育活動に関する事項についての連絡調整及び指導・助

言に当たる。 
（寮務主任及び舎監） 
第 54 条 寄宿舎を設ける学校には、寮務主任及び舎監を置く。ただし、特別の事情のあるときは、寮務主

任を置かないことができる。 
２ 寮務主任は、校長の監督を受け、寮務に関する事項についての連絡調整及び指導・助言に当たる。 
３ 舎監は、校長の監督を受け、寄宿舎の管理及び寄宿舎における児童生徒の教育に当たる。 
（その他の主任等） 
第 55 条 学校においては、この規則に定めるもののほか、必要に応じ校務を分担する主任等を置くことが
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できる。 
（任命及び任期） 
第 56 条 第 52 条から第 55 条までに規定する主任等は、当該学校の教諭（保健主事にあっては教諭又は

養護教諭）のうちから、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。 
２ 前項に規定する主任等の任期は、主任等に命じられた日から当該学年度の末日までとする。 
３ 前項に規定する主任等は、再任されることがある。 
（職員会議） 
第 57 条 校長は、その職務を補助させるため、職員会議を置く。 
２ 職員会議は、校長が主宰する。 
３ 職員会議は、校長が必要と認めた校務について審議し、伝達を行い、及び職員相互の連絡調整を行う

ものとする。 
４ 前項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。 
（学校評議員） 
第 58 条 学校には、学校評議員を置く。 
２ 学校評議員は、校長の求めに応じて、学校運営に関し意見を述べることができる。 
３ 学校評議員は、校長の推薦に基づき教育委員会が委嘱するものとする。 
４ 学校評議員について必要な事項は、教育委員会が別に定める。 
（学校評価） 
第 59 条 校長は、学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表す

るものとする。 
２ 前項の評価を行うに当たっては、校長は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。 
３ 校長は、第１項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の幼児又は児童生徒の保護者等その他の

当該学校の関係者（当該学校の職員を除く。）による評価を行い、その結果を公表するものとする。 
４ 校長は、第１項の規定による評価の結果及び前項の規定により評価を行った場合はその結果を、教育

委員会に報告するものとする。 
（事務処理・公印） 
第 60 条 学校における文書処理、公印の取扱いその他の事務処理については、別に定めるところによる。 
（職員の出張） 
第 61 条 職員の出張は、校長が命ずる。 
２ 校長が５日以上にわたって出張しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならな

い。 
（職員の服務） 
第 62 条 この規則に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、別に定めるところによる。 
（勤務時間等） 
第 63 条 職員の勤務時間、勤務時間の割振り、休日及び休暇等については、別に定めるところによる。 
（職員の休暇） 
第 64 条 職員の休暇は、校長が承認する。 
２ 前項の規定にかかわらず、引き続き３日を越える校長の休暇は、教育委員会の承認を得なければなら

ない。 
（私事旅行） 
第 65 条 校長は、私事のため海外旅行又は７日を超える県外旅行をしようとするときは、あらかじめ教育

委員会に届け出なければならない。 
（職務専念義務の免除） 
第 66 条 職員の職務に専念する義務の免除は、校長が承認する。ただし、校長の７日を超えるものについ

ては、教育委員会が承認する。 
（職員の部分休業） 
第 67 条 職員の部分休業は校長が承認する。ただし、校長の部分休業及び所属職員の高齢者部分休業は、

教育委員会が承認する。 
（宿日直） 
第 68 条 学校は、必要があるときは、日曜日、土曜日、休日、休日の代休日その他正規の勤務時間外にお
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いて日直又は宿直を置くものとする。 
２ 前項の日直又は宿直は、校長の命により職員が行わなければならない。 
３ 日直又は宿直に関しその他の必要な事項は、別に定めるところによる。 
（研修） 
第 69 条 職員が授業に支障のない範囲で勤務場所を離れて研修に従事しようとするときは、教育委員会が

別に定めるところにより校長の承認を受けなければならない。 
２ 校長は、前項の規定により研修に従事した職員に対し、必要に応じて研修報告書の提出を求めること

ができる。 
（事務引継） 
第 70 条 職員が、退職、辞職、配置換、休養、休暇等を命じられたときは、校長にあっては教育委員会の

指定する職員に、その他の職員にあっては校長の指定する職員に、担当事務を引き継ぐものとする。 
（職員の事故や進退に関する意見具申等） 
第 71 条 校長は、所属職員の任免その他の進退に関する意見を教育委員会に申し出ることができる。 
２ 校長は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに教育委員会に報告しなければならな

い。 
(１) 死亡したとき。 
(２) 公務上の災害を受けたと認められるとき。 
(３) 学校教育法第９条第１号、第２号又は第４号に該当することとなったとき。 
(４) 地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号）第 28 条第１項第１号から第３号まで又は同条第２項各号

のいずれかに該当すると認められたとき。 
(５) 病気休暇の期間が 30 日を超えたとき。 
(６) 病気休暇の期間が沖縄県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例（昭和 47 年沖縄県条例第 43
号）第 12 条に規定する期間の満了前１月に達したとき。 
(７) 欠勤（職員が、教育委員会又はその委任を受けた者の命令、許可又は承認を受けないで、当該職員に

割り振られた勤務時間内において勤務しない場合をいう。ただし、沖縄県職員の勤務時間、休日及び休暇

に関する条例第７条に規定する日を除く。）したとき。 
(８) 前各号に掲げるもののほか、事故、非行その他服務上又は身分上の取扱いを要すると認められる事実

が発生したとき。 
第５章 施設・設備 
（管理責任者） 
第 72 条 校長は、その所管に属する財産を管理しなければならない。 
（財産管理） 
第 73 条 財産は、常に良好の状態においてこれを管理し、その所有の目的に応じて最も効率的に、これを

運用しなければならない。 
（諸帳簿） 
第 74 条 校長は、施設及び設備（備品を含む。以下同じ。）に関する諸帳簿を整理し、その現有状況を明

らかにしておかなければならない。 
（寄宿舎） 
第 75 条 寄宿舎の管理運営に関する事項については、校長が定める。 
（施設・設備の利用） 
第 76 条 校長は、学校の施設及び設備を別に定めるところにより社会教育その他公共のために利用させる

ことができる。 
２ 前項の規定にかかわらず、10 日以上又は異例の利用の場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受け

なければならない。 
（学校保健計画書及び学校安全計画書の提出） 
第 77 条 校長は、毎年３月末日までに、翌年度にかかる幼児又は児童生徒及び職員の保健並びに安全に関

する事項について計画を立て、学校保健計画書及び学校安全計画書を教育委員会に提出しなければならな

い。 
（防火管理者） 
第 78 条 校長は、消防法（昭和 23 年法律第 186 号）第８条の規定に基づき、学校の防火管理者を定めて
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所轄の消防長又は消防署長に届け出るとともに、防火管理者指定報告書（第 21 号様式）により、教育委員

会に報告しなければならない。 
２ 校長は、毎年度始めに学校の防火その他の防災の計画を作成し、教育委員会に報告しなければならな

い。 
（非常持出） 
第 79 条 校長は、学校の重要な物品、文書、教育記録に関するもの等について、非常持出目録を作成し、

搬出すべき文書、物品等には、あらかじめ標識を付しておかなければならない。 
（火気取締責任者） 
第 80 条 校長は、各教室その他の室ごとに火気取締責任者を置き、常に火災予防及び火気取締に当たらせ

る等防火管理上必要な業務を行う。 
（非常変災の措置） 
第 81 条 校長は、台風その他の非常変災が発生し、又は発生のおそれがあるときは、その状況に応じて人

命の安全と施設・設備の保全を図るため、適当な措置を講じなければならない。 
（き損亡失の報告） 
第 82 条 校長は、その所管に属する財産にき損又は亡失の事故が発生したときは、速やかに、事故発生の

日時、種別、被害の程度、原因、応急処置状況その他必要と認める事項を教育委員会に報告しなければな

らない。 
（学校備付表簿） 
第 83 条 学校において備え付けなければならない表簿は、学校教育法施行規則（昭和 22 年文部省令第 11
号）第 28 条に規定するもののほか、次のとおりとする。 
(１) 学校沿革誌 
(２) 卒業（修了）証書授与台帳 
(３) 旧職員履歴書つづり 
(４) 学校要覧 
(５) 公文書つづり 
(６) 統計調査表つづり 
(７) 教育指導計画書つづり 
(８) 転学者、退学者、留学者、休学者名簿 
(９) 生徒賞罰関係つづり 
(10) 職員進退給与関係つづり 
(11) 職員旅行命令簿及び復命書つづり 
(12) 願書届け出報告書つづり 
(13) 宿日直日誌 
(14) 警備日誌 
(15) 職員会議録 
(16) その他法令等に規定するもの 
２ 前項の表簿中第１号から第３号までは永年、第４号は 20 年、その他の表簿は５年間保存しなければな

らない。 
第６章 補則 
（委任） 
第 84 条 この規則の施行に関し必要な事項は、沖縄県教育委員会教育長が別に定める。 
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沖縄県立特別支援学校管理規則

第 号様式 （第 条関係）1 7

文 書 番 号
年 月 日

県教育委員会 殿
学校長氏名 印

学校行事等実施計画書

次のとおり、学校行事等を実施したいので、届け出ます。
記

１ 行事等の名称
２ 実施期日
３ 実施場所
４ 実施方法
( ) 参加予定人数 学部 年 組 人1
( ) 出発、帰校時刻2
( ) 児童生徒 人当たりの経費3 1
( ) 利用する交通機関名4
( ) 引率者の職名及び氏名5
( ) その他参考事項6

（Ａ４判）
第 号様式（第 条関係）2 10

文 書 番 号
年 月 日

県教育委員会 殿
学校長氏名 │印│

授業日の変更届出書

次のとおり、授業日の変更をしたいので、届け出ます。

記

１ 授業を行う日
２ 休業する日
３ 対象の学部・学年の範囲
４ 授業日の変更を行う理由

（Ａ４判）
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沖縄県立特別支援学校管理規則

第 号様式 （第 条関係）3 10

文 書 番 号
年 月 日

県教育委員会 殿
学校長氏名 印

臨時休業報告書

次のとおり、臨時に休業したので、報告します。

記
１ 期日（期間）

２ 非常変災その他急迫の事情の概要

３ その他参考事項

（Ａ４判）
第 号様式（第 条関係）4 12

文 書 番 号
年 月 日

県教育委員会 殿
学校長氏名 │印│

準教科書使用届出書

次のとおり、準教科書を使用したいので、実物 部を添えて、届け出ます。1

記

１ 準教科書名
２ 著 者 名
３ 発 行 所
４ 価 格
５ 使用目的及び方法

（Ａ４判）
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沖縄県立特別支援学校管理規則

第 号様式 （第 条関係）5 13

文 書 番 号
年 月 日

県教育委員会 殿
学校長氏名 印

副読本届出書

次のとおり、副読本を使用したいので、実物１部を添えて届け出ます。

記

１ 副読本書名
２ 著者名
３ 発行所
４ 価格
５ 使用目的及び方法

（Ａ４判）
第 号様式（第 条関係）6 18

誓 約 書
年 月 日

沖縄県立 学校長 殿

歳児
部 科第 学年

幼児・生徒名

、 、 、上記の者の在学中は 教育方針に従い 諸規則をかたく守らせるとともに
本人に関する全ての責任を負うことを誓います。

保護者 住所
氏名 印
（生徒との続柄）

保証人 住所
氏名 印
（生徒との続柄）

（Ａ４判）
注 幼稚部については、科を除く。
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沖縄県立特別支援学校管理規則

第 号様式 （第 条関係）7 22

転 学 願

年 月 日
沖縄県立 学校長 殿

部 科第 学年 組
幼児・児童・生徒氏名
保護者氏名 印

下記のとおり転学させたいので、許可くださるようお願いします。

記

転学先 学校

事 由

（Ａ４判）
第 号様式（第 条関係）8 23

転 科 願

年 月 日
沖縄県立 学校長 殿

高等部 科第 学年
生 徒 氏 名
保護者氏名 印

下記のとおり転科したいので、許可くださるようお願いします。

記

転科先 科第 学年

事由

（Ａ４判）
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沖縄県立特別支援学校管理規則

第 号様式 （第 条関係）9 24

退 学 願

年 月 日
沖縄県立 学校長 殿

部 科第 学年 組
生 徒 氏 名
保護者氏名 印

下記のとおり退学させたいので、許可くださるようお願いします。

記

期 日 年 月 日

事 由

（Ａ４判）
第 号様式（第 条関係）10 25

留 学 願

年 月 日
沖縄県立 学校長 殿

高等部 科第 学年 組
生 徒 氏 名
保護者氏名 印

下記のとおり留学したいので、許可くださるようお願いします。

記

期 間 年 月 日から 年 月 日 まで
留学先 国 名

学校名

留学の目的

（Ａ４判）
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沖縄県立特別支援学校管理規則

第 号様式 （第 条関係）11 26

休 学 願
年 月 日

沖縄県立 学校長 殿

部 科第 学年 組
生 徒 氏 名
保護者氏名 印

下記のとおり休学させたいので、許可くださるようお願いします。

記

期 間 年 月 日から 年 月 日 まで
事 由

（Ａ４判）
第 号様式（第 条関係）12 27

休 学 取 消 願
年 月 日

沖縄県立 学校長 殿

部 科第 学年 組
生 徒 氏 名
保護者氏名 印

年 月 日から のため休学し
ておりましたが、下記のとおりその事由が消滅したので、休学の取消をお

願いします。

記

期 日 年 月 日

事 由

（Ａ４判）
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沖縄県立特別支援学校管理規則

第 号様式 （第 条関係）13 28

復 学 願
年 月 日

沖縄県立 学校長 殿

部 科第 学年 組
生 徒 氏 名
保護者氏名 印

年 月 日から のため休学し
ておりましたが、下記のとおり復学させたいので、許可くださるようお
願いします。

記

期 日 年 月 日

事 由

（Ａ４判）
第 号様式（第 条関係）14 29

再 入 学 願
年 月 日

沖縄県立 学校長 殿

部 科第 学年 組
生 徒 氏 名
保護者氏名 印

下記のとおり再入学したいので、許可下さるようお願いします。

記

期 日 年 月 日

事 由

（Ａ４判）
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沖縄県立特別支援学校管理規則

第 号様式 （第 条関係）15 34

注 １ 小学部及び中学部については、科を除く。
２ 高等部については、科の下に学科名を加える。

第 号様式（第 条関係）16 34

注 １ 幼稚部については、科を除く。
２ 高等部については、科の下に学科名を加える。
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沖縄県立特別支援学校管理規則

第 号様式 （第 条関係）17 35

割 印 証 第 号

卒 業 証 明 書

氏 名
年 月 日生

上記の者は、 年 月 日本校の 部 科を卒業したこと
を証明します。

年 月 日

沖縄県立 学校長 氏 名 印

注 １ 小学部及び中学部については、科を除く。 （Ａ４判）
２ 高等部については、科の次に学科名を加える。

第 号様式（第 条関係）18 35

割 印 証 第 号

修 了 証 明 書

氏 名
年 月 日生

、 （ ）上記の者は 年 月 日本校の 部 科 第 学年
を修了したことを証明します。

年 月 日

沖縄県立 学校長 氏 名 印

注 １ 幼稚部については、科 （第 学年）を除く。 （Ａ４判）、
２ 高等部については、科の次に学科名を加える。
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沖縄県立特別支援学校管理規則

第 号様式 （第 条関係）19 35

割 印 証 第 号

在 学 証 明 書

住 所
氏 名

年 月 日生

上記の者は、本校 部 科第 学年に在学していることを証明し
ます。

年 月 日

沖縄県立 学校長 氏 名 印

注 １ 幼稚部については、科、学年を除く。 （Ａ４判）
２ 小学部及び中学部については、科を除く。

第 号様式（第 条関係）20 35

証 （盲 （聾 （養）第 号） ）

学 業 成 績 証 明 書

部 科 課程 年 月 卒業 修了
氏 名

年 月 日生

上記のとおり証明します。

１ ２ ３教 学年

評 定 単位数 評 定 単位数 評 定 単位数科 単位認定

科目等

国

語

年 月 日
沖縄県立 学校長 氏 名 印

（Ａ４判）
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沖縄県立特別支援学校管理規則

第 号様式 （第 条関係）21 78

文 書 番 号
年 月 日

県教育委員会 殿

学校長氏名 印

防 火 管 理 者 指 定 報 告 書

消防法第 条の規定に基づき、 年 月 日付で、本校の防火管理者を下8
記のとおり指定したので、報告いたします。

記

職 氏 名 備 考

新

旧

注 「職」の欄には、教頭を記入すること。 （ ４判）A
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２ 沖縄県教育委員会職員服務規程 

制定：昭和47年５月15日教育委員会訓令第４号

最終改正：令和７年３月31日教育委員会訓令第３号

 

職員服務規程を次のように定める。 

沖縄県教育委員会職員服務規程 

（趣旨） 

第１条 この訓令は、別に定めのあるもののほか、沖縄県教育委員会（以下「教育委員会」という。）

の所管に属する一般職の職員（市町村立学校職員給与負担法（昭和23年法律第135号）第１条及び第２

条に規定する職員を除く。以下「職員」という。）の服務に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第１条の２ この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 統括監等 沖縄県教育庁組織規則（昭和47年沖縄県教育委員会規則第１号。以下「組織規則」

という。）第15条に規定する教育管理統括監及び教育指導統括監、組織規則第18条の２に規定する参

事監並びに組織規則第18条の３に規定する参事をいう。 

(２) 課長等 組織規則第16条に規定する課長、組織規則第17条に規定する教育企画室長、福利厚生

監、技術調整監、県立学校人事管理監、小中学校人事管理監、特別支援教育室長及び学力向上推進室

長並びに組織規則第18条の４に規定する副参事をいう。 

(３) 所長等 組織規則第21条及び沖縄県立教育機関組織規則（昭和47年沖縄県教育委員会規則第２

号）第５条に規定する所長及び館長並びに沖縄県立高等学校管理規則（平成12年沖縄県教育委員会規

則第７号）第48条、沖縄県立特別支援学校管理規則（平成12年沖縄県教育委員会規則第８号）第43条

及び沖縄県立中学校管理規則（平成18年沖縄県教育委員会規則第13号）第25条に規定する校長をいう。 

(４) 所属長 課長以上の職にある職員及び所長等にあっては教育長を、その他の職員にあっては課

長又は所長等をいう。 

(５) 勤務管理システム 電子計算機等を利用して、出勤時刻及び退勤時刻の記録、休暇承認の手続

その他職員の勤務時間及び休暇の管理に関する事務の処理を行うシステムで、教育庁及び教育機関（学

校を除く。）にあっては総務課長が、学校にあっては学校人事課長が管理するものをいう。 

（服務の宣誓） 

第２条 沖縄県職員等の服務の宣誓に関する条例（昭和47年沖縄県条例第５号）に基づく服務の宣誓

は、人事異動通知書の交付後署名した宣誓書を人事異動通知書交付者に提出して行うものとする。 

２ 沖縄県職員等の服務の宣誓に関する条例第２条第３項の会計年度任用職員の服務の宣誓について

は、会計年度任用職員の採用の際、法令の規定に基づき職務を遂行する旨を誓約する書面を別に提出

している場合にあっては、当該書面の提出をもって同条第１項の規定による宣誓書の署名及び提出に

代えることができる。 

（着任） 

第３条 職員は新たに職員となり又は転勤を命ぜられた場合並びに地方公務員法（昭和25年法律第261

号。以下「地公法」という。）第22条の４の規定に基づき採用された場合は、発令の通知を受けた日

から７日以内に着任し、着任後速やかに着任届（第１号様式）を所属長に提出しなければならない。 

２ 疾病その他特別の理由により前項の期間内に着任することができないときは、所属長の認可を受

けなければならない。 

（履歴書等の提出） 

第４条 新たに職員となった者は、着任の日から７日以内に所定の履歴書（第２号様式）を所属長に

提出しなければならない。 

２ 所属長は、職員が転勤を命ぜられた場合は、その通知を受けた日から７日以内に履歴書、出勤簿

の写し、休暇処理簿、代休日指定簿、介護休暇簿及び勤務を要しない時間の指定簿を異動先の長に送

付しなければならない。 

（履歴事項追加変更届の提出等） 

第５条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、履歴事項追加変更届（第３号様式）にその

事実を証明する書類を添えて、遅滞なく所属長に提出しなければならない。 

(１) 氏名を変更したとき。 
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(２) 本籍を異動したとき。 

(３) 住所を異動したとき。 

(４) 学歴を取得したとき。 

(５) 資格免許を取得したとき。 

(６) 前各号に掲げるもののほか、前条第１項に規定する履歴書の記載事項に異動が生じたとき。 

２ 所属長は、前項の規定により提出された履歴事項追加変更届の記載事項が正確であることを確認

した後、教育長にその旨を報告しなければならない。 

（出勤時刻及び退勤時刻の記録等） 

第６条 職員は、定刻までに出勤しなければならない。 

２ 職員は、出勤したときは、出勤時刻を勤務管理システムにより自ら記録しなければならない。た

だし、教育長が定める職員にあっては、定刻までに出勤したときは、出勤簿（第４号様式）に自ら押

印しなければならない。 

３ 職員（前項ただし書の職員を除く。）は、退勤しようとするときは、退勤時刻を勤務管理システ

ムにより記録しなければならない。 

４ 所属長は、教育長が定める場合を除き、前２項の規定による勤務管理システムの記録を確認しな

ければならない。 

５ 第２項ただし書の職員の出勤簿は、所属長が指定する職員が毎日点検し、出張、休暇、欠勤その

他必要な事項を記入して整理保管しなければならない。 

６ 教育長は、必要と認めるときは、前項の整理保管者に対し、出勤簿の提出を求め、又は検査する

ことができる。 

（勤務時間中の外出） 

第７条 職員は、勤務時間中に所定の勤務場所を離れようとするときは、上司の承認を受けなければ

ならない。 

（退庁時の文書等の保管） 

第８条 職員は、退庁しようとするときは、その保管する文書、物品等を整理し、所定の場所に置か

なければならない。 

２ 職員の退庁後に当直員又は警備員の看守を要する物品は、退庁の際、当直員又は警備員に看守を

依頼しなければならない。 

（時間外勤務等） 

第８条の２ 所属長は、職員（管理職手当又は教職調整額が支給される職員を除く。）に正規の勤務

時間を超え、又は週休日若しくは休日又は休日の代休日に勤務することを命じようとするときは、勤

務管理システム（教育長が定める職員にあっては、時間外勤務及び休日勤務命令簿（第５号様式））

により行わなければならない。 

（当直） 

第９条 職員（本庁の統括監等、課長等及び所長等並びに18才未満の職員及び所属長が当直させるこ

とを適当でないと認めた職員を除く。）は、必要のあるときは、勤務時間外、週休日、休日、休日の

代休日等に宿日直勤務命令簿（第６号様式）により輪番で宿直及び日直勤務に従事しなければならな

い。 

２ 宿直及び日直勤務に従事した職員は、当直日誌（第７号様式）に必要事項を記載し、所属長の決

裁を受けなければならない。 

３ 宿直及び日直勤務についてその他の必要な事項は、教育長が定める。 

（事件・事故報告） 

第９条の２ 職員は、公務その他の原因により重大な事件・事故が起こったときは、速やかに所属長

に報告しなければならない。 

２ 所属長は、前項の報告を受けたときは、事件・事故報告書（第８号様式）を教育長に提出しなけ

ればならない。 

（出張） 

第10条 職員は、出張を命ぜられた場合は、出発に際し、上司の指示を受けなければならない。 

２ 職員が出張先で、その用務の都合のため又はやむを得ない事故のため予定を変更する必要が生じ

たときは、速やかに上司に連絡し、その指示を受けなければならない。 
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３ 職員は、出張の用務が終わって帰庁したときは、帰庁した日から５日以内に復命書（第９号様式）

を旅行命令権者に提出しなければならない。ただし、上司に随行したとき又は用務が軽易なものであ

る場合は、口頭で復命することができる。 

（出張等の場合の事務処理） 

第11条 出張、休暇、欠勤等の場合には、担任事務の処理に関し必要な事項をあらかじめ上司に申し

出て、事務処理に遅滞を生じないようにしなければならない。 

（代休日の指定） 

第11条の２ 所属長は、代休日を指定しようとするときは、勤務管理システム（教育長が定める職員

にあっては、代休日指定簿（第10号様式の２））により行わなければならない。 

（休暇の承認等） 

第12条 沖縄県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例（昭和47年沖縄県条例第43号。以下「勤

務時間条例」という。）第９条から第17条までに規定する休暇を受けようとする職員は、勤務管理シ

ステム（教育長が定める職員にあっては、休暇処理簿（第11号様式））によりあらかじめ所属長に請

求し、その承認を受けなければならない。 

２ 職員が病気、災害その他やむを得ない事由により、前項の規定によることができない場合には、

とりあえず、電話、伝言等により連絡するとともに、事後速やかに勤務管理システム（教育長が定め

る職員にあっては、休暇処理簿（第11号様式））により、その事由を付して所属長の承認を受けなけ

ればならない。 

３ 職員が、第１項（年次休暇を除く。）の休暇の承認を受けるには、医師の証明書その他勤務しな

い事由を明らかにする書面を提出しなければならない。ただし、その書面の提出が著しく困難である

か、又はその事由が明白であるとして、所属長が特に認めた場合は、この限りでない。 

（介護休暇の承認） 

第12条の２ 介護休暇を受けようとする職員は、勤務管理システム（教育長が定める職員にあっては、

介護休暇簿（第11号様式の２））によりあらかじめ所属長に請求し、その承認を受けなければならな

い。 

２ 前項の場合において、介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受け

ようとするときは、２週間以上の期間について一括して請求しなければならない。 

３ 所属長は、勤務時間条例第17条の２第１項の規定に基づき、職員が介護休暇を受けようとすると

きは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある

日又は時間については、この限りでない。 

（介護時間の承認） 

第12条の３ 介護時間を受けようとする職員は、勤務管理システム（教育長が定める職員にあっては、

介護時間簿（第11号様式の３））によりあらかじめ所属長に請求し、その承認を受けなければならな

い。 

２ 所属長は、勤務時間条例第17条の３第１項の規定に基づき、職員が介護時間を受けようとすると

きは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある

日又は時間については、この限りでない。 

（職務に専念する義務免除の手続） 

第13条 職員が、沖縄県職員の職務に専念する義務の特例に関する条例（昭和47年沖縄県条例第６号）

の規定に基づき、職務に専念する義務の免除について承認を受けようとするときは、勤務管理システ

ム（教育長が定める職員にあっては、職務専念義務免除承認申請簿（第12号様式））により所属長に

申請し、その承認を受けなければならない。 

（研修承認の手続） 

第14条 職員は、教育公務員特例法（昭和24年法律第１号。以下「教特法」という。）第22条第１項

の規定により、研修の承認を受けようとするときは、あらかじめ研修承認簿（第13号様式）に研修計

画書（第13号様式の２）を添えて所属長に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 所属長は、前項の規定による承認を与えた場合には、その都度、研修承認簿に記載しなければな

らない。 

３ 職員は、前項の研修が終了したときは、研修報告書（第14号様式）により速やかに所属長に報告

しなければならない。 
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（営利企業への従事等） 

第15条 職員（会計年度任用職員（地公法第22条の２第１項第１号に掲げる職員をいう。）を除く。

以下この条において同じ。）は、地公法第38条第１項の規定により、営利企業への従事等について許

可を受けようとするときは、営利企業への従事等許可願（第15号様式）を教育長に提出し許可を受け

なければならない。 

２ 職員は、教特法第17条第１項の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の

事業若しくは事務に従事しようとするときは、あらかじめ兼職等承認願（第16号様式）を教育長に提

出し承認を受けなければならない。 

３ 職員は、前２項の規定により、既に許可又は承認を受けた職を辞めたときは、営利企業等兼職離

職届（第17号様式）を提出しなければならない。 

（専従） 

第15条の２ 職員は、職員団体の業務に専ら従事するため、地公法第55条の２第１項ただし書の規定

による許可を受けようとするときは、専従許可願（第18号様式）に当該職員団体の役員に選任された

ことを証する書類を添えて、教育長に提出しなければならない。 

２ 前項の許可を受けた職員が、職員団体の業務に専ら従事するものでなくなったときは、その旨を

速やかに教育長に届け出なければならない。 

（団体の役職員就任の手続） 

第15条の３ 職員は、第15条の場合を除き、職員として団体（職員団体を除く。）の役職員等の地位

に就こうとするときは、団体役職員就任承認申請書（第19号様式）に当該団体からの依頼書を添えて

教育長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、役職員就任について、教育長があらか

じめ支障がないと認め、当該職員に通知した場合にあっては、この限りでない。 

（欠勤） 

第15条の４ 職員が休職等の命令若しくは休暇等の承認を受けず、又は勤務命令に違反し、正規の勤

務時間中に勤務しないときは、欠勤とする。 

２ 欠勤は、事前又は事後に欠勤簿（第20号様式）により所属長に届け出なければならない。この場

合において、勤務しなかった日から３日（週休日、勤務を要しない時間及び休日及び休日の代休日を

除く。）以内に届け出がない場合は、所属長が欠勤簿により処理する。 

（供述許可の手続） 

第16条 職員は、地公法第34条第２項の規定により職務上の秘密に属する事項の供述について許可を

受けようとするときは、供述許可願（第21号様式）を教育長に提出しなければならない。 

（育児休業の請求等の手続） 

第16条の２ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第110号。以下「育児休業法」とい

う。）第２条第１項の規定に基づき職員が育児休業の承認を受けようとするときは、育児休業を始め

ようとする日の１月前までに育児休業承認請求書（第22号様式）に当該請求に係る子の氏名、生年月

日及び職員との続柄等を証明する書類を添えて教育長に提出しなければならない。 

第16条の３ 育児休業法第３条第１項の規定に基づき、職員が育児休業の期間を延長しようとすると

きは、育児休業延長請求書（第22号様式の２）を教育長に提出しなければならない。 

第16条の４ 育児休業の承認を受けている職員は、育児休業法第５条第１項又は第２項に規定する事

由が生じたときは、育児休業等変更届出書（第23号様式）を遅滞なく教育長に提出しなければならな

い。 

（育児短時間勤務の請求等の手続） 

第16条の５ 職員は、育児休業法第10条第１項の規定に基づき、育児短時間勤務の承認を受けようと

するときは、育児短時間勤務承認請求書（第24号様式）に当該請求に係る子の氏名、生年月日及び職

員との続柄等を証明する書類を添えて教育長に提出しなければならない。 

２ 前項の場合において、沖縄県職員の育児休業等に関する条例（平成４年沖縄県条例第６号）第11

条第６号の規定に基づき、子を養育することを計画しているときは、育児短時間勤務計画書（第24号

様式の２）を教育長に提出しなければならない。 

第16条の６ 職員は、育児休業法第11条第１項の規定に基づき、育児短時間勤務の期間を延長しよう

とするときは、育児短時間勤務承認請求書を教育長に提出しなければならない。 

第16条の７ 育児短時間勤務の承認を受けている職員は、育児休業法第12条において準用する育児休
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業法第５条第１項及び第２項に規定する事由が生じたときは、育児休業等変更届出書を遅滞なく教育

長に提出しなければならない。 

（育児部分休業の請求等の手続） 

第16条の８ 職員は、育児休業法第19条第１項の規定に基づき、育児部分休業の承認を受けようとす

るときは、勤務管理システム（教育長が定める職員にあっては、育児部分休業承認請求書（第24号様

式の３））により、あらかじめ所属長に請求しなければならない。この場合において、職員は、請求

に係る子の氏名、生年月日及び職員との続柄等を証明する書類を所属長に提出しなければならない。 

２ 育児部分休業の承認を受けている職員は、育児休業法第19条第３項において準用する育児休業法

第５条第１項又は第２項に規定する事由が生じたときは、勤務管理システム（教育長が定める職員に

あっては、育児部分休業変更届出書（第24号様式の４））により、遅滞なく所属長に提出しなければ

ならない。 

（育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続） 

第16条の９ 職員は、勤務時間条例第６条の４第１項に規定する深夜勤務の制限を受けようとすると

きは、深夜勤務・時間外勤務制限（免除）請求書（第24号様式の５）により、深夜における勤務の制

限を請求する一の期間（６月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。）について、そ

の初日（以下「勤務制限開始日」という。）及び末日（以下「深夜勤務制限終了日」という。）とす

る日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の１月前までに請求を行わなければならない。 

２ 前項の規定による請求があった場合においては、所属長は、公務の運営の支障の有無について、

速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支

障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、所属長は、当該日の前日までに、当該請

求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。 

３ 第１項の規定による請求がなされた後、深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号

に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。 

(１) 当該請求に係る子が死亡した場合 

(２) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場

合 

(３) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合 

(４) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として

当該子を養育することができるものとして、人事委員会規則で定める者に該当することとなった場合 

４ 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれ

かの事由が生じた場合には、第１項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の

末日とする請求であったものとみなす。 

５ 前２項の場合において、職員は遅滞なく、第３項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の

状況変更届（第24号様式の６）により所属長に届け出なければならない。 

６ 所属長は、第１項の請求に係る事由及び前項の届出について確認する必要があると認めるときは、

当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。 

（介護を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続） 

第16条の10 前条（同条第３項第４号を除く。）の規定は、勤務時間条例第16条第13号に規定する日

常生活を営むのに支障がある者（以下「要介護者」という。）を介護する職員について準用する。こ

の場合において、前条第３項第１号中「子」とあるのは「勤務時間条例第16条第13号に規定する日常

生活を営むのに支障がある者（以下「要介護者」という。）」と、同項第２号中「子が離縁又は養子

縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした

職員との親族関係が消滅した」と、同項第３号中「子」とあるのは「要介護者（勤務時間条例第16条

第13号の人事委員会規則で定める者に限る。）」と読み替えるものとする。 

（育児を行う職員の時間外勤務の制限及び免除の請求手続） 

第16条の11 職員は、勤務時間条例第６条の４第２項又は第３項に規定する時間外勤務の制限の適用

を受けようとするときは、深夜勤務・時間外勤務制限（免除）請求書（第24号様式の５）により、時

間外における勤務の制限又は免除を請求する一の期間（１年又は１年に満たない月を単位とする期間

に限る。）について、その初日（以下「時間外勤務制限開始日」という。）及び末日（以下「時間外

勤務制限終了日」という。）とする日を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに請求を行
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わなければならない。 

２ 前項の規定による請求があった場合においては、所属長は、勤務時間条例第６条の４第２項又は

第３項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした

職員に対し通知しなければならない。 

３ 所属長は、第１項の規定による請求が、当該請求のあった日の翌日から起算して１週間を経過す

る日（以下「一週間経過日」という。）の前日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、

勤務時間条例第６条の４第２項又は第３項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、

当該時間外勤務制限開始日から一週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更

することができる。 

４ 第１項の規定による請求がなされた後、時間外勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各

号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。 

(１) 当該請求に係る子が死亡した場合 

(２) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場

合 

(３) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合 

５ 時間外勤務制限開始日から起算して第１項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日まで

の間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、同項の規定による請求は、時間外勤務

制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。 

(１) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合 

(２) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合 

６ 前２項の場合において、職員は遅滞なく、第４項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の

状況変更届（第24号様式の６）により所属長に届け出なければならない。 

７ 所属長は、第１項の請求に係る事由及び前項の届出について確認する必要があると認めるときは、

当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。 

（介護を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続） 

第16条の12 前条（同条第５項各号を除く。）の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。

この場合において、前条第４項第１号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第２号中「子が離縁

又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請

求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第３号中「子」とあるのは「要介護者（勤務時間条

例第16条第13号の人事委員会規則で定める者に限る。）」と、同条第５項中「次の各号」とあるのは

「前項第１号から第３号まで」と読み替えるものとする。 

（修学部分休業の申請等の手続） 

第16条の13 職員は、地公法第26条の２第１項の規定に基づき、修学部分休業の承認を受けようとす

るときは、修学部分休業承認申請書（第24号様式の７）３通に関係書類を添えて教育長に提出しなけ

ればならない。 

２ 修学部分休業をしている職員は、修学部分休業に係る教育施設の課程を退学し、又は休学したと

きは、修学状況変更届出書（第24号様式の８）を遅滞なく教育長に提出しなければならない。 

３ 修学部分休業をしている職員は、修学部分休業の期間又は休業時間を変更しようとするときは、

修学部分休業の期間等変更承認申請書（第24号様式の９）３通に関係書類を添えて教育長に提出しな

ければならない。 

４ 修学部分休業の期間が満了した職員は、修学修了等届出書（第24号様式の10）を遅滞なく教育長

に提出しなければならない。 

（自己啓発等休業の申請の手続） 

第16条の14 職員は、沖縄県職員の自己啓発等休業に関する条例（平成19年沖縄県条例第56号）第２

条の規定に基づき、自己啓発等休業の承認を受けようとするときは、自己啓発等休業を始めようとす

る日の１月前までに自己啓発等休業承認申請書（第24号様式の11）に関係書類を添えて教育長に提出

しなければならない。 

（自己啓発等休業の期間の延長の申請の手続） 

第16条の15 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。 

（休憩時間変更の請求手続） 
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第16条の16 職員（沖縄県教育委員会の所管する職員の勤務時間及び勤務時間の割り振り等に関する

規則（昭和47年沖縄県教育委員会規則第22号）第３条に規定する職員を除く。）は、勤務時間条例第

４条第２項の規定による休憩時間変更の適用を受けようとするときは、休憩時間変更請求書（第24号

様式の12）により、休憩時間の変更を請求する一の期間（１年以内の期間に限る。以下「休憩時間変

更期間」という。）について、その初日（以下「休憩時間変更開始日」という。）及び末日（以下「休

憩時間変更終了日」という。）とする日を明らかにして、あらかじめ所属長に請求を行わなければな

らない。 

２ 前項の規定による請求があった場合においては、所属長は、公務の運営の支障の有無について、

速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支

障が生ずる日があることが明らかになった場合にあっては、所属長は、当該日の前日までに、当該請

求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。 

３ 第１項の規定による請求がなされた後、休憩時間変更開始日とされた日の前日までに、勤務時間、

休日及び休暇等に関する規則（昭和47年沖縄県人事委員会規則第26号。次項及び第５項において「規

則」という。）第４条の２第３項各号に掲げる場合に該当しないこととなった場合には、当該請求は

されなかったものとみなす。 

４ 休憩時間変更開始日以後休憩時間変更終了日とされた日の前日までに、規則第４条の２第３項各

号に掲げる場合に該当しないこととなった場合には、第１項の規定による請求は、当該事由が生じた

日を休憩時間変更期間の末日とする請求であったものとみなす。 

５ 前２項の場合において、職員は遅滞なく、規則第４条の２第３項各号に掲げる場合に該当しない

こととなった旨を休憩時間変更請求事由状況変更届（第24号様式の13）により所属長に届け出なけれ

ばならない。 

６ 所属長は、第１項の請求に係る事由及び前項の届出について確認する必要があると認めるときは、

当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。 

（育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続） 

第16条の17 職員は、勤務時間条例第６条の３第１項に規定する早出遅出勤務の適用を受けようとす

るときは、早出遅出勤務請求書（第24号様式の14）により、早出遅出勤務を請求する一の期間（１年

以内の期間に限る。以下「早出遅出勤務期間」という。）について、その初日（以下「早出遅出勤務

開始日」という。）及び末日（以下「早出遅出勤務終了日」という。）とする日を明らかにして、あ

らかじめ請求を行わなければならない。 

２ 前項の規定による請求があった場合においては、所属長は、公務の運営の支障の有無について、

速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支

障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、所属長は、当該日の前日までに、当該請

求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。 

３ 第１項の規定による請求がなされた後、早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号

に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。 

(１) 当該請求に係る子が死亡した場合 

(２) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場

合 

(３) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合 

４ 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれ

かの事由が生じた場合には、第１項の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の

末日とする請求であったものとみなす。 

５ 前２項の場合において、職員は遅滞なく、第３項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の

状況変更届（第24号様式の６）により所属長に届け出なければならない。 

６ 所属長は、第１項の請求に係る事由及び前項の届出について確認する必要があると認めるときは、

当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。 

（介護を行う職員の早出遅出勤務の請求手続） 

第16条の18 前条の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前条第

３項第１号中「子」とあるのは「要介護者」と、前条第３項第２号中「子が離縁又は養子縁組の取消

しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親
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族関係が消滅した」と、同項第３号中「子」とあるのは「要介護者（勤務時間条例第16条第13号の人

事委員会規則で定める者に限る。）」と読み替えるものとする。 

（時間外勤務代休時間） 

第16条の19 所属長は、勤務時間条例第６条の２の規定に基づき時間外勤務代休時間を指定しようと

するときは、時間外勤務代休時間指定簿（第24号様式の15）により行わなければならない。 

（配偶者同行休業の申請の手続） 

第16条の20 職員は、沖縄県職員の配偶者同行休業に関する条例（平成26年沖縄県条例第42号）第２

条の規定に基づき、配偶者同行休業の承認を受けようとするときは、配偶者同行休業を始めようとす

る日の１月前までに配偶者同行休業承認申請書（第24号様式の16）に関係書類を添えて教育長に提出

しなければならない。 

（配偶者同行休業の期間の延長の申請の手続） 

第16条の21 前条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。 

（高齢者部分休業の申請等の手続） 

第16条の22 職員は、地公法第26条の３第１項の規定に基づき、高齢者部分休業の承認を受けようと

するときは、高齢者部分休業を始めようとする日の１月前まで（学校に勤務する職員にあっては、教

育長が定める日まで）に高齢者部分休業承認申請書（第24号様式の17）を所属長（学校に勤務する職

員にあっては、教育長。以下この条において同じ。）に提出しなければならない。 

２ 高齢者部分休業をしている職員は、高齢者部分休業の承認の取消し又は高齢者部分休業に係る休

業時間の短縮に同意するときは、高齢者部分休業の承認の取消し・休業時間の短縮同意書（第24号様

式の18）を所属長に提出しなければならない。 

３ 高齢者部分休業をしている職員は、休業時間の延長の承認を受けようとするときは、当該延長を

しようとする期間の初日の１月前まで（学校に勤務する職員にあっては、教育長が定める日まで）に

高齢者部分休業時間延長承認申出書（第24号様式の19）を所属長に提出しなければならない。 

（休職） 

第17条 職員が結核性疾患その他心身の故障のために長期の休養を要する疾患を診断されて休職を願

い出たときは、所属長は、休職内申書（第25号様式）に、その理由が結核性疾患による場合には身体

検査書、その他の疾患による場合にあっては医師の診断書等の必要な書類を添えて、教育長に提出し

なければならない。 

２ 職員が、沖縄県職員の分限に関する条例（昭和47年沖縄県条例第４号）第２条各号に規定する場

合を生じたときは、所属長は休職内申書に必要な書類を添えて教育長に提出しなければならない。 

（復職） 

第18条 休職中の職員（専従許可を受けた職員を含む。）がその理由が消滅し勤務に復しようとする

ときは、復職願（第26号様式）に必要な書類を添えて、教育長に提出しなければならない。 

（辞職） 

第19条 職員が退職しようとするときは、辞職願（第27号様式）を教育長に提出しなければならない。 

（事務引継） 

第20条 職員は、退職するときは退職の日に、休職又は転勤を命ぜられたときはその日から７日以内

に担任事務についての書類帳簿等を付した事務引継書（第28号様式）により、所属長の指定する職員

に引継ぎ、その確認を受けなければならない。 

（職員カード） 

第21条 職員であることを明らかにし、公務の適切な執行を図るため、教育長は、職員に対し、身分

証明書（以下「職員カード」という。）を発行することができる。 

２ 前項の職員カードは、教育長が定める職員以外の職員にあっては、職員番号その他の情報を電磁

的方法（電子的方法、電磁的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。）

により記録することができるものとする。 

３ 職員は、職務の執行に当たり必要があるときは、職員カードを提示しなければならない。 

４ 職員カードの有効期限は、発行の日から起算して10年とする。 

５ 職員は、職員カードを他人に貸与し、又は譲渡してはならない。 

６ 職員は、職員カードの有効期限が到来し、又は氏名の変更があったときは、教育長が別に定める

ところによりその旨を届け出て、新たな職員カードの発行を受けなければならない。 
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７ 職員は、職員カードを損傷し、又は紛失したときは、速やかに教育長が別に定めるところにより

その旨を届け出て、職員カードの再発行を受けなければならない。 

８ 前項の規定による職員カードの再発行に要する費用は、職員カードの再発行を受ける職員の負担

とする。ただし、職員カードを損傷し、又は紛失した理由がやむを得ないと認められる場合は、この

限りでない。 

９ 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに教育長が別に定めるところにより職員

カード（第４号の場合にあっては、発見した職員カード）を返納しなければならない。 

(１) 退職その他の理由により職員の身分を失ったとき。 

(２) 第６項の規定により新たな職員カードの発行を受けるとき。 

(３) 職員カードを損傷し、第７項の規定により職員カードの再発行を受けるとき。 

(４) 第７項の規定により職員カードの再発行を受けた後、紛失した職員カードを発見したとき。 

10 職員カードの発行に関する事務は、教育庁及び教育機関（学校を除く。）にあっては総務課で、

学校にあっては学校人事課で処理するものとする。 

（職員住所録） 

第22条 所属長は、所属職員の住所録（第29号様式）を備えつけて置くものとする。 

２ 所属長は、緊急業務の連絡ができるよう、連絡系統表を作成しておかなければならない。 

（書類の経由） 

第23条 この訓令により、教育長に提出する書類は、所属長以外の職員にあっては、所属長を経由し

なければならない。 

（補則） 

第24条 この訓令の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。 
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３ 沖縄県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例 

制定：昭和47年５月15日条例第43号 

最終改正：令和７年７月31日条例第35号  

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和25年法律第261号）第24条第５項及び地方教育行政の組織

及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第42条の規定に基づき、県の職員並びに市町村立

学校職員給与負担法（昭和23年法律第135号）第１条及び第２条に規定する職員（以下「職員」と

いう。）の勤務時間、休日及び休暇等に関して必要な事項を定めるものとする。 

一部改正〔平成28年条例４号〕 

（１週間の勤務時間） 

第２条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、１週間について38時間45分とする。ただし、特別の

勤務に従事する職員の勤務時間は、休憩時間を除き、４週間を超えない期間につき１週間当たり

38時間45分とする。 

２ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第110号。以下「育児休業法」という。）

第10条第３項の規定により同条第１項に規定する育児短時間勤務（以下「育児短時間勤務」とい

う。）の承認を受けた職員（育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員

を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。）の１週間当たりの勤務時間は、前項の規定に

かかわらず、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容（育児休業法第17条の規定による短時間勤

務をすることとなつた職員にあつては、同条の規定によりすることとなつた短時間勤務の内容。

以下「育児短時間勤務等の内容」という。）に従い、任命権者が定める。 

３ 地方公務員法第22条の４第１項の規定により採用された職員（以下「定年前再任用短時間勤務

職員」という。）の勤務時間は、第１項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、４週間を超えな

い期間につき１週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。 

４ 育児休業法第18条第１項又は沖縄県一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成14年沖縄

県条例第52号）第４条の規定により採用された職員（以下「任期付短時間勤務職員」という。）

の勤務時間は、第１項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、４週間を超えない期間につき１週

間当たり31時間までの範囲内で、任命権者が定める。 

５ 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前各項に規定する勤務時間を超え

て勤務することを必要とする職員の勤務時間について、人事委員会の承認を得て、別に定めるこ

とができる。 

全部改正〔平成11年条例３号〕、一部改正〔平成13年条例５号・17年８号・20年２号・21年11号・

令和４年51号〕 

（週休日、勤務時間の割振り及び週休日の振替等） 

第３条 日曜日及び土曜日は、週休日（勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。）とする。

ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の

内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの５日間において週休日を設けるものとし、

定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて

月曜日から金曜日までの５日間において週休日を設けることができる。 

２ 任命権者は、月曜日から金曜日までの５日間において、１日につき７時間45分の勤務時間を割

り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、１週間ごとの期間について、当

該育児短時間勤務等の内容に従い１日につき７時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振る

ものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、１週間ごとの期

間について、１日につき７時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。 

３ 任命権者は、特別の勤務に従事する職員については、前２項の規定にかかわらず、人事委員会

規則で定める期間につき１週間当たり１日以上の割合で週休日を設ける場合に限り、人事委員会

規則の定めるところにより、週休日及び前条に規定する勤務時間の割振りについて別に定めるこ

とができる。 

４ 任命権者は、職員に第１項及び前項の規定による週休日において特に勤務することを命ずる必

要がある場合には、人事委員会規則の定めるところにより、第２項及び前項の規定により勤務時

間が割り振られた日（以下「勤務日」という。）のうち人事委員会規則で定める期間内にある勤

32



務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要が

ある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間（第２項及び前

項の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の２分の１に相当する勤務時間として人事

委員会規則で定める勤務時間をいう。以下同じ。）を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半

日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。 

全部改正〔平成３年条例16号〕、一部改正〔平成４年条例44号・11年３号・13年５号・17年８号・

20年２号・21年11号・令和４年51号〕 

（休憩時間） 

第４条 任命権者は、１日の勤務時間が６時間を超える場合は、少なくとも１時間の休憩時間を勤

務時間の途中に置かなければならない。 

２ 任命権者は、１日の勤務時間が６時間を超え７時間45分以下の場合において、業務の運営並び

に職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、人事委

員会規則で定めるところにより、同項の休憩時間を45分以上１時間未満とすることができる。 

３ 前２項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、人事委員

会規則で定めるところにより、一斉に与えないことができる。 

４ 任命権者は、第６条の規定により、時間外勤務を命じた場合は、その勤務２時間を超えるごと

に15分の休憩時間を置くことができる。 

一部改正〔昭和52年条例36号・平成11年３号・19年５号・21年11号〕 

第５条 削除 

削除〔平成18年条例68号〕 

（時間外勤務及び休日勤務） 

第６条 任命権者は、公務のため臨時の必要があるときは、職員に対し、第２条及び第３条に規定

する勤務時間（以下「正規の勤務時間」という。）を超えて勤務することを命じ、又は週休日、

第７条に規定する休日若しくは第７条の２に規定する代休日に勤務することを命ずることができ

る。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあつては、公務の運営に著しい支障

が生ずると認められる場合として人事委員会規則で定める場合に限り、正規の勤務時間を超えて

勤務することを命じ、又は週休日、第７条に規定する休日若しくは第７条の２に規定する代休日

に勤務することを命ずることができる。 

一部改正〔昭和52年条例36号・平成11年３号・18年68号・20年２号〕 

（時間外勤務代休時間） 

第６条の２ 任命権者は、沖縄県職員の給与に関する条例（昭和47年沖縄県条例第53号）第22条第

５項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、人事委員会規則の定めるところに

より、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間（以下「時間外勤務

代休時間」という。）として、人事委員会規則で定める期間内にある勤務日等（第７条に規定す

る休日及び第７条の２に規定する代休日を除く。）に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指

定することができる。 

２ 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特

に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。 

追加〔平成22年条例６号〕 

（育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務） 

第６条の３ 任命権者は、次に掲げる職員が、その子（民法（明治29年法律第89号）第817条の２第

１項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家

庭裁判所に請求した者（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。）で

あつて、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法（昭和22年法律第164号）第27条第１項第３号

の規定により同法第６条の４第２号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童及

び沖縄県職員の育児休業等に関する条例（平成４年沖縄県条例第６号）第２条の２に規定する者

を含む。以下この項、次条、第15条第２号並びに第16条第10号及び第11号において同じ。）を養

育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、当該職員に当該請求に係

る早出遅出勤務（始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじ

め定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。）をさせるものとする。 

(１) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員 
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(２) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員で

あつて、人事委員会規則で定めるもの 

２ 前項の規定は、第16条第13号に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員につ

いて準用する。この場合において、前項中「次に掲げる職員が、その子（民法（明治29年法律第

89号）第817条の２第１項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁

組の成立について家庭裁判所に請求した者（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属してい

る場合に限る。）であつて、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法（昭和22年法律第164号）

第27条第１項第３号の規定により同法第６条の４第２号に規定する養子縁組里親である職員に委

託されている児童及び沖縄県職員の育児休業等に関する条例（平成４年沖縄県条例第６号）第２

条の２に規定する者を含む。以下この項、次条、第15条第２号並びに第16条第10号及び第11号に

おいて同じ。）を養育」とあるのは「第16条第13号に規定する日常生活を営むのに支障がある者

（以下「要介護者」という。）のある職員が、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。 

追加〔平成17年条例64号〕、一部改正〔平成19年条例57号・22年６号・26号・28年47号・29年３号〕 

（育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限） 

第６条の４ 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員（職員の配偶者（届出を

しないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）で当該子の親であるものが、

深夜（午後10時から翌日の午前５時までの間をいう。以下この項において同じ。）において常態

として当該子を養育することができるものとして人事委員会規則で定める者に該当する場合にお

ける当該職員を除く。）が、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨

げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。 

２ 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、当該子を養育するために請求

した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難であ

る場合を除き、第６条に規定する勤務（災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤

務を除く。次項において同じ。）をさせてはならない。 

３ 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、当該子を養育するために請求

した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難であ

る場合を除き、１月について24時間、１年について150時間を超えて、第６条に規定する勤務をさ

せてはならない。 

４ 前３項の規定は、第16条第13号に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員に

ついて準用する。この場合において第１項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員（職

員の配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）で当該

子の親であるものが、深夜（午後10時から翌日の午前５時までの間をいう。以下この項において

同じ。）において常態として当該子を養育することができるものとして人事委員会規則で定める

者に該当する場合における当該職員を除く。）が、当該子を養育」とあり、並びに第２項及び前

項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、当該子を養育」とあるのは「第16条第

13号に規定する日常生活を営むのに支障がある者（以下「要介護者」という。）のある職員が、

当該要介護者を介護」と、第１項中「深夜における」とあるのは「深夜（午後10時から翌日の午

前５時までの間をいう。）における」と、第２項中「当該請求をした職員の業務を処理するため

の措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替える

ものとする。 

追加〔平成11年条例３号〕、一部改正〔平成14年条例５号・17年64号・22年６号・26号・29年３号・

令和７年５号〕 

（休日） 

第７条 職員は、休日には特に勤務することを命ぜられない限り、正規の勤務時間中においても勤

務することを要しない。 

２ 前項の休日とは、次の各号に掲げる日とする。 

(１) 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日 

(２) 12月29日から翌年の１月３日までの日（前号に掲げる日を除く。） 

(３) ６月23日（沖縄県慰霊の日を定める条例（昭和49年沖縄県条例第42号）第２条に規定する慰

霊の日） 

３ 前項第１号に規定する休日（元日及び同日が日曜日にあたるときの１月２日を除く。）が週休

34



日（土曜日を除く。）に当たるときは、これに替えてその日の後日において最も近い休日でない

正規の勤務時間の割り振られている日を休日とする。 

一部改正〔昭和52年条例36号・61年７号・平成３年16号・４年44号・11年３号〕 

（休日の代休日） 

第７条の２ 任命権者は、前条に規定する休日である第３条の規定により勤務時間が割り振られた

日（以下この項において「勤務日等」という。）に割り振られた勤務時間の全部（次項において

「休日の全勤務時間」という。）について特に勤務することを命じた場合には、人事委員会規則

の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日（次項において「代休日」という。）

として、当該休日後の勤務日等（第６条の２第１項の規定により時間外勤務代休時間が指定され

た勤務日等及び休日を除く。）を指定することができる。 

２ 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した

場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間に

おいても勤務することを要しない。 

追加〔平成11年条例３号〕、一部改正〔平成22年条例６号〕 

（休暇） 

第８条 職員の休暇は、有給休暇及び無給休暇とする。 

２ 有給休暇とは、職員が任命権者の承認を得て、正規の勤務時間中に給与の支給を受けて勤務し

ない期間をいう。 

３ 無給休暇とは、職員が任命権者の承認を得て、正規の勤務時間中に給与の支給を受けないで勤

務しない期間をいう。 

４ 次条から第16条までに規定する休暇は、有給休暇とし、第17条及び第17条の２に規定する休暇

並びに第17条の３に規定する介護時間は、無給休暇とする。 

一部改正〔昭和52年条例36号・平成11年３号・29年３号〕 

（年次休暇） 

第９条 職員の年次休暇は、１年について20日（育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務

職員及び任期付短時間勤務職員にあつては、その者の勤務時間等を考慮し、20日を超えない範囲

内で人事委員会規則で定める日数）とする。 

２ 前項に規定する１年は、暦年による。ただし、人事委員会規則で定める職員（以下「特定職員」

という。）にあつては、人事委員会規則で定める日を初日とする１年（以下「特定期間」という。）

とする。 

３ 新たに職員となつた者のその年（新たに特定職員となつた者にあつては、採用された日から人

事委員会規則で定める日まで）の年次休暇の日数は、人事委員会規則で定める。 

４ 第１項及び前項の規定にかかわらず、特定職員のうち人事委員会規則で定めるものの年次休暇

は、人事委員会規則で定める期間について人事委員会規則で定める日数とする。 

５ 年次休暇は、職員の請求する時期に与えるものとする。ただし、任命権者は、業務に支障があ

る場合は、他の時期に与えることができる。 

６ 第１項及び第３項の規定により与えられる年次休暇の日数のうち、その年（特定職員にあつて

は、特定期間）に受けなかつた日数がある場合は、その日数を翌年（特定職員にあつては、当該

特定期間の次の特定期間）に限り、繰り越すことができる。 

７ 第４項の規定により与えられる年次休暇の日数のうち、同項の人事委員会規則で定める期間に

受けなかつた日数がある場合は、人事委員会規則で定める日数を当該期間満了の日の翌日から起

算して１年を経過する日まで、繰り越すことができる。 

８ 年次休暇は、１日を単位として与えるものとする。ただし、職員から要求があつた場合は、１

時間を単位として与えることができる。 

一部改正〔昭和52年条例36号・平成13年５号・17年８号・20年２号・21年11号・28年５号・令和４

年51号〕 

（公傷休暇） 

第10条 職員が公務災害と認定され、療養のため休暇を請求した場合は、必要と認める期間の公傷

休暇を与えるものとする。 

（療養休暇） 

第11条 職員（教育公務員特例法（昭和24年法律第１号）第14条の適用又は準用を受ける職員を除

35



く。）が結核性疾患により、療養のため休暇を請求した場合は、１年の範囲内で必要と認める期

間の療養休暇を与えることができる。 

（病気休暇） 

第12条 職員が公務によらない負傷又は疾病（結核性疾患を除く。）により、療養のため休暇を請

求した場合は、90日の範囲内で必要と認める期間の病気休暇を与えることができる。 

２ 妊娠中の女性職員が人事委員会規則で定める妊娠に起因する疾病により、療養のため休暇を請

求した場合における病気休暇の期間は、前項の規定にかかわらず、120日の範囲内で必要と認める

期間とすることができる。 

３ 職員が精神性疾患により、療養のため休暇を請求した場合における病気休暇の期間は、第１項

の規定にかかわらず、最初に請求する場合に限り、連続する180日の範囲内で必要と認める期間と

することができる。 

一部改正〔平成16年条例38号・28年５号〕 

（生理休暇） 

第13条 生理日の勤務が著しく困難な女性職員又は人事委員会規則で定める生理に有害な業務に従

事する女性職員が休暇を請求した場合は、必要と認める期間の生理休暇を与えるものとする。 

一部改正〔平成10年条例３号〕 

（産前休暇及び産後休暇） 

第14条 ８週間（多胎妊娠の場合にあつては14週間）以内に出産する予定の女性職員が休暇を請求

した場合は、出産日までの期間の産前休暇を与えるものとする。 

２ 出産した女性職員に対しては、出産日の翌日から８週間を経過する日までの期間内で、必要と

する期間の産後休暇を与えるものとする。ただし、その期間は、６週間を下回つてはならない。 

一部改正〔昭和49年条例27号・52年36号・平成10年３号〕 

（慶弔休暇） 

第15条 職員が次の各号のいずれかに該当し、休暇を請求した場合は、人事委員会規則で定めると

ころにより、慶弔休暇を与えることができる。 

(１) 親族が死亡した場合 

(２) 父母、配偶者及び子の祭しを行う場合 

(３) 結婚する場合 

一部改正〔昭和52年条例36号〕 

（特別休暇） 

第16条 職員が次の各号のいずれかに該当し、休暇を請求した場合は、当該各号に定める期間の特

別休暇を与えることができる。 

(１) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成10年法律第114号）により交

通の制限又は遮断された場合 その理由の発生している期間 

(２) 風水震火災その他非常災害により交通遮断された場合 その理由の発生している期間 

(３) 風水震火災その他天災地変により職員の現住居が滅失又は破壊された場合 15日以内 

(４) 交通機関の事故等の不可抗力の事故の場合 その理由の発生している期間 

(５) 所轄機関の業務又は事業の運営上の必要に基づき、業務又は事業の全部又は一部を停止した

場合（台風の来襲等による事故発生の防止のための措置を含む。） その理由の発生している期

間 

(６) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署

へ出頭する場合 必要と認める日又は時間 

(７) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合 必要と認める日又は時間 

(８) 生後１年に達しない生児を育てる場合 １日２回各30分以上60分以内（合計90分以内）又は

１日１回にまとめて90分 

(９) 妊娠中の職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体の健康維持に重大な支障を与え

る程度に及ぶものであると認める場合 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、１日を通じ

て１時間を超えない範囲内でおのおの必要と認める時間 

(10) 職員の配偶者が出産する場合であつてその出産予定日の８週間（多胎妊娠の場合にあつては、

14週間）前の日から当該出産の日以後１年を経過する日までの期間にある場合において、当該出

産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子（配偶者の子を含む。）を養育する職員が、
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これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における５

日（定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあつては、その者の勤務時間等を

考慮し、５日を超えない範囲内で人事委員会規則で定める時間）の範囲内の期間 

(11) 配偶者、父母、子、配偶者の父母その他人事委員会規則で定める者（第13号及び第17条の４

第１項において「配偶者等」という。）の看護（負傷し、又は疾病にかかつた当該者の世話を行

うことをいう。）のため、養育する義務教育終了前の子（配偶者の子を含む。この号において同

じ。）に予防接種若しくは健康診断を受けさせるため又は養育する義務教育終了前の子に係る人

事委員会規則で定める事由のため勤務しないことが相当であると認められる場合 １暦年につい

て５日（その養育する義務教育終了前の子（義務教育終了後も特に配慮が必要として人事委員会

規則で定める子を含む。）が２人以上の場合にあつては、10日）の範囲内の期間（職員の事情を

考慮し人事委員会規則で定める職員にあつては、当該期間に１日を加えた期間） 

(12) 夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当で

あると認められる場合 人事委員会規則で定める期間内における５日（定年前再任用短時間勤務

職員及び任期付短時間勤務職員にあつては、その者の勤務時間等を考慮し、５日を超えない範囲

内で人事委員会規則で定める日数）の範囲内の期間 

(13) 配偶者等で、負傷、疾病又は老齢により人事委員会規則で定める期間にわたり日常生活を営

むのに支障があるもの（以下「要介護状態にある対象家族」という。）の介護その他の人事委員

会規則で定める世話をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 １暦年について

５日（要介護状態にある対象家族が２人以上の場合にあつては、10日）の範囲内の期間 

(14) 不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 １暦年につい

て５日（当該通院等が体外受精その他の人事委員会規則で定める不妊治療に係るものである場合

にあつては、10日）の範囲内の期間 

(15) 前各号に規定するもののほか、任命権者が人事委員会と協議して定める場合 任命権者が人

事委員会と協議して定める期間 

一部改正〔昭和48年条例48号・52年36号・平成９年２号・11年３号・14年33号・15年42号・17年８

号・64号・21年11号・22年５号・令和４年７号・49号・51号・７年５号〕 

（組合休暇） 

第17条 職員が登録を受けた職員団体の規約に定める機関で人事委員会規則で定めるものの構成員

として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機

関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合は、１暦年につ

いて30日を超えない範囲内で組合休暇を与えることができる。 

一部改正〔昭和52年条例36号〕 

（介護休暇） 

第17条の２ 職員が要介護状態にある対象家族の介護をするため、休暇を請求した場合は、介護休

暇を与えることができる。 

２ 介護休暇の期間は、要介護状態にある対象家族の各々が前項に規定する介護を必要とする一の

継続する状態ごとに、３回を超えず、かつ、通算して６月を超えない範囲内で任命権者が指定す

る期間（以下「指定期間」という。）内において必要と認められる期間とする。 

追加〔平成11年条例３号〕、一部改正〔平成14年条例５号・17年64号・22年５号・29年３号〕 

（介護時間） 

第17条の３ 職員が要介護状態にある対象家族の介護をするため、１日の勤務時間の一部について

勤務しないことにつき休暇を請求した場合は、介護時間を与えることができる。 

２ 介護時間の時間は、要介護状態にある対象家族の各々が前項に規定する介護を必要とする一の

継続する状態ごとに、連続する３年の期間（当該要介護状態にある対象家族に係る指定期間と重

複する期間を除く。）内において１日につき２時間を超えない範囲内で必要と認められる時間と

する。 

追加〔平成29年条例３号〕 

（妊娠、出産等についての申出をした職員等に対する意向確認等） 

第17条の４ 任命権者は、沖縄県職員の育児休業等に関する条例第30条第１項の措置を講ずるに当

たつては、同項の規定による申出をした職員（以下この項において「申出職員」という。）に対

して、次に掲げる措置を講じなければならない。 
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(１) 申出職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置（次号において「出生時両立支援制度

等」という。）その他の事項を知らせるための措置 

(２) 出生時両立支援制度等の請求、申告又は申出（以下「請求等」という。）に係る申出職員の

意向を確認するための措置 

(３) 沖縄県職員の育児休業等に関する条例第30条第１項の規定による申出に係る子の心身の状況

又は育児に関する申出職員の家庭の状況に起因して当該子の出生の日以後に発生し、又は発生す

ることが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る申

出職員の意向を確認するための措置 

２ 任命権者は、３歳に満たない子を養育する職員（以下この項において「対象職員」という。）

に対して、人事委員会規則で定める期間内に、次に掲げる措置を講じなければならない。 

(１) 対象職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置（次号において「育児期両立支援制度

等」という。）その他の事項を知らせるための措置 

(２) 育児期両立支援制度等の請求等に係る対象職員の意向を確認するための措置 

(３) 対象職員の３歳に満たない子の心身の状況又は育児に関する対象職員の家庭の状況に起因し

て発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善

に資する事項に係る対象職員の意向を確認するための措置 

３ 任命権者は、第１項第３号又は前項第３号の規定により意向を確認した事項の取扱いに当たつ

ては、当該意向に配慮しなければならない。 

追加〔令和７年条例35号〕 

（配偶者等が介護を必要とする状況に至つた職員に対する意向確認等） 

第17条の５ 任命権者は、職員が配偶者等が当該職員の介護を必要とする状況に至つたことを申し

出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との両立に資する制度又は措置（以下この条及び次

条において「介護両立支援制度等」という。）その他の事項を知らせるとともに、介護両立支援

制度等の請求等に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならな

い。 

２ 任命権者は、職員に対して、当該職員が40歳に達した日の属する年度（４月１日から翌年の３

月31日までをいう。）において、前項に規定する事項を知らせなければならない。 

追加〔令和７年条例５号〕、一部改正〔令和７年条例35号〕 

（勤務環境の整備に関する措置） 

第17条の６ 任命権者は、介護両立支援制度等の請求等が円滑に行われるようにするため、次に掲

げる措置を講じなければならない。 

(１) 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施 

(２) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備 

(３) その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置 

追加〔令和７年条例５号〕、一部改正〔令和７年条例35号〕 

（非常勤職員の勤務時間及び休暇） 

第18条 非常勤職員（定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除く。）の勤務時

間及び休暇は、第２条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して人事委員

会規則で定める基準に従い、任命権者が別に定める。 

一部改正〔平成13年条例５号・17年８号・令和元年44号・４年51号〕 

（人事委員会規則への委任） 

第19条 この条例の施行に関して必要な事項は、人事委員会規則で定める。 
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４ 本校職員の勤務時間割の割り振りに関する規程 

 

 （趣 旨） 

第１条 この規程は、「沖縄県教育委員会の所管する職員の勤務時間及び勤務時間の割り振りに   

関する規則（昭和47年教育委員会規則第22号）」第３条の規定に基づき、沖縄県立宮古特別支援学校

に勤務する職員（以下「職員」という。）の勤務時間の割り振りに関し、必要な事項を定めたもので

ある。 

 

 （勤務時間） 

第２条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、月曜日から金曜日までは、午前８時30分から午後   

５時00分までを原則とし、職種ごとに別表に示す通りとする。 

 

 （休憩時間） 

第３条 職員の休憩時間は、職種ごとに別表で示す通りとする。 

 

 

 （週休日） 

第４条 職員の勤務を要しない日は、次の通りとする。 

   １ 日曜日、土曜日は、週休日とする。 

   ２ ただし、学校行事や緊急事態が発生した場合は、日曜日及び土曜日を勤務を要する日 

    とし、日曜日及び土曜日以外の日を週休日として振り替えるものとする。 

 

 

 （附則） 

   この規程は、平成24年４月１日から施行する。 
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職員勤務時間割振表
(時間）

8:30～15:30（内 休憩60分）

12:15～13:30（小：給食介助）

7:50～16:20 15:25～16:10(45分)

休憩

沖縄県立宮古特別支援学校
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8:30 12:15～13:00(45分)

休憩

教諭・養護教諭・実習助手 月～金

8:30 15:25～16:10(45分)

休憩

休憩

12:15～13:00(45分)   15:30まで7:00

介助員
（会計年度任用職員）

月～金

看護師① 月～金

校長・教頭・事務・司書
栄養職員・用務員

月～金

     6:45～9:00=2時間15分 11:45～17:00
勤務外

9:00～11:45

        9:00 15:00(6時間)

介助員② 月～金

介助員① 月～金
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勤務時間割り振り（寄宿舎）
(時間）

勤務
7:30 16:00

早朝 休憩 ※平日1名、帰舎日・帰宅日は2名

(12:15～13:00)
13:30 22:00

宿直入り ※月～木(宿直入り)3名 休憩

(14:30～15:15)
13:30

宿直明け 休憩 ※火～金(宿直明け)3名

(12:15～13:00)
11:30 20:00

※帰舎日8名、平日5名 休憩

(12:15～13:00)
8:30 17:00

休憩 ※帰宅日7名、長期休業12名

(12:15～13:00)

   

20 21 2214 15 16 17 18 1913

 5:00

日勤①
(在舎日)

日勤②
(帰宅日・

長期休業)

5 6 7 8 9 10 11 12

9 10 11 12 13 14 15 16 1786 7
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Ⅱ 学校運営に関する規程 

 

１ 職員会議 

・校長は、その職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。 

・職員会議は、校長が主宰する。 

・職員会議は、校長が必要と認めた校務について審議し伝達を行い、職員相互の連絡調整を行うものと

する。 

 （１）職員会議は、全職員で組織する。 

 （２）定例職員会議は、原則として毎月第４金曜日に開き、必要がある場合は臨時の職員会議を開く

ことができる。 

 （３）職員会議の議案は、運営委員会に提出したのち議題として提出されるものとする。 

 （４）職員会議の司会及び記録は、「職員会議司会・記録割当表」に従い 3 人で司会・記録を担当す

る。司会は事前に教務主任と会議進行について打ち合わせを行う。 

  ※「職員会議司会・記録割当表」は発足資料及び職員室に掲示。 

 （５）臨時職員会議の司会及び記録は、教務部で担当する。 

 （６）職員会議の記録簿及び資料綴りは、教務が Teams で保管する。 

 （７）職員は、必要に応じて会議録を閲覧することができる。 

  

２ 運営委員会 

 （１）運営委員会は、校長、教頭、事務長、教務主任、各学部主事、寮務主任、分掌部主任、案件当

該者で構成する。 

 （２）運営委員会は、原則として毎月第３水曜日に開き、必要に応じて臨時の運営委員会を開いて、

職員会議に上程する議案の検討を行う。 

 （３）運営委員会は、教務部主任が企画し運営する。 

 

３ 各種委員会 

 （１）各種委員会は、それぞれの委員会員で構成し、各委員会の業務の企画、立案、推進を行う。 

 （２）各種委員会は、原則として毎月第１火曜日に開き、必要に応じて臨時の各種委員会を開くこと

ができる。 

 

４ 校務分掌部会 

 （１）校務分掌部会は、各校務分掌部員で構成する。 

 （２）校務分掌部会は、原則として毎月第２水曜日に開き、必要に応じて臨時の校務分掌部会を開く

ことができる。 

 （３）校務分掌部会は、分掌部の業務の企画・立案・推進を行う。 

 （４）校務分掌部会は、各部主任が会を招集し運営する。 

 

５ 学部会 

 （１）学部会は、各学部職員で構成する。 

 （２）学部会は、原則として毎月第２、第４月曜日に開き、必要に応じて臨時の学部会を開くことが

できる。 

 （３）学部会は、学部運営に関する企画・立案・調整・推進を行う。 
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 （４）学部会は、各部主事が会を招集し運営する。 

 

６ 部主事等連絡会 

 （１）小学部、中学部、高等部、寄宿舎等の教育活動について連絡し、学部間の情報交換を行う。 

 （２）部主事等連絡会は、校長、教頭、事務長、教務主任、各学部主事、寮務主任、養護教諭、学校

栄養職員その他関係する職員で構成する。 

 （３）校長が招集する。 

 （４）毎週月曜日、木曜日 9時 10 分～9時 40 分まで、校長室で行う。 

 （５）各学部主事、寄宿舎、学校栄養職員、養護教諭、事務長、教頭、校長の順で報告する。 

 （６）その他情報交換を行う。 

 （７）教務主任が原則として、会の司会進行をする。 

 

７ 全体職員朝会について 

 （１）場所・時間 

   ①原則として木曜日を定例とし、WEB 会議にて行う。 

    ※全体行事や臨時で確認する事項がある場合は他の曜日でも行う。 

   ②火曜日・水曜日・金曜日は学部別職員朝会を行う。 

   ③時間は、8時 30分から 8時 40 分までの 10 分間とする。 

 （２）司会 

   ①司会は、「司会割当表」に従い各学部職員 2人で輪番して司会・進行を担当する。 

    ※「司会割当表」は発足資料及び職員室に掲示。 

   ②行事等で土・日曜日に全体職員朝会を行う場合、次の週の担当者が司会を行う。 

 （３）進行順序 

   ①当日の日程読み上げ。 

   ②当日の日程の中で、○がついた項目について、担当者に補足説明を求める。 

   ③連絡事項を担当者から説明してもらう。 

   ※緊急の連絡事項を除いて、原則として Teams に入力された項目だけにとどめる。 

 （４）留意事項（全体職朝を円滑に進行するために、次の点に留意する。） 

   ①幼児児童生徒の安全確保のため、時間がきたら途中でも打ち切り時間内に終了するようにする。 

   ②連絡事項がある係は、職員朝会開始前に連絡したい事項を板書する。 

   ③日程・連絡事項に関して説明や資料がある場合は、Teams に入力し校長室で WEB 会議で、説明

をする。 

   ④日程・連絡事項に関して説明を行う場合、要点を押さえて手短に行うことを心がける。 
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週行事予定表（定例会議） 
 

 

 月 火 水 木 金 

8:30-8:40 学部職朝 学部職朝 学部職朝 
全体職朝 

（オンライン） 
学部職朝 

9:10-9:40 部主事等連絡会   部主事等連絡会  

第１週 
放課後     校内研修日     

第２週 
放課後 学 部 会 校務分掌部会Ａ 校務分掌部会Ｂ     

第３週 
放課後 

運営委員会 

(７・12 月を除く) 校内研修日   
職員会議 

(７・12 月を除く) 

第４週 
放課後 学 部 会   医ケア委員会   

第５週 
放課後           

 ※（   ）は予備日、月に 1 回 NO 会議デー・学期に 1 回職員環境美化の日を設定 

 
その他の月行事 

毎月１日 毎月１０日 毎月１９日 

学校安全管理点検の日 思いやりの日 
（人権の日） 食育の日 

毎月第３金曜日 毎月第３土曜日 毎月第３日曜日 

少年を守る日 おきなわ地域教育の日 家庭の日・ファミリー読書 

          
 
授業参観 

1 学期 ① 5/9(土) PTA 総会（月曜日課） 
通常授業 

2 学期 
③ 10/6(火) 通常授業 

④ 12/18(金) 持久走大会 

3 学期 
⑤ 1/30(土) 学習発表会 

⑥ 2/3(水) 通常授業 
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沖縄県立宮古特別支援学校寄宿舎運営規則 

 

 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、沖縄県立特別支援学校管理規則第７５条の規定に基づき、沖縄県立宮古特別支援学校  

の寄宿舎の管理運営に関して必要な事項を定めるものとする。 

 

（運営に関する基本方針） 

第２条 寄宿舎運営にあたっては、全職員共通理解の下、安心安全な寄宿舎生活を前提として、基本的生活

習慣の確立及び自立心を育て、豊かに生きる力を育む事を目標とし、学部、家庭との連携を深め一人一人

のニーズに応じた指導を行なう。また、集団生活における自治的活動を通して、協調性や自己決定の態度

を養い、児童生徒の健全な人格育成に努める。 

 

（具体的指導目標） 

第３条 本校教育目標に基づき、次の目標が達成できるように努める。 

（１）指導目標 

①元気よく挨拶が出来る。 

②進んで協力、楽しい生活が出来る。 

③規則を守り、皆と仲良く遊ぶことが出来る。 

 ④自分のことは自分で出来る。 

 ⑤身の回りを清潔にし、身辺の整理整頓が出来る。 

 ⑥好き嫌いをなくし、健康な体を作る。 

 ⑦善悪の判断が出来る。 

（２）指導方針 

①個々の児童生徒の発達段階や実態を把握し、個に応じた指導を継続的に行う。 

②親元を離れ集団で生活を経験する事により、精神的自立を促し、社会性を身に付けさせる。 

③学校教育と一貫した指導が行えるよう、各学部との連携を密に行う。 

 

（職員の役職と役割） 

第４条 次の職員の役職と役割をもとに、寄宿舎運営を行う。 

 （１）寮務主任…校長の監督を受け、寮務に関する事項についての連絡調整及び指導・助言にあたる。 

 （２）舎監…校長の監督を受け、寄宿舎の管理及び寄宿舎における児童生徒の教育に当たる。 

 （３）寄宿舎指導員…寄宿舎における児童生徒の日常生活上の世話及び生活指導に従事する。 

 

（指導内容及び方法・体制） 

第５条 次の指導内容及び方法・体制をもとに、寄宿舎運営を行う。 

（内 容） 

（１）日常生活の指導（基本的生活能力の確立） 

（２）自主的活動の指導（自主的・自発的な態度の育成） 

（３）保健指導（自己の健康管理能力の育成） 

（４）規則正しい生活の指導（寄宿舎規則日課） 

（方 法） 

（１）舎務分掌の指導計画に基づき指導を行う。 

（２）集団生活を通して指導を行う。 

（３）個別の生活指導計画にそって統一した指導を図る。 
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（体 制） 

（１）寄宿舎職員による集団指導。  

（２）部屋担当制を取り入れて複数指導。 

（３）宿直者より業務を引き継いで、指導の統一を図る。 

（４）学級担任と連携を密に指導する。 

（５）保護者との連携を密に指導する。 

 

（入舎期間） 

第６条 入舎期間は１年間を原則とし、入舎日から学年修了をもって全員退舎とする。 

 

（入舎定員および男女比率） 

第７条 入舎定員については、次の通りとする。 

 （１）１部屋４名の６部屋とし２４名とする。ただし、障害の状態や特性に応じて、寄宿舎児童生徒全体

の健康や安全管理、緊急時の対応を考慮し、入舎人数を制限することもある。※1 

 （２）男女の部屋割り当ては入舎を希望する男子・女子の人数割合によって決定する。 

 

（入舎対象） 

第８条 入舎対象については、次の通りとする。 

（１）原則として、本校に在籍する小学部４年生以上の児童生徒。 

（２）離島や通学が困難な地域の児童生徒。ただし緊急時対応のため、保証人は送迎可能な地域に居住し

ていること。 

（３）障害の程度及び発達課題、生活能力を総合的に考慮して寄宿舎での生活指導がより必要と思われる

児童生徒。※2 

 

（入舎の条件） 

第９条 入舎の条件については、次の通りとする。 

（１）本人・保護者が共に入舎を希望していること。 

（２）寄宿舎の提供する食事が摂れること。 

   ※食物アレルギーがある場合には、必ず事前に相談すること 
（３）寄宿舎生は原則としてスクールバスの利用ができない。よって、保護者または放課後等デイサービ

ス等による送迎が可能であること。 

（４）緊急時に保護者が即対応できるよう連絡の取れる児童生徒。 

【緊急時】：休養や診療を必要とするような発熱（37.5度以上）、体調不良、外傷、災害等 

（５）上記の保護者の対応ができない場合は保証人が代わってそれを代行するものとする。 

【保証人】：独立の生計を営む成年者で、保護者とともに児童生徒に関する責任を負うことができる

者。平時及び緊急時の送迎や対応ができる者。（同一世帯でも可） 

（６）医療行為及び医療的ケア（たん吸引・経管栄養等）を必要としない児童生徒。 

（７）健康状態、行動面から寄宿舎での集団生活が可能と思われる児童生徒。 

 

（入舎選考基準） 

第１０条 入舎選考基準については、次の通りとする。 

（１）寄宿舎に入舎を希望する児童生徒の選考にあたっては「入舎を希望する児童生徒が、より公平に寄

宿舎での生活指導を受けられるようにする」、「高等部卒業後の自立、社会参加をめざす」の観点から、

次の入舎選考基準を設け、総合的に判断する。ただし、下記に示す基準は優先順位ではない。 

①入舎未経験の児童生徒 

②離島・通学困難な地域の児童生徒 
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③寄宿舎での生活指導を必要とする児童生徒 

④入舎選考委員会で総合的に判断し必要と認める場合は複数年入舎することができる。 

（２）次の事項については、児童生徒の生活全般において安全・健康管理等の対応を慎重に検討し、総合

的に判断して選考する。 

①睡眠障害の著しい者や、疾病による食事療法や薬物管理が著しく困難と思われる児童生徒。 

②夜間（職員の仮眠時間）の対応が著しく困難な児童生徒。 

③問題行動（校外飛び出しや暴力行為等）などで集団生活に著しい影響を与える恐れのある児童生徒。 

（３）入舎選考にあたっては、第7条(1)にあるとおり、障害の状態や特性に応じて、寄宿舎児童生徒全体

の健康や安全管理、緊急時の対応等入舎人数に関しても慎重に検討し、総合的に判断して選考する。

※１ 

 

（入舎選考の手順） 

第１１条 次の手順に基づき、入舎選考を行う。 

（１）寄宿舎入舎募集要項の作成 

（２）入舎募集要項の配布及び説明 

（３）入舎希望者の受付、選考資料の作成 

（４）入舎希望者の一覧表作成 

（５）入舎希望者と保護者の面接 

（６）寄宿舎指導員による舎内選考 

（７）入舎選考委員会による選考に必要な資料の作成 

（８）入舎選考委員会による最終選考 

（９）選考委員長である学校長が入舎生を決定 

（10）入舎選考の決定を保護者に文書で通知 

 

（入舎選考委員会による最終選考について） 

第１２条 入舎の条件及び入舎選考基準に従い、各学部及び寄宿舎の意見を参考に最終選考を行う。入舎の

可否については、選考委員長である学校長が決定する。 

 

（入舎選考委員会の構成） 

第１３条 入舎選考委員会の構成は校長、教頭、各学部主事、支援部代表、寮務主任、養護教諭、寄宿舎指

導員庶務係とする。選考委員長は、学校長とする。  

 

（欠員補充および体験入舎について） 

第１４条 欠員補充および体験入舎については、次の通りとする。 

（１）３月中旬に次年度の入舎人員を決定した結果、定員に満たなかった場合に本校高等部２次募集対象

者に対し、入舎２次募集を実施することができる。 

（２）１学期に定員に満たなかった場合は、追加募集を実施することができる。追加募集を実施する場合

は、９月に入舎選考を実施する。入舎日は１０月１日からとする。（学校行事等の関係で入舎日が変更

になる場合がある） 

（３）体験入舎は入舎状況や在舎状況に応じて２回実施する。ただし、学校行事等と調整しながら行なう。 

（４）いずれの募集・選考においても本運営規則に即して行なう。ただし、必要に応じて変更・簡略化で

きる。※１ 

 

（退舎および在舎停止について） 

第１５条 原則として、入舎期間は入舎日から該当年度の修了日までとし、中途退舎は認めない。ただし、

学校長は次の場合の児童生徒に対して退舎もしくは在舎停止をさせることができる。なお、在舎停止の解

除については、状況を総合的に確認した上で、学校長の判断の下に行う。 
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 （１）入舎生が入舎心得を守らなかった場合。 

（２）疾病等で集団生活が不可能な場合。 

（３）著しく情緒の安定を欠き、集団生活に適応出来ない状態が続く場合。 

（４）保護者が入舎心得及び誓約書を遵守しなかった場合。（入舎心得については、入舎募集要項及び入舎

式要覧等に記載してすべての保護者に周知する） 

（５）退舎理由が正当と認められた場合。 

（６）その他、寄宿舎生活に不適切な状態が現れた場合。 

 

（帰宅日について） 

第１６条 帰宅日については、次のとおりとする。 

 （１）学校休業日およびその前日。 

 （２）現地集合や宿泊を伴う行事（修学旅行・宿泊学習・居住地交流・特体連・校外での就業体験等）お

よびその前日。 

（３）運動会・学習発表会・卒業式（卒業生）およびその前日。 

 

（健康に関すること） 

第１７条 疾病の通院・治療及び自宅療養については、次のとおりとする。 

 （１）感染症に感染したときや他の児童生徒へ感染の恐れがある場合には、本人の健康保持と他への感染

を未然に防ぐことを考慮し、帰宅とする。 

 （２）発熱（37.5℃以上）や体調不良等が見られる場合は原則として帰宅とする。 

（３）薬を服用する場合は、与薬指導・介助実施依頼書と主治医の指示書（または薬の説明書）を提出す

る。市販の薬は服用できない。 

 

（緊急時の帰宅について） 

第１８条 以下の場合には、児童生徒の安全を考慮して全員帰宅とする。 

 （１）暴風警報が発令された場合や発令が予想される場合。 

 （２）自然災害の発生が予想される場合。 

 （３）その他、学校長が必要と認める場合。 

 

（寄宿舎運営費（舎費）の徴収について） 

第１９条 寄宿舎運営費（舎費）の徴収については、次の通りとする。 

（１）寄宿舎生活を円滑に進めていくために、入舎生（保護者）から舎費を徴収する。 

（２）寄宿舎運営費会計年度は、毎年 4月 1日に始まり、翌年の 3月 31日までとする。 

（３）寄宿舎運営費は毎月第 3月曜日までに納入するものとし、一括払い、分割払い、毎月払いのいずれ   

かの方法による。ただし 1月、2月、3月（3学期分）は 2月の第 2月曜日までに一括して納入するも

のとする。 

（４）追加募集等にて入舎した舎生は、入舎した月から納入するものとする。 

（５）未納が続き、文書によるお知らせや納入通知後に未払いの際は、猶予願や分割納入願いなどの手続

き方法の案内または面談等を行う。 

（６）退学及び転出等により退舎した場合は、翌月より納入しないものとする。 

（７）退舎及び在舎停止の場合は、翌月分以降を返金する。1日でも在舎した場合はその月の月額分 

を全額納入するものとする。 

（８）やむを得ない事情（病気、怪我、情緒的理由など）により、1ヶ月間 1日も在舎しなかった場合は、

該当する納入月の納入額を返金する。 

（９）上記（８）に該当するが、舎費執行を伴う行事（誕生会・おやつ等）に参加した場合は月額の全額

または一部を納入する。 

（１０）決算の際に、1人当たり 100円を上回る残金が出た場合は、100円単位を返金するものとする。 
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（１１）会計処理は「私費会計取扱マニュアル」を適用するものとする。 

（寄宿舎備付表簿） 

第２０条 寄宿舎において備え付けなければならない表簿は、次のとおりとする。 

 （１）寄宿舎生名簿 

 （２）寄宿舎職員名簿 

 （３）宿直日誌 

 （４）舎監日誌 

 （５）宿直命令簿 

 （６）寄宿舎運営費現金出納簿 

 （７）寄宿舎運営費支出伺い書 

 （８）その他必要な表簿 

 

 

 

附則 平成２８年１２月２日一部改正 

   平成２９年４月１４日一部改正 

   平成２９年１２月１５日一部改正 

   平成３０年１１月３０日一部改正 

平成３０年１２月２１日一部改正 

令和元年 １２月１０日一部改正 

令和３年３月２５日一部改正 

令和３年１２月２７日一部改正 

令和５年３月２８日一部改正 

  令和５年５月１６日一部改正 

  令和５年５月２９日一部改正 

  令和５年１０月２３日一部改訂 

 

【要覧などに記載する際は、緑の字を消して載せる】 

 

第７条(１)、第 10条(３)、第 14条(４) 

※１･･夜間の緊急時を想定し、1対 1対応（手つなぎ避難など）が必要な生徒数は勤務中の職員数を上回 

らないよう考慮し、舎生全体の安全確保ができる体勢を整える。（追加入舎や体験入舎については同 

様の体勢が整えられると判断される場合に受け入れを行う） 

 

第８条(３) 

※2･･･①集団生活を通して対人関係や自主性を育て、社会性を養う。 

   ②基本的生活習慣の確立。 

   ③ルールやマナー等、規範意識を養う。 

   ④卒業後の自立した生活を見通し、社会生活に適応できる力を養う。 

 

※令和６年２月９日一部改訂(緑の部分のみなので起案等行っていない) 
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１１ 

舎監職務の法令根拠と業務内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．舎監業務について 

(1) 事前に舎監業務命令を受けて、舎監業務に当たる。 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 業務内容（詳細は舎監業務内容表を参照） 

(4) 記入・押印について 

①舎監日誌の記入・押印 ※舎生の欠席の理由は必ず記入するようにお願いします。 

②宿日直勤務命令簿への押印 

③朝食後の検食簿の記入(校長からの委嘱) 

(5) 寝具・片付けについて 

①舎監に入る職員が準備する物：敷き布団カバー 枕カバー ⇒ (寄宿舎でレンタルも可能) 

   ※舎でレンタルした際は、持ち帰って洗濯後、返却してください。 

   ※舎の洗濯機を使用して洗濯をする際は洗剤を持参して下さい。 

②舎にある物：敷き布団 掛け布団 タオルケット 毛布 枕 

③舎監室の清掃（退室時、掃除機をかける） 

(6) その他 

①緊急時の対応 

②特記事項がある場合は舎監長へ報告 

③点呼前後に舎内の戸締まり(アラームセット)があるので、舎監室の戸締まり、自動ドアのスイッ 

チ切りの協力をお願いします。(舎職員が行う場合もあります) 

１．舎監職務の法令根拠等 

(1) 舎監の設置 

寮務主任及び舎監は「沖縄県立特別支援学校管理規則第 54 条第 1 項」により、寄宿舎を設け 

る特別支援学校などに置くことができる。 

(2) 寮務主任の職務 

   寮務主任の職務は「沖縄県立特別支援学校管理規則第 54 条第 2 項」により、「校長の監督を 

け、寮務に関する事項について連絡調整及び指導・助言にあたる」 

(3) 舎監の職務 

舎監の職務は「沖縄県立特別支援学校管理規則第 54 条第 3 項」により、「校長の監督を受け、

寄宿舎の管理及び寄宿舎における児童等の教育にあたる」 

２．舎監の配置について 

(1) 舎監は、舎監勤務可能な男女教諭で編成し輪番で配置する。 

※根拠法令：「学校教育法施行規則第 73 条の 4 の第 2 号」により「寮務主任及び舎監は、 

教諭をもって充てる」と定められている。 

(2) 舎監の配置は、寮務主任が行う。（毎年 4 月下旬までに） 

(3) 舎監配置後、当人の事情で舎監を変更する場合は、各自で変更して、業務に支障がないようにす

る。また、舎監の予定が明確になるよう、事前に寮務主任または教頭先生に連絡する。 

(2) 勤務時間・・・当日の午後 7 時 00 分～翌日の午前 8 時 00 分まで 

①午後７時までに舎に入り、午後 10 時まで舎監業務  

・延灯願いを出した生徒の監督（点呼終了後～9：30 まで：談話室にて） 

② 午後 10 時～翌朝の午前 6 時は仮眠時間 

③ 午前６時～午前８時まで再び舎監業務 

（職員必携用） 
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２５ 
 

生徒の衝動的行動への対応について 
 

舎生の情緒が不安定となり、舎での対応が難しいと判断した場合について、舎監不在の時間帯があ

ることや、20 時以降は宿直職員のみの対応となるため、以下の通り対応する。 
 
沖縄県立宮古特別支援学校寄宿舎運営規則 第 15 条の(1)と(3)と(6)より、以下のとおり帰宅対応の

判断の具体例とする。 
 
1．【帰宅対応の判断となりえる行為、及び状況の具体例】 
①情緒が不安定となり、怒りの強度と持続性があるとき。 
②情緒が不安定となり、舎外への飛び出し、物に当たる、または損壊する行為があるとき。 

 ③情緒が不安定となり、職員や他の生徒への暴言、暴力行為があるとき。 
※①～③のどちらか一つでも該当すれば、帰宅判断となり得る。 

 
2．【帰宅までの流れ】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ※1  帰宅させる判断が、当事者生徒を利することに繋がる懸念がある場合でも、他の生徒への影 

響や問題拡大の恐れ、夜間の職員数減の体制を鑑みて迅速に判断し対応する。 
※2 20 時以降（職員数減の状況）に、舎外への飛び出しがあった場合は、発足資料内「児童生徒

捜索時の対応」を基本とするが、無理な捜索はせず、必要に応じて警察に捜索依頼をする。 
 ※3 朝の時間帯も衝動的行動があり、情緒が不安定な場合、登校したとしても情緒の安定等を図

るため、宿泊はさせず帰宅対応を検討する。 
 ※4 朝の時間帯に問題行動があり、安全に登校させることが難しい場合は登校が遅れることを学

部へ伝えておく。（登校よりも舎生の安全面を優先させる。） 
※5 沖縄県立宮古特別支援学校寄宿舎運営規則（※抜粋） 
（退舎および在舎停止について） 

第１５条 原則として、入舎期間は入舎日から該当年度の修了日までとし、中途退舎は認めない。

ただし、学校長は次の場合の児童生徒に対して退舎もしくは在舎停止をさせることができる。な

お、在舎停止の解除については、状況を総合的に確認した上で、学校長の判断の下に行う。 

 （１）入舎生が入舎心得を守らなかった場合。 

（３）著しく情緒の安定を欠き、集団生活に適応出来ない状態が続く場合。 

（６）その他、寄宿舎生活に不適切な状態が現れた場合。  

問
題
行
動
等 

の
発
生 

判断 

①部屋担当 

②宿直職員 

（時間帯に応じ） 

状況報告 

③寮務主任 

帰宅 

①保護者へ連絡 

②保証人へ連絡 

（保護者と連絡が取れ

ない場合） 

報告・決定 
①教頭 
②校長 
※基本は順番に行うが、

状況によっては前後して

も良い。 
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寄宿舎 児童生徒捜索時の対応

生徒所在不明！！
宿直者の捜索

舎監
(または宿直フリー)が
寄宿舎周辺捜索のため
職員の招集、配置を行う。

学校外を捜索

車両での捜索

・舎監から管理者、次に寮務主任へ連絡
(現場にいる職員が直接教頭へ状況の報
告)

・舎監は職員室で電話対応
・寄宿舎周辺の捜索(宿直男・女)

駐車場、体育館周辺、農場等

・居室、寄宿舎内の捜索（宿直男・女）
・舎監と宿直フリーは生徒管理

・管理者は
退勤している寄宿舎職員へ協力依頼
・捜索場所(校外)の振り分け
※職員は15分ごとに本部と連絡をとる

・平良方面、狩俣方面、南静園方面に拡大
した捜索本部の指示の下に各方面を捜索す
る

第１段階
(～5分以内)

第２段階
(5～10分以内)

第３段階
(10～30分以内)

第４段階
(30分以上)

本部長(校長)
副本部長(教頭)

舎監(または宿直フリー）の電話連絡
①教頭⇒校長
※管理者から捜索方法の指示を受ける
②保護者(警察への捜索願いは保護者が行う)
③寮務主任

関係機関等との連絡
・バス会社、警察等への協力依頼
・宮古警察署（72－0110）
・八千代バス（72－0677）
・宮古ﾀｸｼｰ事業協同組合（72－4123）

捜索時には携帯電話を
持参する！

※この捜索態勢は寄宿舎職員の最低限の人数を想定しており、職員がこの人数より多い場合は随時
捜索人数を増やして対応する。なお、学部職員がいる際は校内放送を通して協力依頼を行い、寄宿
舎へ集合し学校内の捜索、その後は学校外の捜索にあたる。
（校外捜索の場合は2人1組ペアで区域分けは校長・教頭・寮務主任が行う）

発見後
・状況の報告（第1段階で発見した場合は日誌等に記載。）
・当該生徒の対応
・事務処理（部屋担当もしくは関わった職員は対応について管理者へ報告し、報告
書を作成。報告書は職員必携を参考にする)

第１段階で見つかっても、舎外に出て
いたら管理者へ連絡する
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Ⅲ 施設・設備管理  

 

1 体育館・プールの利用規程  

 

（1）体育館 

  ① 土足厳禁とし、館内での活動は体育館専用シューズを使用すること。 

  ② 土日・祝祭日の使用は、原則として認めない。 

   （但し、使用許可願いにより事前に許可を得た場合は認める。） 

  ③ 使用後は必ず後片づけをすること。また、フロアーのモップ掛けもすること。 

  ④ フロアー内での飲食は、原則として禁止とする。 

  ⑤ フロアー内では禁煙。（校内は禁煙） 

 

 

（2）プール 

  ① プール施設内は土足厳禁とする。 

  ② 使用の際は、プール責任者に報告し承認を得ること。また、必ず使用責任者が 

   つき、原則、監視人を置くようにする。 

  ③ 健康観察を行い、入水前の準備運動を必ず行うこと。 

   （気温や水温、天候等にも留意する） 

  ④ 入水前は、排尿・排便を済ませ、シャワーを使用し清潔な体で入水すること。 

  ⑤ 入水の際は、必ず水着・水泳帽を着用すること。（水着以外の使用は禁止） 

  ⑥ 入水の際は、飛び込んだりせず、スロープ又は階段から静かに入水すること。 

  ⑦ プール施設内ではふざけないこと。 

  ⑧ プールから上がったら、身体をきれいに水で洗い流すこと。（洗眼はしない） 

  ⑨ 使用後は、必ず後片づけをすること。 

   ⑩ 入水時は、化粧・日焼け止め等の使用を禁止とする。 
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２ 図書室利用規程

(1）図書室利用について

・利用時間は午前８時４５分から午後５時とする （但し、12時15分から13時までは休。

憩時間のため、利用する児童生徒がいる場合、担任が対応する）

・長期休暇の利用についてはその都度定める。

（2）本の貸し出し

・本の貸し出しは児童生徒、職員・保護者（希望者）は一人５冊とする。

・貸出期間は１週間とする。

・返すときはカウンターへ返す。

（3）図書の分類

０ 総 記 ・・・・・・・・ 百科事典，年鑑

１ 哲 学 ・・・・・・・・ 心理学，宗教

２ 歴 史 ・・・・・・・・ 日本史，世界史，伝記

３ 社会科学 ・・・・・・・・ 社会，政治，経済，民俗学

４ 自然科学 ・・・・・・・・ 数学，物理，化学，植物，動物

５ 工 業 ・・・・・・・・ 機械，建築，電気，家庭

６ 産 業 ・・・・・・・・ 農業，林業，水産業，商業

７ 芸 術 ・・・・・・・・ 美術，音楽，演劇，スポーツ

８ 語 学 ・・・・・・・・ 国語，外国語

９ 文 学 ・・・・・・・・ 小説，童話，随筆，詩歌

Ｅ 絵 本

Ｋ 郷 土

（4）図書以外の資料

・ＣＤ（教材資料のみ ・ＤＶＤ・マルチメディアデイジー（わいわい文庫））

・紙芝居

・かるた・カード

・エプロンシアター・お話タペストリー

・布絵本

・新 聞 (地元１紙 琉球新報、沖縄タイムス）

・機関誌（各団体からの寄贈資料）

・その他（紀要、研究収録、記念誌、本校資料、実践障害児教育）
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３  コンピュータ室利用規程 

 

この規定は、本校のコンピュータ室が、幼児児童生徒及び教職員によって円滑かつ平等に利用 

できるように定めたものです。一人一人が本規定を守り、コンピュータ操作や情報処理能力を向上させ、

これからの社会に役立つ知識や技能を身に付けるために、積極的にコンピュータ室を利用することを

推奨します。 

  

（1） 本校のコンピュータは、教育および学習の道具としての利用を目的とし、幼児児童生徒及び教

職員に対して、平等にその利用の機会を提供するものとする。 

  

（2） コンピュータ室での飲食は禁止する。 

 

（3） コンピュータ室では他の利用者の迷惑にならないよう、静かに利用すること。 

 

(4） コンピュータ等の使用後は、利用者が責任を持って電源をOFF にし、キーボード、マウスなど

コンピュータ周辺の整理整頓を心掛け、次の利用者が気持ちよく使えるようにする。 

 

(5） コンピュータ室を最後に退室する者は．消灯やエアコンの停止を確認し施錠を行う。 

 

(６） コンピュータの円滑な利用のために、利用の優先順位を以下の通りとする。 

① 授業及び学校行事 

② 個人利用 

 

(7） コンピュータは全員が利用するものです。設定（壁紙や画面の色など）や画面上のアイコンなど

を勝手に変更・削除しないこと。誤って変更・削除をしてしまった場合は、授業担当教師または管

理責任者に申し出ること。 

 

(8） コンピュータは適切な方法で使用し、故障するような操作方法や勝手なソフトウェアのインストー

ルは行わないこと。 

 

（9） 本校のコンピュータおよびネットワークが安定して運用できるように、一人一人がこれらの規約

を心掛けること。また、コンピュータ及びネットワーク利用上でトラブルが発生した場合には、速や

かに授業担当教師または管理責任者に申し出ること。 
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４ 視聴覚教室および視聴覚機器利用の規約 

 

＜１ 視聴覚教室利用に関する規約＞ 

 

（1） 視聴覚教室（以下「教室」と称します）を利用する場合は、教育支援システム上にある「教師間連携

システム」から施設予約を行うこと。（原則として、授業優先となります。） 

 

（2） 教室を使用する際は使用前に一定時間窓を開ける等の換気を促すこと。また教室を使用して汚し

た場合は掃除をすること。（清掃用具は、児童生徒会室にあります。） 

 

（3） 利用後、教室を退室する際は窓の戸締まりや消灯、エアコンの停止、部屋の施錠を確認すること。 

 

（4） 休憩時間を含み、幼児児童生徒のみで教室利用することは禁止とする。 

 

（5） 教室での飲食は、原則として禁止する。ただし、相当の事由がある場合にはこの限りでない。 

 

＜２ 視聴覚機器使用に関する規約＞ 

 

(１) ビデオカメラ及びデジタルビデオカメラ、ポータブルマイク等を使用する場合は、防湿保管庫の上の

利用記録表に事前に必要事項を記入すること。また、その他の視聴覚機器類に関しては、視聴覚係

に確認すること。 

 

(2） 機器の使用後は速やかに元の位置に戻し、利用記録表に返却日を記入すること。 

 

(３) 記録したデータは個人等のメディアに移動し元のデータは消去すること。 

※ 本体等に残っているデータは学期毎に消去します。 

 

(４） 機器の取り扱いに気を付け、破損や故障した場合は視聴覚係に連絡すること。 

  ※ 各機器の付属品等の紛失には気を付けてください。 

  ※ 破損した場合には自己負担の可能性がありますので、扱いにはご注意ください。 

 

（５） 視聴覚教室の防湿保管庫には、学部行事のビデオテープ類や個人の物を保管しないこと。学部

に関する物は、各学部で保管・管理してください。 

 

～ みんなの教室や機器は，みんなで大切に、有効に利用しましょう～ 
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５ 宮古特別支援学校インターネット利用規程 
 

１．インターネット利用の目的 

インターネットの利用については、幼児児童生徒及び教職員の情報活用能力を高めるとともに、学

校での教育活動をより充実し発展させるために行おうとするものである。 

 

２．利用場所 

利用場所は校内に限定し、校外（家庭、公衆無線LAN等）でのインターネット接続を一切禁止する。

教職員は、校内ネットワーク担当者が管理する有線LANまたは校内専用無線LANのみを利用するも

のとする。 

 

３．管理責任者 

（1） 学校長は、インターネットの適切な利用のために、本校職員から管理責任者を選出するものと

する。 

（2） 管理責任者は、インターネット利用に関する施設設備等の整備・維持・管理を行う。 

   

４．利用対象者 

インターネットの利用対象者は、本校の全ての幼児児童生徒及び教職員とする。 

※ 但し、幼児児童生徒の授業を優先する。 

 

５．幼児児童生徒のインターネット利用について 

インターネットの利用は、教師の指導のもとで行い、以下の事項に留意させ、幼児児童生徒の情報

に対するモラルの涵養を計るものとする。 

（1） 自他の人権を尊重し、インターネット上での誹謗中傷や、他者を傷つける不適切な表現を用い

ないこと。 

（2） 著作権及び知的財産権の重要性を理解し、情報の引用や利用にあたっては法令を遵守し、

権利侵害を行わないこと。 

（3） 学習目的から逸脱する情報の閲覧を禁止し、公序良俗に反する教育上有害な情報に触れな

いよう努めること。 

 

６．教職員によるインターネット利用について 

(1) 本校の教職員は、本規定の「インターネット利用の目的」を遵守し、情報の収集・発信及び交流

に当たっては、エチケットやマナーを守り、お互いの立場を尊重し利用する。 

(2) 幼児児童生徒との通信は、本校が指定する「Microsoft Teamsのチャット機能」及び「公用電子メ

ール」を使用するものとする。私的な個別連絡及び勤務時間外における通信は原則として行わ

ないものとする。ただし、緊急時や教育活動上、管理責任者が特に必要と認めた場合はこの限り

ではない。 

 

７．電子メール等の利用について 

電子メール等の利用については、次の点に留意する。 

（1） 幼児児童生徒が校内外へ電子メールやチャットを送信する際は、事前に指導する教員が内容

の確認を行い、情報の正確性およびマナー、安全性を確保することでトラブルの未然防止に努

めること。 

（2） Teamsのチャットおよび電子メールの送受信については、教育活動や学習の道具として利用す

るものであり、個人的な情報発信、営利目的の利用、その他本校の教育目標から外れた利用

は禁止する。ただし、緊急時や教育活動上、管理責任者が特に必要と認めた場合はこの限りで

はない。 

(3） Teamsのチャットおよび電子メールを利用する際は、本校教職員および幼児児童生徒の個人情

報の保護を徹底し、宛先や内容に誤りがないか十分確認すること。また、不必要な個人情報を

記載した発信や、不適切な情報の共有を行わないよう努めなければならない。 
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８．セキュリティーについて 

インターネット、電子メールを利用するに当たっては、個人情報及びデータ等の保護に努めるもの

とし、セキュリティーについて以下の事を十分留意する。 

(1） インターネットの公開性や即時性等の特性を理解し、教育上有害な情報の閲覧・発信を禁止す

るとともに、フィルタリングソフト等を適切に活用して安全な利用環境の維持に努めること。 

(2） 個人情報を含むデータ等は、校外のネットワークから閲覧できない環境で管理する。OSやソフト

ウェアの更新等、やむを得ず通信が必要な場合は、管理責任者が定めた「安全接続手順」を遵

守し、指定された場所及び方法で実施するものとする。 

（3） コンピューターウイルス等の感染および拡散を防止するため、導入されているウイルス対策ソフ

トウェアを常に最新の状態に保ち、定期的なスキャンおよびリアルタイム保護機能を適切に運用

すること。 

(4) 校外への端末持ち出しが必要な場合であっても、インターネットへの接続機能（Wi-Fi・モバイル

データ通信等）は無効化設定（機内モードの固定等）を維持しなければならない。 

 

９．コンピュータウィルス発生時の対応 

【 ウィルス発見者の対応 】 

ウィルス発生の疑い発生 

① パソコンのネットワーク（LANケーブル、Wi-Fi設定等）を直ちに遮断する。 

② 対象PCのウィルス対策ソフトでウィルスチェックをする。 

③ 報告として、校内ネットワーク担当者へ発生日時と状況を速やかに連絡する。 

※ ウィルス発生時は、必ず校内ネットワーク担当者へ連絡し適切に対応する。 

（他PCにも感染していることがあり、全職員のPCチェックを必要とする場合がある） 

 

【 校内ネットワーク担当者の対応 】 

校長、教頭へ報告し、判断を仰ぐ。 

 

 

ウィルス発生時、本庁に設置されているDX推進課へ連絡し対応の指示を受ける。 

※ 連絡は窓口を一本化するためネットワーク担当者のみが行う。 

※ 連絡は電話、メール等を利用して可能な限り詳細な内容をDX推進課へ報告すると迅

速な対応が可能。 

 

 ※ 校内ネットワーク担当者は、障害対応の記録簿を作成し、発生日時や対応内容を記録する。

内容によっては、後日問題が大きくなることがあり、教育センターや県教委へ報告が必要となる

場合があるので、記録は必ず行うこと。 

 

１０．インターネット利用規程の見直し 

学校教育におけるインターネット利用の進展に伴い、規定の見直しが生じた場合は、職員会議

での検討を経て規定の変更を行う。 
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６ 保健室利用について 
 
 保健室は、学校において学校保健活動のセンター的機能（場としての機能）を果たしており、

主な機能として、①健康診断 ②健康相談 ③保健指導 ④救急処置（休養を含む） ⑤発育測定 ⑥
保健情報センター ⑦保健組織活動のセンター の機能が挙げられ、児童生徒の心身の健康の保

持増進を目的に活用する。 
 
（１）疾病・傷病時 

学校における救急処置は、 
① 医療機関や救急隊員又は、保護者に引き継ぐまでの応急手当であること。 
② 一般医療の対象とならないような軽微な傷病の応急手当であること。 
③ 継続的な処置は学校で行わない。 
④ 医師の診療を阻害するような処置は避け、特に投薬等は主治医から指示された必要や

むを得ないものに限る。（必ず保護者からの依頼書を提出すること） 
⑤ 休養のベッド利用は短時間（１時間を目安）とし、回復が可能と思われる場合、あるい

は早退時、保護者が迎えに来るまでの間とする。 
⑥ 保健室で休養する場合は、原則として担任または担当の職員が付き添う。（養護教諭が

発作等の対応で不在となることがあるため） 
 
（２）健康相談について 

学校医との健康相談を希望する場合は、保健室へ連絡し、養護教諭が学校医と日程調整

を行う。 
 

（３）健康診断について 
健康診断は学校教育法及び学校保健安全法の規定に基づいて実施するものである。実施

後は結果を児童生徒及び保護者へ通知し、必要な治療を促す。各学級でも結果を把握し、

必要な配慮や保健指導を行う。 
 

（４）災害共済給付について 
学校管理下のけが（登下校時や学校内、校外学習、寄宿舎等）で、病院を受診した場合

は、災害共済給付を申請することによって医療費の給付を受けることができる。（災害共

済給付加入同意書を提出している場合に限る。） 
 

（５）要保護・準要保護児童生徒の医療費補助について 
小学部、中学部（義務教育のみ）に在籍し生活が困窮しているものに対し、学校病（結膜

炎、中耳炎、慢性副鼻腔炎、う歯、寄生虫病、疥癬等）の疾病にかかる医療費を補助する
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制度（学校保健安全法第 24 条） 
 事前の申請により要保護・準要保護児童生徒として認定された児童生徒（小・中学部）

が受診するときには、医療機関に「医療券」の提出が必要となる。対象児童生徒が上記の

疾病で医療機関を受診する場合は保健室から書類をもらう。 
    

（６）学校感染症について 
学校保健安全法施行規則第 18 条で指定された感染症に罹患した場合は、学校保健安全

法施行規則第 19 条で定める期間又は医師の指示によりその期間出席停止になる。学校感

染症と診断された場合は、養護教諭へ連絡する。 
                                                                                            

（７）養護教諭不在時 
① いつも通り健康観察を行い、健康観察簿は所定の場所に提出する。 
② けが、休養等により保健室を利用するときは、担任又は担当の職員で責任を持って対

応する。休養する場合は、必ず担任（担当）が付き添う。 
③ 授業続行不可能な場合は、管理者、保護者に連絡をとり対応する。 
④ 原則として内服薬は与えない。（保護者からの依頼書の提出があり、養護教諭確認済み

の場合は可。） 
⑤ けがの処置は保健室棚にある医薬剤品を使って対応する。対応にあたるのは、職員及

び管理職とする。 
⑥ 校外学習等で救急箱が必要なときは、薬品庫（保健室入り口近くの戸棚）内の救急鞄

を使う。 
⑦ 学校でてんかん発作時の座薬を保管している児童生徒が校外学習に参加する場合は、

各担任（担当）で保冷バッグに入れて持参する。 
⑧ その他、保健室の詳細については各学部の保健係と連絡をとる。 
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７ 保健管理のきまり 
（１） 健康観察 

① 養護教諭は全体の健康状態を把握し、感染症の発生状況やその他の異常の早期発見に

務める。 
② 担任は、各学級で健康観察を毎朝行い（観察方法は健康監査坪の表紙裏を参照）、健康

観察簿を１校時終了までに所定の場所に提出する。 
④ 観察の結果異常を認めた時は、養護教諭と連携し対応する。 

 
（２） 疾病異常時の取り扱い  
    早退させる場合、保護者に迎えを依頼し帰宅させる。 

＊保護者への連絡は原則として担任（担当）が行う。 
 
（３） 学校感染症の取り扱い 
 ① 学校において予防すべき感染症（学校保健安全法施行規則第 18 条） 
 病 名 出席停止の期間・基準 
１

種 
エボラ出血熱、クリミア・ゴンゴ出血熱、重症急

性呼吸器症候群、ペスト、マールブルグ熱、ラッ

サ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、南米出血熱、 
鳥インフルエンザ、新型インフルエンザ等感染症 

治癒するまで 

２

種 
インフルエンザ、百日咳、麻しん、流行性耳下腺

炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱及、結核、髄膜炎

菌性髄膜炎、新型コロナウイルス感染症 

それぞれの感染症ごとに定めた出席停止

期間。病状により学校医その他の医師にお

いて感染の恐れがないと認めた時はこの

限りではない。 
３

種 
腸管出血性大腸菌感染症、流行性角結膜炎、急性

出血性結膜炎、コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、

パラチフス、その他の感染症 

病状により学校医その他の医師において

感染の恐れがないと認めるまで。 

 
 ② 感染症で出席停止になり、その後登校するときには治癒証明書を提出する。ただし、イン

フルエンザ及び新型コロナウイルス感染症に限り保護者記入の報告書とする。（様式は保健

室） 
 
③ 感染症が発生した場合 

・感染症の疑いのある幼児児童生徒を発見した場合は、必ず学校長、養護教諭へ連絡する。 
  ・学校長は感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又かかる恐れがある場合は法

令の定めることにより、出席を停止させることができる（学校保健安全法第 19 条） 
  ・保護者より発病の連絡があり次第、学校欠席者情報収集システムを使って教育庁へ報告を 
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行う。（養護教諭） 
・他の児童・生徒に対しては、早期発見し感染拡大を予防するため健康観察を強化し、保健

指導の徹底を図る。 
 
  感染症発生時の対応 
 
 教育庁 感染症発生 学校医・薬 関連機関（病院・保健所 
 報告 剤師連絡        等）との連絡 
 
      学校保健安全法第 19 条    職員・保護者へ感染症発生の知らせ 
       により出席停止      幼児児童生徒の健康状態（関連症状）の把握 
                    幼児児童生徒への保健教育 
      医師による感染の危険が 

ない等の診断後登校     学校医・学校薬剤師・関係機関の指導を 
      登校時健康状態チェック   もとに対応 
                    予防措置を行う 

下痢便時の管理方法 
   幼児児童生徒登校 

 
    健康状態の把握  朝の会・連絡帳を通して 
                            下痢便処理方法 
      下痢便ある                トイレで排便 
  下痢症状の観察（回数・状態等） 
   全身状態の観察（嘔吐・発熱等）           石鹸を用い手指  
                             洗浄（介助者も）  
下痢症状軽度       下痢頻回又は 
全身状態良好       発熱、嘔吐等        幼児児童生徒の体や衣服に汚染は   
             全身状態不良        ないか、トイレや教室等の汚染は 
様 子 観 察    早退・医療受診のすすめ    ないか確認する 

 
 教室・トイレ等に便付着が 
                            ある場合、ふき取り後薬液 
                            消毒 
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８ 公用車の使用規程

（目 的）

第1条 この規程は，公用自動車の管理並びに使用取扱い等の基準を示し，その効果的な運用

及び安全使用を図ることを目的とする。

（総括管理）

第2条 公用車（車両）の総括管理は，学校長があたる。

（管理責任）

第3条 車両管理責任者は，事務長があたる。

（車 種）

第4条 この規程にいう公用車（車両）は，下記の通りとする。

①スクールバス ②ハイエーストラック

（使用範囲）

第5条 車両は，登下校及び校外学習時の児童生徒の輸送，教育活動に必要な教材等の運搬に

使用する他，学校長が必要と認めた場合に限って使用する。

（使用手段）

第6条 車両使用者は，所定の車両使用承認運行日誌に使用目的等を記入し車両管理責任者の

許可を受ける。

（始動点検）

第7条 車両使用者は，事前に点検し，もし異常を認めた場合は車両管理責任者に報告し，整

備後これを使用する。

（使用後の保全）

第8条 車両使用者は，使用後の点検，保清に努める。

（給 油）

第9条 燃料，オイル等の給油は所定の給油所で行う。

（鍵の保管）

第10条 車両の鍵は，車両管理責任者が保管し，使用の都度授受を受ける。

※ 車両管理責任者とは，管理下にある車両の年式，性能，整備状況を把握しその機能保持

のために行う，点検・整備（修理 ・保管等を適性にする管理業務（定期点検整備，車両）

整備及び故障，破損等の整備「修理」のため発注，検収義務を含むものとする）を行うも

のをいう。

※ 但し，スクールバスにおいてはこの限りではない。

この規程は，平成5年10月12日より施行する。
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宮古特別支援学校スクールバス利用心得  

令和７年４月１日改定 

１ スクールバス利用許可について 

(1)利用許可は年度ごとです。毎年「スクールバス利用申請書・誓約書」の提出が必要です。 

(2)登下校時のスクールバス内で医療的ケアが必要な健康状態の児童生徒は登下校時のスクールバス利

用はできません。 
 

２ 安全運行のため以下の点に留意してください。 

 (1)朝の乗車前 

   ①定められたバス停に予定時刻５分前までに到着して待つ。 

    ※定刻になってもバス停にいない、定刻になってもバスに乗らない等の場合でも定刻通りバスは出発し

ます。 

   ②バス停では、公共のマナーを守り、安全な場所で並んで待つ。 

(2)乗車中 

 通常のバス、モノレール、飛行機、電車などを利用するときと同じようにマナーを守る必要があることを意

識すること。 

   ①座席は介助員から指定された座席に座る。 

   ②車内でふざけたり、座席を離れたり、勝手な行動（飲食するなど）はしない。 

   ③携帯利用等のマナーを守る。特に個人で音楽を聴く際は必ずイヤホンをすること。 

(3)下校時の下車 

   ①完全にバスが停止してから、介助員の指示に従って行動する。 

   ②保護者等は、迎え時刻の 5 分前までにバス停で待つ。 

    ※保護者同伴の児童生徒で、保護者等が定刻にバス停にいない場合、児童生徒は、原則として下車さ

せず学校に戻ります。保護者は学校まで迎えに来て下さい。 

   ③バスから下車する時、道路を横断する時には、道路の安全確認を十分に行う。 

   ④スクールバスの前には絶対に出ない。 

(4)バス停での同伴について 

①小学部の児童は、安全管理上、バス停での乗車・下車の際は保護者同伴でお願いします。 

②中、高の生徒について同伴無しの希望があった場合、学校で検討し可否を決定します。 
 

３ スマホアプリ「tetoru（テトル）」について 

(1)「tetoru（テトル）」を利用すると、「学校からのバスの急な変更等の連絡をすぐに受け取ることができま

す」「欠席連絡が一度で済みます（バスと学校の両方に連絡する必要がありません）」 

(2)スクールバスを利用しないが、学校には登校する場合の「tetoru（テトル）」での連絡方法 

→「tetoru（テトル）」の欠席連絡で遅刻を選択し、備考欄に「スクールバスは利用しないが、学校には○
時○分ごろ登校する」等のコメントを入れて下さい。 

※定時に登校できる場合も、テトルの設定上「遅刻」で連絡をお願いします 

 

４ その他 

(1)バス停留所に運行予定時刻を２０分すぎてもスクールバスが来ないなど、運行について不明な点があっ

た場合はバスの緊急連絡先または学校へ連絡してください。 

(2)児童生徒の安全管理には十分気をつけておりますが、それでも児童生徒同士トラブルになることがあり

ます。爪で相手を傷つけることがないように、爪の管理をお願いします。 

(3)発熱や発作、パニック等により下校時の乗車が厳しいと判断される場合は、担任が連絡しますので、そ

の際は学校まで迎えに来てください。 

（4）乗車場所・下車場所の変更はバスの運行時間に大きな影響を与える場合があります。変更したい場合

は、事前に相談してください。変更が可能かを検討・調整いたします。 
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 注）小学部・中学部１４：２０下校時は、高等部下校（15:20）対応のため、漲水学園前までの運行となります。 

   ※高等部は基本的に１４：２０下校はありません。 

1 号車バス携帯番号 ０９０－９７８６－５７８３ 

    ２号車バス携帯番号 ０９０－１１７９－０６５２ （※2 号車は朝登校時のみの運行） 
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消 防 計 画

１ 防火管理規定

第１章 総 則

第１条 この規定は、消防法第８条第１項に基づき、沖縄県立宮古特別支援学校における防災管理

の徹底を期し、火災の防止と火災その他の災害による人的、物的被害を最小限にとどめ

ることを目的とする。

第２条 前条の目的を達成するための防火管理について必要な事項は、別に定めるもののほかこの

規定の定めるところによるものとする。

第２章 防火管理組織

第３条 防火管理については、防火管理対策委員会を設ける。

第４条 委員長には校長が当たり、委員に教頭、事務長、並びに防火管理について必要な各部門の

（別表１Ｐ３）責任者をもって構成し、任務・運営については委員長がこれを委嘱する

第５条 防火対策委員会の開催は、定例会と臨時会とする。

（１）防火対策委員会は、委員長が招集し、防火管理者（教頭）が司会をする。

（２）定例会は、原則として毎学期始め１回とする。

（３）臨時会は、防災上緊急事態が生じたとき、その都度、委員長がこれを招集する。

（４）委員会の運営について必要な事項は別に定める。

第６条 防火対策委員会の任務は、つぎのとおりとする。

（１）防火計画作成と実践について審議

（２）防火に関する諸規定の制定

（３）消火用設備の改善強化

（４）防火に関する調査・研究・企画

（５）防火思想の普及及び高揚

（６）その他、防火に関する事項及び対策の推進

第７条 常時の火災予防についての徹底を期すため、防火管理者を置き、そのもとに、火元取締り

（別表３Ｐ３）責任者を置く。その組織及び任務分担は別表に定める。

、 、 。第８条 火災その他の災害発生時に その被害を最小限にとどめるため 自衛消防組織を編成する

（別表４Ｐ５）その組織及び任務分担は別表に定める。

第３章 火災予防

第９条 火災予防上の自主検査、消防用施設等の点検整備の任務区分は別表のとおりとする。

（別表２Ｐ３）

第 条 火災予防上の自主検査、消防用施設等の点検整備については、前条の予防管理組織におけ１０

る各検査において、次のとおり実施するものとする。

（１）火気使用器具、設備の機能、取扱い状況調査（随時）

（２）危険物等の管理状況調査

（３）電気施設の検査（月１回）

（４）防火避難上の施設・設備の検査（学期１回）

第 条 前条に基づく改善を必要とする事項を発見した場合は、速やかに防火管理者に報告し防火１１

管理者はそれらをとりまとめ、速やかに必要な措置を講ずるものとする。

第 条 学校内の建物以外において瞬時に火気を使用する場合、防火管理者と火元責任者の許１２

可を得なければならない。また、火気厳禁箇所は、次の通りである。

（１）ガスボンベ室

（２）ボイラー室

（３）機械室

67



- 2 -

第４章 消防機関との連絡

第 条 防火管理者は、次の事項について、常に消防機関との連携を密にし、防火管理の適正を期１３

するように努めなければならない。

（１）消防計画の提出（改正の場合はその都度）

（２）査察の要請

（３）教育訓練の要請

（４）その他，防火管理上必要な事項

第５章 火災発見時の処理

第 条 火災発見時の処理は、次の通りとする。１４

通報連絡係（消防署・各係等への指令・校内放送）

初期消火係（消火・注水・消火器）

本部長 副本部長 避難誘導係（児童生徒の避難誘導と管理）

（校長） （教頭） 防護検索係（ガス・電源の切断と居残り防護）

防火管理者 物品搬出係（非常用の持ち出しと警戒）

救護係（応急救護）

児童生徒管理係（避難場所での人員報告と事後管理）

車両係（安全な場所へのスクールバス等の移動）

第６章 訓練

第 条の1 訓練時の実施時期等15
（１）訓練時の実施時期等は次表のとおりとする。

訓練の種類 備 考実 施 時 期

消火訓練 ６月・９月 ・ その他の訓練】は、安全防護及び応急救護訓練を実施す【

通報訓練 ６月・９月 る。

避難訓練 ６月・９月 ・ 総合訓練】は、大規模地震・津波を想定した訓練もあわ【

その他の訓練 ４月・５月 せて実施する。

総合訓練 月11
（２）訓練の実施時期に合わせ、警戒宣言が発せられた場合を想定した部分訓練を年２回以上、

総合訓練を年１回以上実施するものとする。

（３）防災管理者は、訓練指導者を指定して、訓練の実施にあたらせる。

（４）訓練の参加者は全職員・全幼児児童生徒とする。

（５）防火管理者は訓練を実施しようとするとき、予めその旨を消防機関へ通報する。

第 条の２ 訓練時の安全対策として、訓練指導者は防災管理者とし、訓練時における自衛消防15
隊員の事故防止等を図るため、次の安全管理を実施する。

（１）実施訓練前

ア 訓練に使用する施設、資機材及び設備等は、必ず事前に点検を実施する。

（２）訓練実施時

ア 訓練実施時において、使用機材及び訓練施設等に異常を認めた場合は、直ちに訓練を

中止するとともに必要な措置等を講じること。

イ 防火管理者は補助者等を要所に配置し、各操作などの安全を確認すること。

（３）訓練終了後

ア 使用資機材収納時には、手袋・保安帽を装着させるなど十分に安全を確保させる。

第 条の３ 訓練の実施結果15
（１）防災管理者は、自衛消防訓練終了後直ちに実施結果について検討・記録し以後の訓練に

反映させるものとする。

（２）防災管理者は訓練終了後、訓練内容等について検討会を開催する。
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第 条 訓練・災害時に管理者不在の場合の指揮系統順位は、校長、教頭、事務長、教務主任16
とする。なお、各学部においては、学部主事、副まで定める

第７章 消防用設備等の法定点検

第 条 消防用設備等の法定点検は、次に示す点検業者に委託して点検実施計画に基づき実施17
する。

設備名 消火器、屋内消火栓、自動火災報知器設備、 機器点検

火災通報設備、非常警報設備、誘導灯 点検時期 ２月 ８月

点検委託業者 上地防災設備： 代表）上地徳蔵 総合点検（

ＴＥＬ：(０９８０)７２－７７０１ ２月

(１) 防火管理者は、消防用設備等の点検を実施するときは立ち会うこと。

(２) 点検の結果は、防火管理者が管理権原者に報告し、不備事項については、改修計画を

早期に作成し整備すること。

(３) 点検結果の記録は、防火管理台帳に編作しておくこと。

(４) 点検を行った結果を消防長へ提出すること。

防火対策委員会（４条関係）【別表１】

委員名 職 名 委 員 名 職 名

委員長 校 長 委 員 寮務主任

（ ）副委員長 教 頭 委 員 安全係 小

（ ）委 員 事 務 長 委 員 同 中

（ ）委 員 教務主任 委 員 同 高

（ ）委 員 部 主 事 委 員 同 舎

委 員 部 主 事 委 員 保健主事

自主点検の組織（第９条関係）【別表２】

種 別 実 施 区 分 点検有資格者による点検 自主点検班による点検

消火器 防火担当責任者（部主事等）

自主点検 屋内消火器 消防設備士 〃

火災報知器 年に２回（９月，３月） 〃

誘導灯 〃

電気設備 〃

危険物設備等 火元責任者（職員：毎月）

火気使用設備器具 〃

建築物 〃

※毎月の安全点検日に実施して、安全係から防火管理者（教頭）へ報告

予防管理組織（第７条関係）【別表３】

防火担当責任者 火 元 責 任 者

校長室・応接室 大城 琢也 図書室 砂川 華子

宮城加奈子 機能訓練室（トイ 田中 希事務室・玄関

ふれあいホール レ含む）

砂川 理宇太管理棟 事務長 職員室 與那覇定文 音楽室

宮城加奈子 職員室前男子 嘉数 慶斗 視聴覚室 来閒 美香WC

職員室前女子 玉元恵理香 パソコン室 松本 勝利WC

教育相談室 比嘉あまね 保健室 下地 渚

男子休憩室 渡真利大輔 被服・染色洗濯室 中山 雄磨

女子休憩室 安富百合香 調理室 﨑山 里子
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湯茶室 宮城加奈子 美術室 森 陽平

用務員室 武島 幸男 美術室前男子 森 陽平WC

ポンプ・機械室 武島 幸男 美術室前女子 楚南 沙織WC

厨房事務室 前城 枝理 多目的ホール 前城 枝理

厨房 前城 枝理

学部管理室 多良間浩子 シャワー室 謝花崇之

小学部 部主事 ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽ 大野 晴菜 トイレ

小１ 砂辺 園子 平良 翼多良間浩子 小高学年男子トイレ

小１ 砂辺 園子 守屋 知栄小高学年女子トイレ

小２ 身障者用トイレ 立木 美和入与那国友姫

小３ 上地 智佳 小低学年トイレ 古謝妃沙子

小４ 山根久美子 学習室 古謝妃沙子

小５ 池間美弥子 屋外遊具 謝花崇之

小６ 後藤 整 幼稚部教室（トイ 金城麻衣子

レ含む）

学部管理室 宮川 知彦 男子トイレ 和田 博

中学部 部主事 宮川 知彦 和田 博オープンスペース 男子身障者用トイレ

宮川 知彦 中複式１組 池田真紀子 富村 敦子女子トイレ 洗濯室含む（ ）

中複式２組 﨑山 里子 富村 敦子女子身障者用トイレ

中複式３組 芳山 忠輝 中複式４組 松本 勝利

作業室 上地 真

学部管理室 新垣 健司 男子トイレ 冝保 寿人

高等部 部主事 高１－１ 佐和田理子 女子トイレ 石嶺八重子

新垣 健司 高１－２ 上地 健 木工室 福里 猛

高医ケア 根間 朝子 木工準備室 福里 猛

高２－１ 平良 優貴 窯業室 東 加奈子

高２－２ 福里 猛 農作業棟 上地 健

高３－１ 森 陽平 温室 仲宗根 出

休憩室 濱川 元恵 福里 猛作業室前男子トイレ

宮里真喜作業室前女子トイレ

山根久美子自立活動室 プレイルーム 勝吉 慎也 生活訓練室

個別学習室１ 高村 知子 個別学習室２ 前原 愛

体育館 体育教官室 小濱愛里佳 プール 小濱愛里佳

体育館フロア 加原 良 神谷 美紀体育館トイレ 内外（ ）

寄宿舎 寮務主任 職員室、湯沸室 長浜 達也 談話室 友利 光佑

和田 博 女子宿直室 玉城 信恵 女子浴室 長崎由紀乃

職員トイレ 玉城 信恵 プレイルーム 天久 真帆

洗濯場 金城 未空 舎監室 島袋 義規

女子トイレ 國吉絵里菜 男子トイレ 宮川 啓

男子浴室 安里 洋介 自立活動室 窪田和郁芳

倉庫 小野陽一朗 玄関 島袋 義規

オープンデッキ 小野陽一朗 遊具 小野陽一朗

ひまわり室 窪田和郁芳 ゆり室 國吉絵里菜

さくら室 長浜 達也 宮川 啓ばら室、男子宿直室

きく室 天久 真帆 すみれ室 友利 光佑
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自衛消防組織（第８条関係）【別表４】

係 名（担当者） 任 務

１ 通報連絡係 （平常の場合）

（ 全 職 員 ） ・通報に必要な施設器具の管理に当たる。

（訓練・災害時）本
・本部の指示で職員、幼児児童生徒への通報連絡に当

たる （その他に教育庁保健体育課、消防署，保護。

者、病院への連絡）

・生徒名簿、携帯電話を携帯する。部

２ 初期消火係 （平常の場合）

校 （各棟の男子職員） ・各棟の消火器の管理に当たり、常時使用できる状態

長 に保つ。

・ （訓練・災害時）

教 ・災害発生時、被害を最小限に留めるため、初期消火

頭 や台風時の災害に対処する。

・

事 ３ 避難誘導係 （平常の場合）

務 ・避難経路、避難場所の確認、出欠の確認

長 （訓練・災害時）

・災害に応じた適切な方法によって、幼児児童生徒の

避難誘導に当たる。

４ 防護検索係 （平常の場合）

・防災避難上の不備な点の点検・整備に当たる。

（訓練・災害時）

・火気の点検、ガス・電源の切断と居残り幼児児童生

徒の防護

（小学部棟、周辺部：多良間浩子 （中学部棟：宮川知彦））

（高等部棟、周辺部：新垣健司） （窯業室：東加奈子）

（ふれあいホール、玄関前：宮城 加奈子）

（温室・屋内作業場：上地 健）

（体育館：加原 良）

５ 物品搬出係 （平常の場合）

（事務職員） ・重要物件の保管場所、非常持出物一覧表、搬出順

位等の必要事項の表示

（訓練・災害時）

・重要書類等の搬出・管理

６ 救護係 （平時の場合）

（養護教諭） ・救護器具、医療品類の整備・保管に当たる。

（訓練・災害時）

・要看護幼児児童生徒の収容・応急救護に当たる。

・生徒名簿、携帯電話を携帯する。
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７ 幼児児童生徒管理係 （平時の場合）

（学部主事・学級担任 ・幼児児童生徒の点呼及び保護者への連絡方法、災害

・授業担当者） 時の指導についての確認

（訓練・災害時）

・生徒名簿、出席簿、携帯電話を携帯する。

・避難場所での本部（教頭）への人員報告と事後管理

８ 車両係 （平時の場合）

（仲間亜由美） ・スクールバスの管理、周辺の火気点検

（訓練・災害時）

・安全な場所へのスクールバスなどの移動

２ スクールバス避難要領

（１）目 的

通学（登下校）中に発生した火災、地震・津波その他事故の際、車外へ緊急避難する要領

、 、 。を学び 冷静かつ迅速な行動ができるとともに 自ら生命の安全を守ることを目的とする

（２）避難誘導の心得と要領

運転士・介助員の指示に従って敏速に行動する。その際、乗降口で混雑してけが、その他

の危険がないようにするとともに、常に児童生徒の安全保護を第一に配慮する。

運行時、津波注意報発令の場合は、所定の避難場所に避難する。

＊詳細な要領等は、別に定める。

ア 避難時の幼児児童生徒の心得

・身につけているもの以外は、そのままにして車外に出る。

・介助員や運転士の指示に従う。

・無言で、落ち着いて迅速に行動する。

・前の人を押さない。

・車外へ脱出したら、スクールバスから離れ、安全な場所に避難して整列する。

イ 介助員・運転士の心構え

・沈着、冷静、迅速に行動するように配慮する。

・安全な場所に誘導して、整列させる。

・誘導後、人員の確認をする。

・学校へ連絡して校長の指示を受ける。

３ 火災、地震・津波の避難要領

（１）目 的

・火災、地震・津波に際し、生命・身体の安全を守るために必要な知識、習慣、態度を身に

付けさせる。

・地震・津波に対し、敏速かつ安全に避難する態度を養う。

＊地震・津波に関しては特化したマニュアルとして、別に定める。

・指示に従って静かに、速やかに、順序よく、所定の経路を通って避難できるようにする。

・火災予防に対する関心を高める。

（２）重 点

・幼児児童生徒の安全な避難

・初期消火、重要物件の搬出

（３）留意点

ア 火 災

・火災に対する備えや、正しい避難のしかたを熟知させておく。

・在宅中の避難のしかたも指導しておく。

72



- 7 -

・火災の原因や予防についても指導しておく。

・避難経路、避難合図，避難場所を熟知させておく。

・状況や指令をよく聞き、沈着・冷静に行動する。

・室内は普通の速さで歩き、屋外は急ぎ足で、人を押したり、つついたりしない。

・担任は幼児児童生徒の先頭と最後尾で誘導，監視、指導しながら避難させる。

・肢体不自由の生徒は，担任と共に先頭に立たせ、介助できる級友に手助けさせる。

・身につけているもの以外は、そのままにして屋外に出る。

・避難後直ちに人員点呼を行い、学校長へ報告する。

・報告後は学校長の指示に従い、速やかに所定の業務に当たる。

・休日，夜間時の非常災害の場合は、学校長、教頭、近隣の職員に通報する。

イ 地震・津波

・地震・津波の恐ろしさと、心構え、避難のしかたについて指導しておく。

・あわてて教室外へ飛び出さず、先生の指示を守り、その後に避難する。

・電源や火災発生源になるものはすべて消す。

・避難のしかた、避難後の処置は火災時と同じ要領とする。

・管理者は、ラジオ、ハンドマイク、電池等を常に備えておく。

ウ 合 図

・非常ベル

・校内放送できない場合は、ハンドマイクを使用及び連呼する。

エ 移動

、 。・担任は沈着冷静な態度で臨機応変に対応し 幼児児童生徒の動揺防止と安全誘導に努める

・配慮を要する幼児児童生徒については各学部で対応し、全職員で避難介助に当たる。

・担任以外の授業の場合、担当教諭が避難場所まで安全かつ迅速に誘導し、学級担任に引き

継ぐ。

オ 避難場所

・避難場所は運動場とする。

津波注意報発令時は、一次避難場所で人員確認後、野田の森に避難することを原則とする

が、状況によっては、直ちに野田の森からの避難もありうる。

・その他緊急時に応じて設定する。

４ 救急体制

（１）意義と目標

① 救急体制とは事故発生に際して児童生徒の生命尊重を第一義として、適切な処置を講ずる

ことである。

② 救急処置の基本は、あくまで医師の手に渡すまでの一時的な処置である。

（２）事故発生時の対応

① 事故発見者は適切な判断をし、緊急時には迅速な応急処置と連絡体制に最大の努力をはら

う。

② あわてることなく、自信ある態度と敏速な行動で適切な処置を行う。

③ 学級担任は誰に、どのように報告し、連絡をとるべきか、基本的な事をとらえておく。

④ 保護者への連絡は、必要以上の心理的負担を与えないように配慮する。
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（３）救急体制

①養護教諭がいる時

（報告）

校長・教頭・事務長 県教育委員会

学 校 医 救急車 １１９

事故発生現場 応急措置 宮古病院・近くの人

72-3151（ ）第一発見者 ・連絡を受けた人 養護教諭（ ）

保護者担当・担任

（ ）漲水学園

②養護教諭が不在の時

（報告）

校長・教頭・事務長 県教育委員会

学 校 医 救急車 １１９

事故発生現場 宮古病院・近くの人

72-3151（第一発見者 ・連絡を受けた人

保護者担 当

（ ）担 任 漲水学園

③校外（行事）の時

（報告）

校長・教頭・事務長 県教育委員会

救急処置（養護教諭） 学 校 医 救急車 １１９

事故発生現場 宮古病院・近くの人

72-3151（ ）第一発見者 ・連絡を受けた人 引率責任者

保護者担任・担当

（ ）漲水学園

※救急車要請の判断は養護教諭が行い、校長の承認を得る。搬送時の同乗は状況に応じて、担任

又は養護教諭が行う。

※校外（行事）の際には、担任は救急車に同乗し、担任以外は生徒管理に当たる。

④移送について

○生命に危険はないが医療を要する時・・・原則として保護者へ連絡し，同伴で医療機関へ

送る。

○生命が危険と判断されるとき・・・救急車を要請する。

（ア）意識がない時

（イ）ショック状態

（ウ）てんかん重積発作

（エ）多量の出血がある時

（オ）広範囲の火傷を受けた時
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（カ）骨折で変形したもの、開放創がある時

救急車要請時おける電話のかけ方
ア 局番なし １１９番

イ 「救急車をお願いします 」。

ウ 学校名、所在地（救急車入口等を知らせる）

エ 傷病者の年齢、性別、症状等の概要

オ 救急車が到着するまでのおおよその時間

カ それまでにしておく救急処置

※緊急時連絡先

連絡先・病院名 電 話 備 考

時間対応宮古病院 ７２－３１５１ 24
救急病院

宮古休日・夜間診療 ７２－２００８ 平日 時～ 時17 23
土・日祝祭日 時～ 時診療所 13 23

内科 いけむら小児科 ７３－４９７０ 医師 池村 幸

校医 歯科 ７３－４１８４ 医師 平良 和枝KAZU デンタルクリニック
薬剤師 コジャ薬局 薬剤師 上里 雅江７９－０２８９

５ 捜索体制

（１）ねらい

①児童生徒の姿が見あたらなくなった時、的確に捜索し、児童生徒の心身の安全を守る。

（２）方 法

【校内の場合】

①第１段階（事故発生～５分以内）

・副本部長（教頭）へ連絡し、担任（授業担当者）による捜索を行う。

※多動児の場合は、すぐに捜索協力依頼の校内放送をする。

②第２段階（５分～１０分以内）

・ 担任（授業担当者）から学部職員へ連絡して、学部職員による捜索を行う。

③第３段階（１０分～３０分以内）

・担任（授業担当者）による校内放送で全職員に呼びかけて、各分担区域を捜索する。

放送が終わったら、各部は担当区域を点検し、副本部長（教頭）に報告する。

・学校周辺の捜索に当たる職員は玄関前に集合し、本部長の指示の下に行動する。

１５分ごとに学校と連絡をとりながら捜索を行う。

（※各分担区域は校内捜索区域表を参照：表１Ｐ ）10
④第４段階（３０分以上経過）

・副本部長（教頭）は緊急捜索発令の放送をする。

・緊急事態の放送があった場合は、児童生徒の管理は最小限の職員で当たり、 校内の

捜索と校外の捜索に当たる（玄関前に集合し、本部長の指示に従って行動する 。）

・校外捜索に当たる場合は、各学部ごとの集合場所（教室）に集める。

・保健安全部の職員は、児童生徒の写真をコピーし配布する。また、捜索担当区域を

職員に知らせる （※学校周辺捜索区域図を参照）。

・１５分ごとに学校と連絡をとりながら捜索を行う。

・担任は本部長と相談の上、保護者へ連絡する。

・本部長は保護者と相談の上、警察へ届け出て捜索を依頼する。また、バス会社等へ

協力を依頼する。
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【校外（行事の場合 】）

①所定の場合に全員を集め、各学部から数名出て、児童生徒の管理に当たる。

②本部長の指示で、捜索区域を割り当てる。

・本部と 分ごとに連絡をとりながら捜索を行う。15
③生徒指導部係は、捜索用の写真カードを準備しておく。

④救急車以外に捜索用の車１台を確保する。

校内捜索区域表【表１】

小学部 学部棟 プレイルーム 生活訓練室 学習室①② 幼稚部教

室 通用門（プール横）

中学部 学部棟 視聴覚室 音楽室 機能訓練室 パソコン室とその

周辺

高等部 学部棟 被服及び染色室 調理実習室 美術室 窯業室

木工室 屋外作業棟 農場とその周辺

事務・現業 会議室 用務員室 休憩室 保健室 印刷室

司 書 図書室及びその周辺

寄宿舎 寄宿舎内外 厨房 多目的ホールとその周辺

体育科職員 体育館とその周辺 プール 管理室
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（３）捜索組織図

本部長（校長 ・副本部長（教頭））

担任・部屋担当 第 １ 段 階 ・教室，校舎、寄宿舎周辺の捜索

の捜索 ・担当職員（担任・部屋担）による（事故発生時～５分以内）

捜索

学部・寄宿舎職 第 ２ 段 階 ・校庭，校舎内外に拡大した捜索

員による捜索 （５～ 分以内） ・学部・寄宿舎職員に連絡後，校内10
を捜索

全職員による 第 ３ 段 階 校 内 放 送

捜索 （ ～ 分以内） ・校内の各分担区域，学校外の周辺10 30
の捜索（徒歩で行ける範囲）

・校内放送で全職員に呼びかけ捜索

全職員による 第 ４ 段 階 緊 急 捜 索 発 令

捜索 （ 分以上経過） ・平良市街方面，狩俣方面，南静園30
方面に拡大した捜索

・本部の指示の下に各方面を捜索

本 部

校 内 捜 索 校 外 捜 索

校内を再チェック 学 校 周 辺 学校周辺で見つからない場合

・小学部棟 ・第３段階：徒歩で捜索 ・第４段階：市街地方面，狩俣方面

・中学部棟 ・第４段階：車両班を編制 南静園方面へ捜索範囲

・高等部棟 して捜索 を拡大

・管理棟 ・徒歩班と車両班（二人組）で

・体育館・寄宿舎 捜索（ 分ごとに本部へ連絡）15
・校庭等

保護者へ連絡 関係機関等との連携

・保護者と相談の上，警察に届け捜索 ・バス・タクシー会社と警察への協力依頼

依頼する。 ・宮古警察署（７２－０１１０）

（ ）・宮古タクシー事業協同組合 ７２－４１２３

本部長（校長 ・副本部長（教頭））
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Ⅳ 幼児・児童・生徒管理及び指導 
  

捜索体制 【幼児児童生徒捜索時対応マニュアル】 
 
１．ねらい 

・幼児児童生徒の姿が見当たらなくなった時、的確に捜索し、幼児児童生徒の心身の安全を守る。 
 
２．方 法 
【校内の場合】 

①第１段階（事故発生～５分以内） 
・副本部長（教頭）へ連絡し、担任（授業担当者）による捜索を行う。 
※多動児の場合、担任はすぐに捜索協力依頼の校内放送をする。 

 
②第２段階（５分～１０分以内） 
・担任（授業担当者）から学部職員へ連絡して、学部職員による捜索を行う。 
 

③第３段階（１０分～３０分以内） 
    ・担任（授業担当者）による校内放送で全職員に呼びかけて、各分担区域を捜索する。 

各部は担当区域を点検し、副本部長（教頭）に報告する。 
・学校周辺の捜索に当たる職員は玄関前に集合し、本部長（校長）の指示の下に行動する。 
１５分ごとに学校と連絡をとりながら捜索を行う。 
※各分担区域は、校内捜索区域表を参照 

 
④第４段階（３０分以上経過） 
・副本部長（教頭）は緊急捜索発令の放送をする。 
・緊急事態の放送があった場合は、幼児児童生徒の管理は最小限の職員で当たり、校内捜索と

校外捜索に当たる。（玄関前に集合し、本部長〈校長〉の指示に従って行動する） 
・校外捜索に当たる場合は、児童生徒は各学部ごとの集合場所（教室）に集める。 
・生徒指導部の職員は、緊急時対応調査票（対象の幼児児童生徒の写し）を準備、配布する。

また、捜索担当区域を職員へ知らせる。※学校周辺捜索区域図を参照 
・１５分ごとに学校と連絡を取りながら捜索を行う。 
・担任は本部長（校長）と相談の上、保護者へ連絡する。 
・本部長（校長）は保護者と相談の上、警察へ届け出て捜索を依頼する。また、バス会社等へ

協力を依頼する。 
 
※但し、個別に対応が必要な生徒に関してはこの限りではない。 

 
【校外（行事）の場合】 

①所定の場所に全員を集め、各学部から数名出て児童生徒の管理に当たる。 
②本部長の指示で、捜索区域を割り当てる。 
本部と１５分ごとに連絡をとりながら捜索を行う。 

③生徒指導係は、緊急時対応調査票（対象の幼児児童生徒の写し）を準備、配布する。 
④救急車以外に捜索用の車１台を確保する。 
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表１ 校内捜索区域表 

図１ 学校周辺捜索区域図 

 
 
    
 
 
 
 

＊それぞれの周辺トイレ、倉庫などを含みます。 
幼 稚 部・・・幼稚部教室、幼稚部周辺、男子更衣室、女子更衣室 
 
小 学 部・・・小学部棟（各教室）、プレイルーム、生活訓練室、プール周辺 
 
中 学 部・・・中学部棟（各教室）、音楽室、コンピューター室、視聴覚教室 
 
高 等 部・・・高等部棟（各教室）、特別教室（木工、窯業、美術、被服教室、家庭科室）、作業棟、

農場、多目的室 
 
事務・現業・・・保健室、事務室、教頭室、校長室、会議室、職員室 
 
司   書・・・図書室及び機能訓練室 
 
寄 宿 舎・・・寄宿舎内外、調理場とその周辺 
 
体育科職員・・・体育館とその周辺 

 
Ａ地区（大浦湾沿岸沿い）……………………中学部職員 

 
Ｂ地区（学校裏、野田の森周辺道路）………高等部職員 

 
Ｃ地区（南西部道路沿い）……………………小学部職員 

 

Ａ
地
区 

Ｂ
地
区 

Ｃ
地
区 

宮古特別支援学校 

高

等

部 

中

学

部 

小

学

部 
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 捜索組織図 
本 部 長（校 長） 
副本部長（教 頭） 

 
   事故発生 第 １ 段 階   ・教室、学部の校舎周辺の捜索 
  担任等の捜索   （ ～５分以内 ）  ・授業担当者（担任）による捜索を行う。 
  
 学部職員      第 ２ 段 階 ・校庭、校舎内外に拡大した捜索 
  による捜索    （５～１０分以内）  ・学部職員に連絡して、校内を捜索する。 

 
 全職員    第 ３ 段 階 校  内  放  送 
  による捜索   （１０～３０分以上経過） ・校内の各分担区域、学校の周辺の捜索 
                      （徒歩でできる範囲） 
                      ・放送で全職員に呼びかけて捜索する。 

 
 全職員      第 ４ 段 階  緊 急 捜 索 発 令 
   による捜索    （３０分以上経過） ・平良方面、狩俣方面、南静園方面 
                       に拡大した捜索 
                     ・本部の指示の下に各方面を捜索する。 
 
    
    校 内 捜 索 校 外 捜 索 
 

校内を再チェック     学 校 周 辺 学校周辺で見つからない場合 
・ 小学部棟 ・第３段階では、徒歩で   ・第４段階で市街、狩俣、南 
・ 中学部棟      捜索（捜索網参照）     静園方面へ捜索範囲を拡大 
・ 高等部棟 
・ 管理棟      ・第４段階では、車両班を  ・徒歩班、車両班（二人組） 
・ 体育館・寄宿舎   編成して捜索        で捜索（１５分毎に本部へ 

   ・ 校庭等                     連絡） 
 
 保護者へ連絡          関係機関等との連絡 
 ・保護者と相談の上、警察に  ・バス会社、警察等への協力依頼 
 届け捜索依頼する。     ・宮古警察署（７２－０１１０）  
 ・八千代バス（７２－０６７７） 

                 ・宮古ﾀｸｼｰ事業協同組合（７２－４１２３） 
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２ スクールバス・火災・地震の避難要項 
 

スクールバス避難要項 
 
（１）目的 

通学（登・下校）中に発生した火災、その他事故の際、車外へ緊急避難する要領を学び、冷

静かつ迅速な行動が出きるとともに、自ら安全を守ることを目的とする。 
 
（２）避難誘導の心得と要領 
  運転士・介助員の指示に従って敏速に行動する。その際、乗降口で混雑してケガ、その他の

危険がないようにするとともに、常に児童生徒に安全保護を第一に配慮する。 
 ア・避難時の児童生徒の心得 

・ 身につけているもの以外は、そのままにして車外に出る。 
・ 介助員や運転士の指示に従う 
・ 無言で、落ち着いて、迅速に行動する。 
・ 前の人を押さない 
・ 車外へ脱出したら、スクールバスから離れ、安全な場所に避難して整列する。 

イ、 介助員・運転士の心構え 
・ 沈着、冷静、迅速に行動するように配慮する。 
・ 安全な場所に誘導して、整列させる。 
・ 誘導後、人員の確認をする。 
・ 学校へ連絡して校長の指示を受ける。 

 
火災、地震・津波の避難要項 

 
（１）目 的 
・火災、地震に際し、生命・身体の安全を守るために必要な知識、習慣、態度を身につけさせる。 
・指示に従って、静かに、速やかに、順序よく、所定の経路を通って避難できるようにする。 
・火災予防に対する関心を高める。 
 
（２）重 点 
・児童生徒の安全な避難 
・初期消火、重要物件の搬出 
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（３）留意点 
 ア、火 災 
  ・火災に対する備えや、正しい避難の仕方を熟知させておく。 
  ・在宅中の避難のしかたも指導しておく。 
  ・火災の原因や予防についても指導しておく。 
  ・避難経路、避難合図、避難場所を熟知させておく。 
  ・状況や指令をよく聞き、沈着・冷静に行動する。 
  ・室内は普通の速さで歩き、屋外は急ぎ足で、人を押したり、つついたりしない。 
  ・窓や戸を閉めて避難させる。 
  ・担任は児童生徒の先頭と最後尾で誘導、監視、指導しながら避難させる。 
  ・肢体不自由の生徒は、担任と共に先頭に立たせ、介助できる級友に手助けさせる。 
  ・身につけているもの以外は、そのままにして屋外に出る。 
  ・避難後直ちに人員点呼を行い学校長へ報告する。 
  ・報告後は学校長の指示に従い、速やかに所定の業務に当たる。 
  ・休日、夜間時の非常災害の場合は、学校長、教頭、近隣の職員に通報する。 
 イ、地震・津波 
  ・地震・津波の恐ろしさと、心構え、避難のしかたについて指導しておく。 
  ・あわてて教室外へ飛び出さず、先生の指示を守り、その後に避難する。 
  ・電源や火災発生源になるものはすべて消す。 
  ・避難のしかた、避難後の処置は火災時と同じ要領とする。 
  ・管理者は、ラジオ、ハンドマイク、電池等を常に備えておく。 
  ・詳細については、「地震・津波対策の危機管理マニュアル」の冊子参照。 
 ウ、合図 
  ・非常ベル 
  ・校内放送できない場合は、ハンドマイクを使用及び連呼する。 
 エ、移動 
  ・担任は沈着冷静な態度で臨機応変に対応し、幼児児童生徒の動揺防止と安全誘導に努める。 
  ・配慮を要する幼児児童生徒については各学部で対応し、全職員で避難介助に当たる。 
  ・担任以外の授業の場合、担当教諭が避難場所まで安全かつ迅速に誘導し、学級担任に引き

継ぐ。 
 オ、避難場所 
  ・避難場所は運動場とする。 
  ・津波警報発令時は、一次避難場所で人員確認後、野田の森に避難することを原則とするが、

状況によっては、直ちに野田の森避難もありうる。 
  ・その他緊急時に応じて設定する。 
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（学校行事、学部行事、校外学習等） 宮古特別支援学校

令和 年 月 日 印

(1)

(2)

(3)

年 月 日 曜日～ 月 日

時 分 ～ 時 分（ 校時 ～ 校時まで）

(1) (3)

(2) (4)

(1) 学校 ：　　　発

↓（ ） (4)

(2) ↓（ ）

↓（ ） (5)

(3) 学校 ：　　　着

引率責任者【 】

］

］

名 名 0 名

(1) □ ［ □ □ ］

(2) □ 路線バス

(3) □ ［ ］

(1)

(2)

(3)

R8年4月　更新版
データは校内LAN＞共有資料＞各種様式

  　　会社との事前調整を行い、使用可否を決定します。

　　　使用許可願い」を部主事を通してバス介助員に提出して下さい。その後、事務長がバス管理

生徒A、生徒B、生徒C

生徒D

（スクールバス）沖227 は13 （トラック）沖427 さ 29-30

［同乗者：

※４. 職員の車（公用車登録）を利用する際は、事前に管理者に相談し、許可を取って下さい。

車公用車： 教師A

※３. スクールバスを利用する場合は、実施日の2週間前に「校外学習等実施計画・バス(公用車)

幼児児童生徒 職員 合計

　幼児児童生徒名A、B、C、D　・・・・・・

［同乗者：

※５．医療的ケア幼児児童生徒が校外へ行く場合は、看護師との事前調整が必要です。

　　　詳細は、校内LAN医ケア児関係内の資料をご確認下さい。

緊急車両

移
動
方
法

参
加
者

教師C

※1. 各学部等の校外学習については、原則スクールバスを利用して下さい。

※2. スクールバス利用時間（９：30～12：30、外部委託のバス運転手の勤務形態のため）

公用車

校外学習等実施計画・バス（公用車）使用許可願い

起案年月日 起案者 学部 学年

教
頭

組

曜日

部
主
事

教
科
名

行
事
名

決
裁
印

校
長

事
務
長

バ
ス
介
助

ね
ら
い

日
時

令和 曜日まで

目
的
地

自家用車：

自家用車：

目的地

交通手段

教師A

経
路

交通手段

その他

決済後は
部主事が保管

教師B

安
全
対
策

必要に応じて感染症対策を行う（マスク、手指消毒・換気）

教師一人ひとりの連絡先の共有（携帯持参）

生徒の体調不良及びけが・事故の際には、すみやかに学校に連絡を入れ、緊急車両で学
校へ搬送する。緊急を要する際には119番と保護者に連絡する。

配
置
計
画

引
率
者
・
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資料７
年 月 日

年 月 日 月 日

年 月 日 曜日～ 月 日 曜日まで

年 月 日受理 印

年 月 日 月 日

年 組 年 組

0 名 0 名 0 名

☆　提出期限：欠食日の前月4日までに栄養士へ提出して下さい。（期限厳守！）

（生徒・職員）

24 25

2426

29

23

26
28
27 24

25

合計

23

生徒 職員

21

25

25

22 22
21

19
20

19
18

17 17
18

20

15
16 16

15

13 13
14 14

11
12 12

11

9 9
10 10

7
8 8

7

5 5
6 6

3
4 4

3

1 1
2 2

欠　　食　　者　　の　　氏　　名　　一　　覧

幼児児童生徒氏名 職員氏名

通し番号 学部 氏　　名 通し番号 学部 氏　　名

欠食変更 令和

欠食取り扱い
令和 提出者職氏名印

令和 曜日～ 曜日まで

欠食期間 令和 曜日～ 曜日まで

理由

令和

欠　　食　　届　　[団体用]

提出者氏名印 印

団体名 ○○部

- 70 -
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資料７

年 月 日

年 月 日 月 日

年 月 日 曜日～ 月 日 曜日まで

年 月 日受理 印

年 月 日 月 日

①可能な限り月初め（4日）の提出
②遅くとも欠食開始日の1週間前（※土日を除く）までに提出
③病気等による突発的な場合は(1週間以内でも）速やかに栄養士へ相談
　また、欠食期間に変更が生じた場合も速やかに相談して下さい。

曜日まで

学部 学年 組 氏名

欠
食
取
り
扱
い

令和 曜日～

欠食期間

令和 担当者氏名印

理由

曜日まで

欠食変更

令和

欠　　食　　届　　[個人用]

提出者氏名印 印

令和

令和 曜日～
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５ 
 幼児児童生徒指導の報告書 
 令和  年  月  日 
県立宮古特別支援学校 
 校 長       殿 
 （幼・小・中・高）部   年   組 
                       幼児児童生徒氏名： 
                       担当教諭氏名： 

幼 児 児 童 生 徒 指 導 の 報 告 
  幼児児童生徒指導の概要について、下記のとおり報告いたします。 
 

記 
１ 指導事項の種類（簡素に） 
（１） 登下校の指導  （                            ） 
（２） 問題行動の指導 （                            ） 
（３） その他の指導  （                            ） 

指導事項の概要 
 
 
 
 
２ 発生日時 
 
３ 発生場所 
 
４ 担当教諭の行った具体的な指導内容・方法（箇条書きにする） 
 
 
 
 
 
 
 
                        校長印 教頭印  部主事印 担当印 
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幼 児 児 童 生 徒 の 事 故 報 告 書 （校内用） 
  

当事者氏名   学部・学年 学部     年  組 

発生時刻 令和  年  月   日  曜日 
 時   分 発生場所 部   組  教室 

分 類   担当者  

時 間 
（詳細に） 

 
 

 時  分  

 時  分  

時  分  

時 分  

 
【原因、どう対応すれば良かったか、今後の対策】 

 原因①     原因②  

どう対応すれば 
良かったか。  

 
 

今後の対策   

 
【その他、考えられる今後の対策】 

 
 

【体制についての改善点】 
 

 
【保護者とのやりとり】 
日にち・時間 手段  やりとり内容 
例）６月 11（月） 
夕方 15 時頃 電話 職員→保護者 担任から保護者へ謝罪 

    

    
月  日（ ） 

    
  

 ※閲覧後は生徒指導部で保管します。     
令和   年 月  日  提出 

 

校長 教頭 学部主事 担任 報告者 
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校長 教頭 学部主事 養護教諭 報告者 

 
 

   

ヒヤリハット 報告書（校内用） 
                                                  沖縄県立宮古特別支援学校 

                                                              記録者：         
  学部（幼・小・中・高）   年 氏名  
 

発生日時 令和 年  月 日 発生場所  

［事項］  

分類 原因 

■ヒヤリハット（例：棚の角付近で頭・肘を打つ） 

□けが（          ） 

 

★「ヒヤリハット」とは、事故に至る可能性の 

 あった出来事。 

１ 勘違い 
２確認漏れ 

３ 観察不十分 

４ 聞き違い 

５ 思い込み 

６マニュアル外行為 

７ 忘れ 
８ 知識不足 

９ 技術不足 

10 情報不足 

11 連絡ﾐｽ 

12 判断ﾐｽ 

13 転記ﾐｽ 

14 疲労・体調不良

15 ﾊﾟﾆｯｸ・あせり 

16 ﾁｰﾑﾜｰｸ 

17 設備・環境 

18 その他（  ） 
［発生状況と経過］ 

［行った処置、その後の経過］ 

 

 

 
 ［病院受診： 有 ・ 無 ］ 

  医師所見  

 

 

［今後の対策］ 

 

 

 

［保護者への説明］ 

 無・有 （ 口頭 ・ 面談 ・ 電話 ・ 連絡帳 ） 

 説明内容：  

  

※閲覧後は医ケアコーディネーターで保管します。
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【 第  報 告 書 】

報告期日

学校名

校長名

記入責任者名

（ふりがな）

氏 名
（ふりがな）

氏 名
V 年 男 A 年 男

B 年 男

11月6日(水)

今後の指導方針予定
（何を、いつ、どうす

る。
懲戒の際はその内容）

・Ｖにはスクールカウンセラーとのカウンセリングや校内、寄宿舎内での見守り。
・Ａは引き続きＶと接触させないような環境整備を行う。
・Ｂは、11月19日(火)より校内にて特別指導(授業には参加せず、授業のない職員と対話や日誌等で振
り返る)となる。寄宿舎の利用は当分の間、停止とする。
・加害者ＡＢは、信頼関係のある教師との対話等で人間関係について理解を深めていく。ＡＢについ
ても必要に応じて、スクールカウンセラーを活用していく。

特記事項
（当該生徒と信頼関係
のある教師、これまで

の指導方針等）

信頼関係のある教師 V：担任、寄宿舎職員(部屋担当職員) A：担任、寄宿舎職員(部屋担当職員)
B：担任、寄宿舎職員(部屋担当職員)
Ａ：指導経歴無し。Ｂ：2年次、暴力での指導経歴あり。

事案の内容、保護者へ
の対応、委員会等を時
系列箇条書きで記入。

※ 名前は全て上記ア
ルファベットで表記し
てください。

10月3日(木)

10月21日(月)

10月24日(木)

日 付 内  容

5月14日(火)

5月16日(木)

5月23日(木)

5月23日(木)

9月17日(火)

生徒の学年及び性別

被害者 加害者

学年 性別 学年 性別

 いじめ事案 報告書
1

令和6年11月12日(火)
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宮 特 第  ００００  号 

沖縄県立宮古特別支援学校  視聴覚室 

県立宮古特別支援学校 

県立宮古特別支援学校 ００係 

TEL(0980)72-5117 

令和 

令和 

令和 
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宮特第 

県立宮古特別支援学校 ００係 

TEL (0980)-72-5117 

県立宮古特別支援学校 

沖縄県立宮古特別支援学校 視聴覚室 

令和 

令和 

令和 
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県立宮古特別支援学校 

県立宮古特別支援学校 

県立宮古特別支援学

TEL(0980)-72-5117 

視聴覚室 

・案内やお知らせ、お礼の場合は、基本的には文章番号及び 
公印はいらない。もちろん公印省略の記載もいらない。 

令和 

令和 
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沖縄県立宮古特別支援学校 

令和 
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１ 起案文の例

㊞

沖縄県立宮古特別支援学校

令和

令和

令和

令和

令和

令
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第１号様式（第５条関係）

5 0 1 2 5 5

年 月 日

自 5 年 月 日

至 5 年 月 日

□ ■ □ 泊

□ ■ □ 泊

□ □ □ 泊

□ □ □ 泊

□ □ □ 泊

□ □ □ 泊

□ □ □ 泊

用務内容 ： 担当児童のPT見学

リハルキッズ　宮古島市字平良松原1135－8

：　

：

： 時 分　～ 時 分

■ 自家用車使用　： 車両番号 （ ）

□

□

備考

（現住所）宮古島市平良下里３９６-１

旅行命令（依頼）簿

年   度 令和 5年度
所　　　属
又は住所

沖縄県立宮古特別支援学校

発令年月日 旅行命令番号（内訳） 年　　　　月　　　　日 年　　　月　　　日　　

氏     名
コ ー ド

橋本剛
教諭

R5 5 11 概算払 円 精算払 円

命令権者 旅行者 支払担当 精
算
確
認

旅 行 者 認 印 命 令 権 者 認 印 支 払 担 当 認 印

資金前渡 □有　　　□無 資金前渡職員

　　　年
月　　日

　　　年
月　　日

　　　年
月　　日

旅行
期間

令和 5 12
1 日間

令和 5 12 □普通　　□費用弁償　　□赴任　　□外国

旅　　行　　区　　分

出発地 宮古島市A

用務地 用 務 地 名 称 交　　通　　機　　関 宿 泊 数（区分）

1 宮古島市A 公用車 自家用車 （　　　　　　） （　　　　　　）

3 公用車 自家用車 （　　　　　　） （　　　　　　）

（　　　　　　）2 宮古島市Ａ 公用車 自家用車 （　　　　　　）

公用車 自家用車 （　　　　　　）

5 公用車 自家用車 （　　　　　　） （　　　　　　）

（　　　　　　）4

特別承認 □タクシー　　□有料駐車場利用（　　　　　日）　　　　＊理由を備考に記載すること。

用
務
内
容

場　 　所

時 　　間 15 20 17 ００

（　　　　　　）

7 公用車 自家用車 （　　　　　　） （　　　　　　）

6 公用車 自家用車 （　　　　　　）

備
　
　
考

略科目

同乗者職員名  :

児童生徒名     :

※公務使用自家用車届セット（車検証・自賠責・任意保険・運転免許証）の

更新提出がされていない場合は、旅行命令できません

沖縄400と96－37

１　本様式は、使途に従い不用の文字をまっ消して使用すること。

２　旅行命令等を変更する場合には、朱書すること。

事項 事業 節 細説

☆Time Netsの出張申請　□済
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令和○○年 ○ 月 ○ 日

印

R○○ 年 ○ 月 ○ 日 ～ R○○ 年 ○ 月 ○ 日 まで

令和○○年度学校環境衛生・安全管理講習会（沖縄市）

所属 沖縄県立宮古特別支援学校

復　　　命　　　書

沖縄県立宮古特別支援学校

　   校　長　　                 　　殿　

出 張 し た と こ ろ 、 そ の 結 果 （ 状 況 ） は 下 記 の と お り で あ っ た の で 復 命 し ま す  。

職名 教諭

氏名 宮特　太郎

（用務）

令和2年度学校環境衛生・安全管理講習会 のため（用務地） うるま市（○○○学校） へ

沖縄県特別支援学校体育連盟第１回理事会（うるま市、沖縄高等特別支援学校）

記

○月○○日　JTA５５２便 ８：５５宮古発　→　９：４０那覇着

１３：３０　受付

講義Ⅰ「学校環境衛生の定期検査・日常検査について」

講師　学校薬剤師　村上　市子

講義Ⅱ「学校プールの水質管理について」

講師　大阪化学品グループ　課長　島田　敦

講義Ⅲ「災害統計及び給付制度のついて」

本スポーツ振興センター　課長　赤司　義昭

○月○○日

１４：３０～１７：００　

○月○○日　JTA５５７便　11：００那覇発　→　１１：５０宮古着

校長 教頭 事務長 係

帰庁日から５日以
内に提出すること
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その他

１ 沖縄県立宮古特別支援学校評議員規約
第１条（目的）

この規約は，沖縄県立学校評議員設置要綱及び沖縄県立学校評議員運用上の留意事項を基に，沖縄県立

宮古特別支援学校評議員（以下学校評議員という）について，必要な事項を定める

第２条（役割）

学校評議員は，校長の求めに応じ，学校運営に関する次の各号について意見を述べるものとする。

（１）学校運営等に関すること

（２）教育活動に関すること

（３）学校と地域との連携に関すること

（４）その他，校長が必要とする事項

第３条（委員等）

学校評議員の数は５人以内とする。

学校評議委員は，保護者や地域住民等の中から，校長の推薦により，沖縄県教育委員会が委嘱する。

第４条（任期）

学校評議員の任期は次の通りとする。

（１）委嘱の日からその年度末までとする。

（２）特別の事情のある時は，任期満了前に当該学校評議員の委嘱を解くことができる。

（３）学校評議員に欠員が生じた場合は，補充することができる。ただし，その任期は，前任者の

残任期間とする。

（４）学校評議員は３年を限度として再任されることができる。

第５条（秘密の保持）

学校評議員は，その役割を遂行する上で知り得た秘密を漏らしてはならない。学校評議員を退いた後も

同様とする。

第６条（会議）

学校評議員の会議等は次の通りとする。

（１）校長は必要に応じて，学校評議員による会議を招集し，これを主宰する。

（２）校長は必要に応じて，教職員やＰＴＡ役員などの参加を求めることができる。

第７条（会議の記録）

校長は，次の各号に掲げる事項を記載した学校評議員会議等の記録を作成する。

（１）日時，場所，出席状況等

（２）学校評議員に求めた事項

（３）学校評議員の意見

（４）学校運営に反映した事項

（５）その他

第８条（庶務）

学校評議員の庶務は，教頭，事務長，教務主任が処理する。

第９条（報償等）

学校評議員に対する報償費等は，予算の範囲内において支給する。

第 条（その他）10
（１）この規定に定めるもののほか，学校評議員に関し必要な事項は，校長が別に定める。

（２）学校は、会議における評議員の意見をとりまとめ、ホームページ等に掲載するなど広く公表

に努める。

附 則

この規約は、平成１３年４月１日から施行する。

この規約は，令和４年７月４日に改正し、改正の日から施行する。
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２ 宮古特別支援学校保健委員会規約 
 

第１条(名称） 

  本会は、沖縄県立宮古特別支援学校保健委員会(以下「委員会」という)と称する。 

 

第２条(目的) 

  委員会は、校長の諮問に応じ、学校・学校医・学校歯科医・学校薬剤師・保護者及び地

域が協力して幼児児童生徒の保健安全の推進を図るために必要なことがらについて協議、

連携及び調整を行う。 

 

第３条(組織) 

  委員会は、次の各号にかかげる委員をもって組織する。 

   (１)  校長・教頭・事務長・各学部主任・寮務主任・保健主事・環境整備部主任・生徒

指導部主任・保健安全部（安全指導係）・養護教諭・栄養士・医ケアコーディネ

ーター 

  （２） 学校医・学校歯科医・学校薬剤師 

  （３） 保護者代表（ＰＴＡ会長・副会長） 

  （４） その他、校長が必要と認める者。 

 

第４条(運営) 

  委員会の運営は次のとおりとする。 

   (１)  委員会は委員長（校長)が招集開催する。委員会は、臨時に開くことができる。 

  （２） 副委員長(教頭)は、委員長を補佐する。 

  （３） 幹事(保健主事)・養護教諭は計画立案に参加し、資料の準備にあたる。 
また委員会の司会・進行を行う。 

 

第５条(内容) 

   (１)  学校給食・保健・安全・環境・生活指導・及び舎保健安全の計画立案、実施の 

     評価改善に関すること。 

  （２） 健康診断の事後措置に関すること。健康相談・疾病の予防対策及び関係職員と     
の連携。 

  （３） 食生活の指導改善に関すること。 

  （４） 施設・設備・備品などの安全点検、危機管理、整備に関すること。 

  （５） 学校環境の改善整備に関すること。 

  （６） 健康生活の指導推進に関すること。 

  （７） 寄宿舎における保健安全に関すること。 

  （８） その他 

 

 （附則）    この規約は、平成５年５月１日から実施する。 

        この規約は、平成１７年７月２８日に改正し、改正の日から施行する。 
       この規約は、平成２５年３月１４日に改正し、改正の日から施行する。 
       この規約は、令和７年４月２３日に改正し、改正の日から施行する。 
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３ 沖縄県立宮古特別支援学校給食衛生管理委員会、献立作成委員会及び物資選定委員会

の組織及び運営等に関する規約 
 
第１条（名称） 

本会は、沖縄県立宮古特別支援学校給食衛生管理委員会、献立作委員会及び物資選定委員会（以

下「委員会」という）と称する。 
 
第２条（目的）  

委員会は、学校給食調理場における衛生管理、学校給食用物資の調達及び献立作成について検討

し、安心・安全な学校給食の適切な運用を図るために必要なことがらについて協議、連携及び調整

を行う。 
 
第３条（組織） 

委員会は、次の各号にかかげる委員をもって組織する。 
 （１）校長・教頭・事務長・各学部主事・寮務主任・保健主事・養護教諭・栄養教諭等 
 （２）学校医・学校歯科医・学校薬剤師 
 （３）保護者代表（ＰＴＡ会長・副会長） 
 （４）その他、校長が必要と認めるもの。 
 
第４条（運営） 

委員会の運営は次のとおりとする。 
（１）委員会は委員長（校長）が招集開催する。委員会は、臨時に開くことができる。 
（２）副委員長（教頭）は、委員会の司会・進行をし、委員長を補佐する。 
（３）幹事（保健主事）・栄養教諭等は計画立案に参加し、資料の準備にあたる。 

 
第５条（内容） 

委員会の内容は、次の各号のとおりとする。 
（１）学校給食衛生管理委員会 

学校給食の衛生管理の徹底・充実に努め、安心・安全な学校給食の適切な運用を図る。 
（２）学校給食献立作成委員会 

成長期にある幼児児童生徒の心身の健全な発達に資するため、献立作成の適切な運用を図る。 
（３）学校給食物資選定委員会 

学校給食で使用する食品の適切な選定を図る。 

 
（附則） 
 この規約は、平成２８年４月１日から施行する。 
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 (名称)

第1条 本委員会は、沖縄県立宮古特別支援学校衛生委員会(以下「委員会」)と称する。

 (目的)

第2条

(業務)

第3条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議し、校長に意見を述べることができる。

　　(1)職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること

　　(2)職員の健康保持を図るための基本となるべき対策に関すること

　　(3)公務災害の原因及び再発防止策で衛生に係るものに関すること

　 （4)前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害を防止及び健康の保持増進に関する重要事項

第3条2項 委員会は産業医と連携を密にし、職員の安全及び健康の確保に努める。

(組織)

第4条 委員会の委員は、教育委員会訓令6号沖縄県学校職員安全衛生管理規程26条により、次

の構成員とする。

　　(1)　安全衛生責任者(校長)

　 （2)　産業医(必要に応じて参加要請を行う)

    (3)　衛生管理者(教頭)

　 （4)　安全衛生推進者(栄養職員)

    (5)　事務長

　　(6)　養護教諭又は保健主事

　　(7)　各学部主事(小・中・高等部)

　　(8)　寮務主任

　　(9) 職員団体代表(労働組合推薦者)

(役員)

第5条 本会に次の役員を置く。

　　(1)委員長 1名

　　(2)副委員長 1名

　　(3)幹事 2名

　(役員の選任)

第6条 委員長は安全衛生責任者(校長)をもって充てる。

　2 副委員長は衛生管理者(教頭)をもって充てる。

　3 幹事は養護教諭及び事務長をもって充てる。

(役員の職務)

第7条 委員長は会務を掌理する。

　2 副委員長は委員長を補佐する。

　3 幹事は会議の運営及び会務の処理にあたる。

(任期)

第8条 役員及び役員の任期は1年とし、毎学年度4月1日から学年度末日(3月31日)までとする。

但し、再任を妨げない。

(会議)

第9条 会議は月1回とし、会議の議長は委員長が務める。

　2 委員長が必要と認めたときは、会議を臨時に開催することができる。

(守秘義務)

第10条 

　　　附則 この規約は平成15年5月1日から施行する。

４　沖縄県立宮古特別支援学校衛生委員会規約

委員はプライバシーの保護に配慮し本会の取組みで得た個人情報に対して守秘義務を負う。

　　　　　 平成21年4月27日一部改正 学校名変更に伴う改正

委員会は、労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令、学校保健法及びこれらに基づく関係法令
に定めるもののほか、沖縄県教育委員会訓令6号本校職員の安全及び健康並びに快適な職場環
境の形成を促進することを目的とする。沖縄県学校職員安全衛生管理規程に基づき、本校職員
の安全及び健康並びに快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
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５ 沖縄県立宮古特別支援学校個人情報保護規約 

 
第１条（趣旨）  
 この規約は、沖縄県個人情報保護条例（平成 17 年 3 月 31 日条例第２号）第３条の規定に基づき、沖
縄県立宮古特別支援学校（以下「本校」という。）における幼児童生徒等に関する個人情報の適切な取り
扱いを確保するために必要な事項を定めるものとする。 
 
第２条（個人情報保護委員会の設置）  
 本校には、幼児童生徒等に関する個人情報を適切に取り扱うことを目的として、校務分掌に個人情報
保護委員会（情報教育部が兼ねる）（以下「委員会」という。）を設置する。 
 
第３条（委員会の構成及びその任務）  
 委員会の構成及びその任務は、以下のとおりとする。 
  (1) 校長（委員会及び会議の統括）                                                      
 (2) 教頭（校長の補佐及び個人情報管理責任者）                                        
  (3) 事務長 
  (4) 各学部主事                                                                        
 (5) 教務主任（会議の司会進行）                                                        
 (6) 寮務主任                                                                          
 (7) 進路指導主任                                  
 (8) 生徒指導主任                                                                      
 (9) 教育相談主任           
 (10) 情報・視聴覚教育係（会議の記録） 
 (11) その他校長が必要と認めるもの 
 
第４条（委員会の業務）  
 委員会は、次の業務を行う。 
  (1) 個人情報保護に関する啓発活動 
  (2) 個人情報の流失、紛失等により、個人情報が外部に漏れたあるいは漏れる恐れのある場合の対応  
  (3) 当該規約の改正 
  (4) その他校長が必要と認める事項 
 
第５条（会議）  
 委員会は、校長が必要に応じ招集する。 
 
第６条（個人情報等の定義）  
 １ 個人情報とは、「個人に関する情報で、特定の個人が識別され、又は識別されるもの」をいう。

「特定の個人が識別される」とは、一般的にみて、情報の内容そのものから、特定個人のものと識別
できることを指す。また、「識別されえるもの」とは、その情報だけでは特定個人を識別できなくて
も、他の情報と組み合わせることで、容易に本人を識別できるものを指す。 

 ２ 記憶媒体とは、電子情報を保管する記録装置のうち、パソコン本体から取り外して使用すること
が可能なフロッピーディスク（ＦＤ）、光磁気ディスク（ＭＯ）、光ディスク（ＣＤ、ＤＶＤ）、ＵＳＢ
フラッシュメモリ、その他これらに類するものをいう。 
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第７条（個人情報の種類）  
 本校で取り扱われる個人情報は、法令等（学校教育法施行規則第 15 条、沖縄県立特別 支援学校管理
規則第 83 条、県立学校文書種目について（通知）など）に規定した個人に関わる文書のほか、具体例と
して次のものがあげられる。          
  (1) 通知表                                        
 (2) 個別の教育支援計画                          
  (3) 個別の移行支援計画 
  (4) 学級経営案 
  (5) 捜索等に係る写真等の資料  
  (6) 進路先、就職先等の資料 
  (7) 障害名や住所等を記載した学級編成名簿                       
 (8) 作文、卒業アルバム                                                              
  (9) 寄宿舎入舎選考資料等 
 (10) その他校長が定めるもの 
 
第８条（個人情報の収集及び利用）  
 １ 個人情報を収集するときは、予め使用目的を明確にし、必要な範囲内にとどめるものとする。 
 ２ 幼児童生徒の一覧表や写真及び作文等を掲示する場合、学年通信や児童生徒の作文・作品等を掲

載する場合は、別紙様式１（「個人情報に関する承諾書」）により保護者から承諾を得ているものの
みとする。なお、保護者の承諾は学年当初に得るものとする。 

 ３ その他前項に規定する以外に、随時保護者の承諾が必要と判断される事項についても、予め保護
者の承諾を得るものとする。 

 
第９条（個人情報の提供）  
 １ 個人情報は、保護者や個人情報管理責任者の承諾なしに、外部（他の学校職員や業者等）に提供

してはならない。 
 ２ 個人情報の提供を保護者が求めた場合、当該保護者の幼児童生徒に限り、且つ次の条件を満たす

ものに限り、それを認める。  
    ① 校長が認めるもの 
    ② 他の幼児童生徒を識別できる情報が含まれない個人情報であること 
    ③ 提供する情報に係る一切の責任を請求保護者が負うこと 
    ④ 別紙様式３（「個人情報の請求書」）の手続きを踏まえること 
 ３ 保護者の請求に基づき、当該保護者の幼児童生徒に関する個人情報を提供しようとする場合、当

該個人情報の写しと別紙様式４（「個人情報提供確認書」）とで割印をするものとする。 
 
第 10 条（個人情報使用時の留意事項）  
 個人情報を使用する場合、以下のことに留意するものとする。 
 (1) 席を離れるときは、机上に放置しない。 
 (2) 必要以上に印刷やコピーしない。 
 
第 11 条（個人情報の保管）  
 個人情報の保管は、以下のとおりとする。 
 (1) 法令等に規定した学校備付表簿のうち、指導要録・出席簿・卒業（修了）証書授与台帳・健康診

断に関する表簿等の個人に関わる文書は、校長室金庫や保健室等の所定の保管場所に保管する。 
 (2) 通常、学級担任や副担任等が取り扱う通知表・個別の指導計画・家庭環境調査表等の文書は、外

から見えない場所に保管する。                              
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第 12 条（個人情報の持ち出し）  
 １ 個人情報が記録されている記憶媒体や資料等は、学校外に持ち出さないこととする。ただし、や

むを得ず学校外に持ち出す場合には、必要最低限の情報・資料にとどめる。なお、その際には、事
前に個人情報管理責任者の許可を得るとともに、別紙様式２（「個人情報持ち出し記録簿」）に必要
事項を記入するものとする。 

 ２ 持ち出した個人情報は常時携行し、たとえ短時間であっても自動車内等に放置してはならない。 
 
第 13 条（個人情報の引き継ぎ）   
 職員の転勤等に際し、第７条に規定する個人情報の種類のうち、通常、学級担任や副担任等が取り扱
う文書は、職員服務規程第 20 条に規定する事務引継書（第 28 号様式）に当該文書名を記載の上、次の
職員へ引き継ぐものとする。 
 
第 14 条（個人情報の廃棄期日と廃棄手続き）  
 １ 法令等（学校教育法施行規則第 15 条、沖縄県立特別支援学校管理規則第 83 条、県立学校文書種

目について（通知）など）に規定した個人に関わる文書は、当該法令等により規定した保存年限以
降の廃棄とする。なお、その際、県立学校処務規程第 42 条の規定に基づき、所定の廃棄手続きを踏
むこととする。 

 ２ 法令等に規定する以外の個人に関わる文書は、引き継ぐ必要性がないと判断される場合におい
て、教頭（個人情報管理責任者）と調整の上、廃棄するものとする。なお、当該文書を廃棄した場
合は、当文書の有無を明確する上から、第 13 条と同様、事務引継書（第 28 号様式）に、廃棄済み
文書として当該文書名を記載の上、次の職員へ引き継ぐものとする。 

 
第 15 条（個人情報の廃棄方法）  
 １ 紙文書は、シュレッダー等を利用して廃棄するものとする。            
 ２ 電子情報は、記憶媒体に保存された電子情報が復元されることができないように消去するものと

する。なお、光ディスク（ＣＤ、ＤＶＤ）は、記憶面を目の粗い紙ヤスリでこすることで読み取り
不能になり、フロッピーディスクやＵＳＢフラッシュメモリ等は、フォーマットをすることで、情
報は消去される。 

 
第 16 条（個人情報の紛失）  
 個人情報の流失、紛失又はその可能性がある場合は、速やかに個人情報管理責任者に報告するものと
する。 
 
附 則 
 この規約は、平成 23 年４月１日から施行する。 
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沖縄県立宮古特別支援学校ＰＴＡ会則 

 

第１章 総 則 

 第１条 本会は沖縄県立宮古特別支援学校ＰＴＡと称し、事務局を宮古特別支援学校内におく。 

  第２条 本会は本校の幼児児童生徒の保護者・本校職員を会員とし、本会の趣旨に賛同する一般の篤志家を賛

助会員とする。 

 

第２章 目 的 

 第３条 本会は、会員相互が協力し、研鑽しあい、本校教育の充実に寄与することを目的とする。 

 

第３章 事 業 

 第４条 本会は、第２章の目的を達成するために下記の事業を行う。 

     １．学校の環境の整備に関すること。 

     ２．本校教育に対する社会の認識と理解を得る活動。 

     ３．幼児児童生徒の社会参加と自立の促進及び福祉の増進を図る活動。 

     ４．会員のための研修、講座及び研修活動への援助。 

     ５．学校行事への協力。 

     ６．関係諸機関、諸団体との連携を図る活動。 

     ７．会員相互の親睦を深めるレク活動。 

     ８．その他、目的達成に必要な事項。 

 

第４章 機 関 

  第５条 本会に次の諸機関をおく。 

     １．総会   ２．評議員会   ３．専門部会 

 第６条 総会は、毎月５月に定期総会として開く。ただし、必要に応じて臨時総会を開くことができる。 

 第７条 総会及び臨時総会は会長が招集し、会議は会員の過半数の出席によって成立し、議決は、出席会員の

過半数によって決定する。 

 第８条 総会に付属する事項は次の通りとする。 

     １．会則の決定及び改廃の承認。 

     ２．予算決算の承認。 

     ３．事業計画の承認と報告。 

     ４．役員の承認。 

     ５．本会の目的達成に必要な事項。  

 ただし、緊急を要する場合は、評議員会をもって総会にかえることができる。この場合、事後

に総会で報告しなければならない。 

 第９条 評議員会の任務は次の通りとする。 

     １．予算及び決算の審議。 

     ２．各事業の審議。 

     ３．役員の選任。 

     ４．その他、必要事項の審議。 
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 第 10 条 評議員会は、会長、副会長、顧問、幹事、庶務、会計、代表評議員、監査委員、専門部会の部長・副

部長で構成し、会長が必要と認めたとき臨時にこれを開くことができる。 

第 11 条 拡大評議員会は、評議員会の構成員とで構成し、会長が必要と認めたとき臨時にこれを開くことが

できる。 

 第 12 条 本会は、その事業を行うため次の専門部会をおく。 

      １．総務部：本会活動全般にわたる企画運営及び調整。予算に関すること。 

      ２．環境スポーツ部：学校の環境美化及び会員の体力向上（レク活動含む）に関すること。 

      ３．文化部：学校の文化活動への協力、会員の教養を高める文化活動に関すること。 

      ４．進路部：幼児児童生徒の進路について情報の共有を図る活動に関すること。 

      

第５章 役員及びその任務 

 第 13 条 本会の役員は次の通りとする。 

      １．会長１名（保護者側） 

      ２．副会長３名（保護者側２、教頭） 

      ３．幹事１名（教頭が兼ねる） 

      ４．庶務２名（学校側：職員） 

      ５．会計１名（学校側：職員） 

      ６．監査員２名（保護者側１、学校側１会計担当学部） 

      ７．評議員 20 名前後（保護者側、学校側） 

        代表評議員（寮務主任、事務長） 

      ８．顧問（校長） 

第 14条 役員は次の手続きにより選出し、任期は１年とする。ただし、再任は妨げない。補欠役員の任期は

残任期間とし、役員の任期満了の場合は後任者の就任までの会務を行うものとする。 

      １．役員は評議員会で選出し、総会で承認を得る。 

      ２．会員は全員各専門部に所属する。各専門部の部長・副部長は次の通りとする。 

        保護者側（部長１名、副部長１～２名）学校側（副部長１名） 

 第 15 条 １．会長は本会を代表し、会務を総括し、諸会議を招集し議長となる。 

      ２．副会長は会長を補佐し、会長の支障ある時はその代理を務める。 

      ３．幹事及び庶務は本会の全体的事業の計画、立案及び総会・評議員会等の計画と資料作成及び諸会

議の記録、本会の諸活動に関する資料の整理、保管、諸通知の発送をする。 

      ４．会計は金銭の収支を明確に記録し、会計監査を受け、予算・決算の作成に当たっては幹事との調

整を行う。 

      ５．監査員は会計監査を行い、定期総会において監査報告をする。 

      ６．代表評議員及び専門部会は総会に上程する諸事項や、本会に関する重要事項について審議する。 

      ７．顧問は、本会運営全般にわたり意見を開陳し諮問に応ずる。 

 

第６章 経費 

第 16 条 本会の会費は、会員・賛助会員の会費、その他の収入をもってあてる。 

第 17条 １．本会の会費は年間６，０００円（月額５００円）とする。ただし、幼稚部及び訪問学級は半額

とする。 

     ２．賛助会員の会費は１口以上とする。（１口１,０００円以上とする） 

第 18条 会費の納入は１回払い、月払い、分割払いのいずれかの方法によって納入する。 

 第 19 条 本会の会計年度は毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わるものとする。 
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第 20条 本会の資産は会長が管理する。 

第 21条 次の各項に該当する、本会の運営に功労のあった者に感謝状や記念品又はその両方を贈呈するこ

とができる。 

      １．会長・副会長が退任するとき 

      ２．評議員として積極的に活動し、ＰＴＡの発展に貢献した者が退任したとき 

      ３．その他、ＰＴＡまたは宮古特別支援学校教育振興のために積極的に協力し、その功績が顕著で

あると認められた者 

 

附 則 

 第１条 本会に次の諸帳簿をおく。 

     １．会則綴り    ２．予算・決算書綴り  ３．金銭出納帳 

     ４．予算差引簿   ５．証拠綴り      ６．預金通帳 

     ７．会議録     ８．文書綴り      ９．会員・役員名簿 

 第２条 本会は、昭和５２年４月１日より実施する。 

     昭和５３年７月１８日一部改正 

     昭和５９年５月１９日一部改正 

     昭和６３年６月１１日一部改正 

     平成 ９年５月１９日一部改正 

     平成１６年５月１８日一部改正 

     平成１７年５月１８日一部改正 

     平成１８年５月１８日一部改正 

     平成１９年５月１８日一部改正 

     平成２０年５月１９日一部改正 

     平成２１年５月１８日一部改正 校名変更に伴う改正 

     平成２３年５月１８日一部改正 

     平成２４年５月１８日一部改正 

     平成２９年５月１５日一部改正 

          平成３０年５月２０日一部改正 

     令和元年（平成３１年・２０１９年）年５月１９日一部改正 

          令和２年５月１７日一部改正 
     令和６年５月１８日一部改正 
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（別紙１）

教保第５５８号

平成2７年６月５日

各市町村教育委員会教育長

各 県 立 学 校 長 殿

各 教 育 事 務 所 長

沖縄県教育委員会

教育長 諸見里 明

(公印省略)

暴風（特別）警報等発表時における学校の臨時休業及び園児・児童・

生徒の安全確保について(通知)

みだしのことについて、下記のとおり定めたので、園児・児童・生徒の安全確保に

ついて万全を期していただくよう通知します。

なお、平成２６年７月３１日付教保第１０２５７号「暴風（特別）警報等発表時

における学校の臨時休業及び園児・児童・生徒の安全確保について(通知)」は廃止

します。

１ 暴風警報、暴風特別警報及び大雨特別警報（以下、「暴風（特別）警報等」とい

う。）の発表に伴う園児・児童・生徒（公立の幼稚園・小学校・中学校・高等学校

・特別支援学校）の臨時休業の取扱いについて

(1) 臨時休業を行うことができる場合

① 各園長または学校長は、当該地方に暴風（特別）警報等が発表されたとき

は、臨時休業の措置をとることができる。

② 各園長または学校長は、暴風（特別）警報等の発表前及び解除後においても、

学区域内の状況に応じ、臨時休業を行うことができる。

(2) 臨時休業を行うことができる場合の特例

① 上記(1)以外の場合においても、各園長または学校長は、学区域内の状況（河

川の氾濫、道路決壊、地滑り、土砂崩れ、浸水等のおそれがある場合）に応じ、

臨時休業を行うことができる。なお、その際、園児・児童・生徒の安全確保の

ための適切な措置を講じること。

② 上記①で臨時休業の措置を講じた場合は、公立学校にあっては所管の市町村

教育委員会へ、県立学校においては県教育庁へ速やかに報告すること。

(3) 臨時休業を行う場合

① 臨時休業の周知

ア 県教育委員会ホームページに当該地方の臨時休業を掲載する。
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イ 各市町村教育委員会との申し合わせにより、県教育委員会がマスコミ、気

象台等との協力を得てテレビ・ラジオ等を通じて当該地方の臨時休業を伝え

ることとする。なお、「警報解除に伴う登校」については放映・放送はしな

いので各園長または学校長は事前の指導を徹底しておくこと。

② 暴風（特別）警報等の解除に伴う対応

ア 暴風（特別）警報等の解除が、正午までに行われた場合

バスの運行再開等を勘案し、園児・児童・生徒は登校するように指導する

こと。

ただし、園児については状況に応じ、別段の配慮をすることが望ましい。

イ 暴風（特別）警報等の解除が、正午以後に行われた場合

引き続き臨時休業の措置を行う。

ウ 高等学校の定時制課程にあっては上記ア及びイの「正午」は「午後３時」

に読み替えるものとする。

２ 園児･児童・生徒の安全確保について

(1) いずれかの「注意報」が発表された地方内所在の各園長または学校長は当該注

意報の情報を的確に掌握し、園児・児童・生徒の安全を十分に配慮しつつ授業を

実施すること。

(2) 暴風、大雨、洪水等の自然災害から園児・児童・生徒を守るため、常日頃から

通学路の安全確保に十分配慮するとともに、学校施設・設備の安全点検に万全を

期すこと。

(3) 暴風（特別）警報等発表時における学校の臨時休業及び安全確保については、

園児・児童・生徒に十分な事前指導をするとともに、保護者に対しても文書また

はＰＴＡ等の会合を利用して周知徹底を図ること。

(4) 学校メールの活用等、保護者への周知・緊急連絡体制を整備すること。
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「台風の襲来による教職員の事故発生の防止のための措置について」の

一部改正について（通知）

平成１３年１１月５日

教 育 庁 決 裁

１ 業務の停止措置について

小・中学校長及び県立学校長は、暴風警報（ 暴風警報＋大雨警報 「暴風警報＋洪水警報 「暴風警「 」、 」、

報＋諸注意報」を含む。以下同じ ）が発令され、台風の来襲による事故発生が予想される場合、事故発。

生防止のため、当該学校の業務の全部又は一部を停止するものとする。その場合、業務の停止時期につい

ては、学校長が次の二つの要件を満たすことにより判断するものとする。

（１）台風の勢力、進路、速度等を勘案し、当該区域が３時間以内に暴風域に入ることが予想される

とき。

（２）当該区域において、バスの運行が停止することが明らかなとき。

２ 業務の再開措置について

学校長は、次の二つの要件のうちいずれかを満たしかつ台風の来襲による事故発生のおよれがなくなっ

たと判断した場合は、停止した業務を速やかに再開するものとする。

（１）当該区域が暴風域外となったとき。

（２）当該区域においてのバスの運行が再開されたとき。

なお、業務の再開時間が勤務時間修了前３時間以内になる場合にあっては、業務の再開をしな

くてもよいものとする。

３ 特別休暇の付与について

、 、 、学校長は 業務の停止措置をした場合 特に勤務を命じた職員以外の職員に対し沖縄県職員の勤務時間

休日及び休暇等に関する条例第１６条第５号の規定により特別休暇を付与するものとする。

４ 職員の責務について

職員は、暴風警報が発令された場合であっても、直ちに特別休暇が付与されるというものでないことに

留意するとともに、業務の停止措置がなされたか否かを学校長に確認し、その指示に従うものとする。

５ 特例について

学校長が学校の業務及び勤務の形態上本通知によることが適当でないと判断する場合又は必要と認める

場合は、小・中学校にあっては所管する教育事務所長と県立学校にあっては県立学校教育課長又は義務教

育課長と別途協議するものとする。
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保護者連絡アプリ tetoru（テトル）利用規程 
 

１ 目的 

この規程は、保護者連絡アプリの適切な利用を促進し、職員と保護者間の円滑なコミュニケーションを図るこ
とを目的とする。 
 

２ 適用範囲 

この規程は、全ての教職員に適用される。 
 

３ 管理 

   校内情報化推進委員会（委員長 教頭）が維持管理を行う。 

教頭：年度初めの教職員情報の変更 

各学部、寮務主任：年度初めの幼児児童生徒の学級、部屋の変更 

教務主任：スクールバス利用情報の入力（朝 1号車、朝 2号車、帰り 1号車） 
 

４ 機能 

  (1)教職員 
tetoru（テトル）Webサイトにログインし「保護者への連絡配信」と「欠席連絡の確認」ができる。 

  (2)保護者 
    tetoru（テトル）アプリから「学校からの連絡配信閲覧」と「学校への欠席連絡の送信」を行うことができる。 
   ※教職員に対して、欠席連絡以外の連絡を行うことはできない。 
 

５ 教職員の権限と利用できる機能一覧 

   教職員管理責任者：教頭 
教職員管理者：校長、事務長、幼小学部主事（幼小学部他２～３名）、中学部主事（中学部他１～２名） 

高等部主事（高等部他１～２名）、寮務主任（寄宿舎他１～２名）、事務職員１名 
   教職員配信者：保護者へ連絡配信を必要とする教職員 
   教職員一般  ：保護者へ連絡配信を必要としない教職員 

項目 
教職員 

管理責任者 管理者 配信者 一般 

各種初期設定 ○ × × × 

管理設定（年度設定、名簿登録など） ○ ○ × × 

教職員情報･権限の変更 ○ ○ × × 

教職員アカウントの発行･パスワード再発行 ○ ○ × × 

児童生徒情報の変更 ○ ○ ○ × 

児童生徒のグループへの個別登録 ○ ○ ○ × 

保護者登録用紙の発行 ○ ○ ○ × 

連絡配信 ○ ○ ○ × 

連絡配信の閲覧 ○ ○ ○ ○ 

欠席連絡の設定 ○ ○ ○ × 

欠席連絡の閲覧 ○ ○ ○ ○ 

欠席連絡の登録･編集 ○ ○ ○ ○ 

欠席連絡のデータダウンロード ○ ○ ○ ○ 
 

６ 利用上の注意 

(1)個人的な目的での利用は禁止する。 
(2)保護者への連絡配信を行う際に管理者、部主事等への伺いは不要だが、配信内容は管理者のみならず、

tetoru（テトル）Webサイトにログインしている全教職員に共有されることに留意すること。 
(3)連絡配信を行う対象（全体、学部、クラス等）を間違わないように注意すること。 

 

（附則）この規程は、令和 7年 4月 1日から実施する。 
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９ 沖縄県立宮古特別支援学校ストレスチェック実施要領 
 
 
第１章 総則 
 
 （要領の目的・変更手続き・周知） 
第１条 この要領は、労働安全衛生法第 66 条の 10 の規定に基づくストレスチェック制度を沖縄県立

宮古特別支援学校（以下、「学校」という。）において実施するに当たり、その実施方法等を定める

ものである。 
２ ストレスチェック制度の実施方法等については、この要領のほか、労働安全衛生法（以下、「法」

という。）その他の法令の定めによる。 
３ 学校がこの要領を変更する場合は、衛生委員会等において調査審議を行い、その結果に基づいて

変更を行う。 
４ 学校は要領の写しを職員に配布または校内掲示板への掲載や職員必携等に記載することにより、

適用対象となる全ての職員に要領を周知する。 
 
（適用範囲） 
第２条 この要領は、労働安全衛生規則第５２条の９及び「労働安全衛生法の一部を改正する法律の

施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令等の施行について」（平成２７年５月１日労働基

準局長通知）の規定に基づき、次のいずれの要件も満たす学校の職員に適用する。 
一 期間の定めなく使用される職員（期間が１年以上の者並びに契約更新により１年以上の使用が

予定されている者及び１年以上引き続き使用されている者を含む）であること。 
二 週労働時間が、学校で勤務する通常の職員の１週間の所定労働時間数の４分の３以上であるこ

と。 
 

（制度の趣旨等の周知） 
第３条 学校は、本要領を職員に配布又は職員必携等に記載すること等により、ストレスチェック制

度の趣旨等を職員に周知する。 
 一 ストレスチェック制度は、職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境

の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、

メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものであること。 
 二 職員がストレスチェックを受ける義務まではないが、専門医療機関に通院中などの特別な事情

がない限り、全ての職員が受けることが望ましいこと。 
 三 ストレスチェック制度では、ストレスチェックの結果は直接本人に通知され、本人の同意なく

学校が結果を入手するようなことはないこと。したがって、ストレスチェックを受けるときは、

正直に回答することが重要であること。 
 四 本人が面接指導を申し出た場合や、ストレスチェックの結果の学校への提供に同意した場合に、

学校が入手した結果は、本人の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用すること

はないこと。 
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第２章 ストレスチェック制度の実施体制 
 
 （ストレスチェック制度担当者） 
 第４条 学校はストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務を担当

するストレスチェック担当者を選任し実施体制を整備しなければならない。 
 ２ ストレスチェック制度担当者の氏名は、別途、校内掲示板に掲載する等の方法により、職員に周

知する。また、人事異動等により担当者の変更があった場合には、その都度、同様の方法により職

員に周知する。第５条のストレスチェックの実施者、第６条のストレスチェックの実施事務従事者、

第７条の面接指導の実施者についても、同様の扱いとする。 
 
（ストレスチェックの実施者） 
第５条 ストレスチェックの実施者は公立学校共済組合直営病院の医師とする。 
 
（ストレスチェックの実施事務従事者） 
第６条 実施者の指示のもと、ストレスチェックの実施事務従事者として学校において選任された者

及び学校人事課健康管理班保健師が、ストレスチェックの実施日程の調整・連絡、データ入力等の

各種事務処理を担当する。 
 ２ 職員の人事に関して権限を有する者（校長、副校長、教頭、事務長）は、ストレスチェック実施

において個人情報を取り扱う業務に従事してはならない。 
 
 （面接指導の実施者） 
 第７条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、学校の産業医が実施する。 
 ２ 前項により難い場合、必要に応じて教育委員会の業務に従事する医師等が面接指導を実施するこ

とができる。 
 
 

第３章 ストレスチェック制度の実施方法 
 
第１節 ストレスチェック 
 
 （実施時期） 
 第８条 ストレスチェックは、毎年 7 月から 12 月の間のいずれかの期間を設定し、実施する。 
 
 （対象者） 
 第９条 ストレスチェックは、要領第２条に定めた職員を対象に実施する。 
 ２ ストレスチェック実施期間に休職していた職員については、ストレスチェックの対象外とする。 
 
 （受検の方法等） 
 第１０条 職員は、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、設定された期間中にストレ

スチェックを受けるよう努めなければならない。 
 ２ ストレスチェックは、職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行う

ものであることから、ストレスチェックにおいて職員は自身のストレスの状況をありのままに回答

112



すること。 
 ３ 学校は、なるべく全ての職員がストレスチェックを受けるよう、実施期間の開始日後に職員の受

検状況を把握し、受けていない職員に対して、実施事務従事者、衛生管理者（衛生推進者）等を通

じて受検の勧奨を行う。 
 
 （調査票） 
 第１１条 ストレスチェックは、労働安全衛生規則第 52 条の 9 の各号に定める次の 3 つの領域が含ま

れているもので、「心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結

果に基づき事業者が講ずるべき措置に関する指針」７（１）イに定める調査票で実施することとす

る。 
一 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目 

  二 当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目 

  三 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目 

 
 （ストレスの程度評価方法・高ストレス者の選定方法） 
 第１２条 ストレスチェックの個人結果の評価は、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実

施マニュアル」（平成２７年５月）（以下「マニュアル」という。）に示されている素点換算表を用い

て換算する。 
 ２ 高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている「評価基準の例（その２）」に準拠し、次の各

号のいずれかの要件を満たす者を高ストレス者として選定する。 
  一 「心身のストレス反応」（29 項目）の合計点数が 12 点以下である者 

  二 「仕事のストレス要因」(17 項目)及び「周囲のサポート」(9項目)の合計点が 26点以下で、か

つ「心身のストレス反応」（29項目）の合計点が 17 点以下である者 

 
 （ストレスチェック結果の通知方法） 

 第１３条 システム上で、職員個人に結果表示される。 

 

 （セルフケア） 

 第１４条 職員は、ストレスチェックの結果及び結果に記載された実施者による助言・指導に基づい

て、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うよう努めなければならない。 

 

 （学校への結果提供に関する同意の取得方法） 

 第１５条 ストレスチェックの結果を通知する際に、結果を学校に提供することについて同意するか

どうかの意思確認を行う。なお、当該同意の意思確認については、原則としてシステム上で行う。 

 ２ 学校への結果通知に同意した職員については、実施事務従事者が、学校の管理者に当該職員の結

果を提供する。 

 

（ストレスチェックを受けるのに要する時間の賃金の取扱い） 

 第１６条 ストレスチェックを受けるのに要する時間は、業務時間として取り扱う。 
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 ２ 職員は、業務時間中にストレスチェックを受けるものとし、管理者は、職員が業務時間中にスト

レスチェックを受けることができるよう配慮しなければならない。 

 
 

第２節 医師による面接指導 

 

 （面接指導の申出の方法） 

 第１７条 職員は面接指導対象者の判定結果をシステム上で確認後、医師の面接指導を受ける必要が

あると判定されかつ医師の面接指導を希望する場合は、面接指導の希望を入力することにより申し

出る。 

 ２ 面接指導の申出の勧奨は、原則としてシステム上でなされる。 

 

 （面接指導の実施方法） 

 第１８条 面接指導の実施日時及び場所は、学校の実施事務従事者が、学校人事課の実施事務従事者

からの面接希望者の情報（面接指導申出書等）を受領後、面接指導を実施する産業医等と連絡調整

し、該当する職員及び管理者に電子メール又は電話等により通知する。面接指導の実施日時は、面

接指導申出書等を受領後、おおむね３０日以内に設定する。なお、実施事務従事者は、電話で該当

する職員に実施日時及び場所を通知する場合は、第三者にその職員が面接指導の対象者であること

が知られることがないよう配慮しなければならない。 

 ２ 通知を受けた職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、管理者は、職員が指定され

た日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。 

 ３ 面接指導を行う場所は、教育相談室とする。 

 

 （面接指導結果に基づく医師の意見聴取方法） 

 第１９条 学校は、産業医に対して、面接指導が終了してから遅くとも３０日以内に、別紙の面接指

導結果報告書兼意見書により、結果の報告及び意見の提出を求める。 

 

 （面接指導結果を踏まえた措置の実施方法） 

 第２０条 面接指導の結果、就業上の措置が必要との意見書が産業医等から提出され、就業上の措置

を実施する場合は、校長が、産業医同席の上で、該当する職員に対して、就業上の措置の内容及び

その理由等について説明を行う。 

 ２ 職員は、正当な理由がない限り、学校が指示する就業上の措置に従わなければならない。 

 

 （面接指導を受けるのに要する時間の賃金の取扱い） 

 第２１条 面接指導を受けるのに要する時間は、業務時間として取り扱う。 

 

第３節 集団ごとの集計・分析 

  

 （集計・分析の対象集団） 

 第２２条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析は、原則として、学校ごとの単位で行う。 
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（集計・分析の方法） 

 第２３条 集団ごとの集計・分析は、マニュアルに示されている仕事のストレス判定図を用いて行う。 

 

 （集計・分析結果の利用方法） 

 第２４条 実施者の指示により、学校人事課の実施事務従事者が、学校ごとに集計・分析したストレ

スチェック結果（個人のストレスチェック結果が特定されないもの）を学校の実施事務従事者を通

じ校長に提供する。 

 ２ 校長は、集計・分析された結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善のための措置を実施す

る。 

 ３ 集団・分析された結果は、衛生委員会等において報告される。 

 
 

第４章 記録の保存 

 

 （ストレスチェック結果・面接指導結果の記録の保存担当者） 

 第２５条 ストレスチェック結果の記録の保存担当者は、第６条で実施事務従事者として規定されて

いる職員とする。 

 

（ストレスチェック結果の記録の保存期間・保存場所） 

 第２６条 ストレスチェック結果の記録は、公立学校共済組合で５年間保存する。 

２ 事業者である学校への提供の同意のあるストレスチェック結果の記録については、学校内で５年

間保存する。 

 

 （ストレスチェック結果の記録の保存に関するセキュリティの確保） 

 第２７条 保存担当者は、学校に保管されているストレスチェック結果が第三者に閲覧されることが

ないよう、責任をもって管理できるためのシステムのパスワードや鍵の管理をしなければならない。 

 

 （事業者に提供されたストレスチェック結果・面接指導結果の保存方法） 

 第２８条 学校は、職員の同意を得て学校に提供されたストレスチェック結果の写し、実施者から提

供された集団ごとの集計・分析結果、面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告書

兼意見書（面接指導結果の記録）を、学校内で５年間保存する。 

 ２ 学校は、第三者に学校内に保管されているこれらの資料が閲覧されることがないよう、責任をも

ってパスワードや鍵の管理をしなければならない。 

  
 
第５章 ストレスチェック制度に関する情報管理 
 

 （ストレスチェック結果の共有範囲） 

 第２９条 職員の同意を得て学校に提供されたストレスチェックの結果の写しは、人事担当者のみで

保有し、他の職員には提供しない。 

 

 （面接指導結果の共有範囲） 

 第３０条 面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告書兼意見書（面接指導結果の記

録）は、人事担当者のみで保有し、そのうち就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限
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定して、該当する職員の管理者に提供される。 

 

 （集団ごとの集計・分析結果の共有範囲） 

 第３１条 実施者から提供された集計・分析結果は、人事担当者で保有するとともに、学校ごとの集

計・分析結果については、当該学校の管理者に提供する。 

 ２ 学校ごとの集計・分析結果とその結果に基づいて実施した措置の内容は、衛生委員会等に報告す

る。 

 （健康情報の取扱いの範囲） 

 第３２条 ストレスチェック制度に関して取り扱われる職員の健康情報のうち、診断名、検査値、具

体的な愁訴の内容等の生データや詳細な医学的情報は、産業医又は保健師が取り扱わなければなら

ず、学校に関連情報を提供する際には、適切に加工しなければならない。 

 
 

第６章 情報開示、訂正、追加及び削除と苦情処理 

 

 （情報開示等の手続き） 

 第３３条 職員は、ストレスチェック制度に関して学校が保有する自らの健康情報の開示等を求める

際には、所定の様式を、電子メールや書面により学校の実施事務従事者に提出しなければならない。 

 

 （苦情申し立ての手続き） 

 第３４条 職員は、ストレスチェック制度に関して学校が保有する自らの健康情報の開示等について

苦情の申し立てを行う際には、所定の様式を、電子メールにより学校の実施事務従事者に提出しな

ければならない。 

２ 職員からの苦情申し立ての取り扱いについては、衛生委員会で審議して決定する。 

 

（守秘義務） 

 第３５条 職員からの情報開示等や苦情申し立てに対応する学校の職員は、それらの職務を通じて知

り得た職員の秘密（ストレスチェックの結果その他の職員の健康情報）を、他人に漏らしてはなら

ない。 

 
 

第７章 不利益な取扱いの防止 

 

 （学校が行わない行為） 

 第３６条 学校は、校内掲示板に次の内容を掲示するほか、本要領を職員に配布すること等により、

ストレスチェック制度に関して、学校が次の行為を行わないことを職員に周知する。 

  一 ストレスチェック結果に基づき、医師による面接指導の申出を行った職員に対して、申出を行

ったことを理由として、その職員の不利益となる取扱いを行うこと。 

  二 職員の同意を得て学校に提供されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェック結果を

理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。 

  三 ストレスチェックを受けない職員に対して、受けないことを理由として、その職員に不利益と

なる取扱いを行うこと。 
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  四 ストレスチェック結果を学校に提供することに同意しない職員に対して、同意しないことを理

由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。 

  五 医師による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、

申出を行わないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。 

  六 就業上の措置を行うに当たって、医師による面接指導を実施する、面接指導を実施した産業医

から意見を聴取するなど、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則に定められた手順を踏まずに、

その職員に不利益となる取扱いを行うこと。 

  七 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置を行うに当たって、面接指導を実施した産業医の意

見とはその内容・程度が著しく異なる等医師の意見を勘案し必要と認められる範囲内となってい

ないものや、労働者の実情が考慮されていないものなど、労働安全衛生法その他の法令に定めら

れた要件を満たさない内容で、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。 

  八 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。 

   ① 解雇すること。 

   ② 期間を定めて雇用される職員について契約の更新をしないこと。 

   ③ 退職勧奨を行うこと。 

   ④ 不当な動機・目的を持ってなされたと判断されるような配置転換又は職位（役職）の変更を

命じること。 

⑤ その他労働契約法等の労働関係法令に違反する措置を講じること。 

 

 

附則 

 

 （施行期日） 

 第１条 この要領は、平成 28 年 7 月 14 日から施行する。 
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校内情報化推進計画 

県立宮古特別支援学校 

  

１．校内情報化の目的 

(1)  平成 29・30・31 年に告示された学習指導要領において,言語能力等と同様に「学習の基盤となる資

質・能力」と位置付けられた幼児児童生徒の「情報活用能力」を養う。 

(2)  教職員の「授業にＩＣＴを活用して指導する能力」を高め、授業改善を図る。 

(3)  校務の情報化を推進し、情報共有や校務分掌などの事務の効率化を図る。 

(4)  幼児児童生徒の特性に応じて、ＩＣＴ機器も含めた合理的配慮を提供できる環境を整える。 

 

２．構内情報化推進委員会組織図と枠割 

 

３．取り組みの重点 

(1)  教職員の ICT 活用能力及び ICT 活用指導力の向上 

(2)  校務の情報化 

(3)  教職員の情報セキュリティ意識の向上 

(4)  教育課程全体で幼児児童生徒の情報活用能力（情報モラルを含む）の育成 

① 幼稚部 

情報機器を扱う前段階として環境の把握に関することや身体の動きに関することを育む。 

② 小学部 

児童の障害の状態や学習状況、経験等に応じて、学習上必要となる支援を行う。また、児童の興味

関心を踏まえた学習題材の設定等について、指導内容や学習場面ごとに児童が無理なく扱うこと

ができる ICT 機器活用を目指す。 

校長

CIO（情報化統括責任者）

部主事

寮務主任
研究主任 情報主任 自活主任

情報科

職業科

教頭

推進委員長

教育の情報ビジョン推進体制の整備 

教育課程への位置づけ 実践と評価 

効率化、情報共有の実現 

教育情報セキュリティーポリシーの順守、運用 

指導助言、相談機能 

人材配置（外部人材活用、システムサポート） 

推進委員会の開催 

カリキュラムマネジメント（体

系表例の見直し、教育課程

への位置づけ等） 

指導助言、相談機能 

 

指導助言、相談機能 

授業支援/活動支援 

研修計画の作成お

よび研修の実施 

外部講師招聘研修

の実施 

研究紀要のまとめ 

ICT 活用方法提案

と研修の実施 

ICT 環境整備 

授業支援 

体系表例の見直し 

指導助言、相談

機能 

授業支援 

スイッチ等活用

方法提案 

ICT 活用方法提案 

体系表例の見直し 
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③ 中学部 

小学部の重点を踏まえつつ生徒個々の実態や ICT 機器の活用能力に応じて、入力支援機器(キー

ボードやタブレットペン等)や音声入力を組み合わせて創作や表現活動をすることや、調べたことを

まとめて発表する学習活動に取り組む。 

④ 高等部 

小中学部の重点を踏まえるとともに、卒業後の社会的自立を見据え、作業学習や実習においても

積極的に情報機器の活用を図る。また、双方向的なかかわりを促すツールとしての ICT 機器の活

用を図り、生徒どうしの考え方の違いや意見を比べたり、協働してまとめたりする等の学習活動を

設定する。 

⑤ 寄宿舎 

児童生徒の障害の状態や学習状況、経験等に応じて、自立や社会参加につながるよう、情報機器や

情報通信ネットワークを適切かつ安全に利用する態度を養う。 

 

４．実施計画（全職員の共通理解を図り、協力して推進する） 

取り組みの重点 内容 

（１） 教職員の ICT 活用能力及び

活用指導力の向上 

○ 校内研修の推進内容 

○ 総合教育センターや ICT 支援員の活用 

○ ICT 及び支援機器の活用事例の共有 

〇 教材紹介 

（２） 校務の情報化 〇 ICT 機器及びネットワークの整備 

〇 Microsoft365、校務支援システムの活用 

〇 tetoru の活用 

（３） 教職員の情報セキュリティ

意識の向上 

〇 「ネットワーク管理運用規定」、「情報機器の管理運用につい

て」「個人情報保護方針」に則る運用 

（４） 幼児児童生徒の情報活用能

力の育成 

○ 実態に応じて情報活能力の育成に係る体系表例（別表あり）

を基に教育活動全体を通して育成 

 

5．合理的配慮提供のため ICT 機器活用方針 

・ 幼児児童生徒の身体の動きや意思の表出の状態等に応じて、適切な補助用具や補助的手段を工夫すると

ともに、コンピュータ等の情報機器などを有効に活用し、指導の効果を高める。（ユニバーサルアーム等で

の姿勢保持への支援、トラックボールや音声入力など） 

・ 幼児児童生徒の学習時の姿勢や認知の特性等に応じて、指導方法を工夫する。（VOCA やスイッチの活用、

機器やアプリの選定） 

・ 特に交流教育や共同学習、又は遠隔での学習場面等において、学習の効果を高める配慮を行う。 

・ 図書室のデジタルコンテンツを活用した音読、黙読を行う。  （Daisy 図書） 

・ 理解が困難な事項を視覚的に理解できるようにする  （timetimer  数、文字アプリ等） 

 

 

 

 

119



別表１   情報活能力の育成に係る体系表例（知的障害のある児童生徒用） 

 

 

 

三観点 ステップ１ ステップ２ ステップ3

内容 画像や映像、テキストを含む情報にアクセスできる。
情報の保存や保持の方法について知ることや、WEBコンテンツ
にアクセスすることができる。

調べ学習や、探求学習において、情報を集めて整理すること
やテキスト入力やアプリケーションを用いて表現、発信をす
ることができる。

具体的な
取り組み

情報メディアや画像検索サイト等のリンクをタップするなど
して、調べ学習等において情報サイトを活用する。

画像を選択して任意のフォルダへ保存することや、よく利用
するサイトをブックマークする。

調べたことや意見をドキュメント編集アプリまたは表計算ア
プリ、ホワイトボードアプリ等へ入力することや友達と協働
してまとめる活動に取り組む。

内容
身近な情報を選択したり、並べ変えたりして自分なりの表現
や発表ができる。

調べたことや、興味のあることを中心にまとめることや、自
分なりの表現や発信ができる。

まとめた情報をもとに、情報活用のための簡単な計画を立て
ることや、計画をもとに行動することができる。

具体的な
取り組み

画像やテキスト、イラストなどを見比べて選んだり、配置を
考えて貼り付けたりしてｺﾗｰｼﾞｭ作品等を作る。

あるテーマをもとに、調べたことをテキスト入力や音声入
力、画像やイラストとともにまとめて発表する。

簡単なスケジュールや工程表を表計算アプリやホワイトボー
ドアプリで作成し、それらをもとに行動計画を立てる。

内容
教育用コンピュータやタブレット端末を大切に扱うことを知
る。

教育用コンピュータやタブレットを大切に扱うことや、保管
や保持の大切さについて理解する。

スマホやタブレットの使用時間やSNS、掲示板サイト等の使い
方情報モラル・セキュリティにてついてのリスクを考え、理
解することができる。

具体的な
取り組み

扱い方のルールについて考えるクイズや話し合い活動をする
ことや、係活動の中にタブレット端末の片づけを取り入れ
る。

大切に扱うためのルールづくりや、保管庫へのしまい方、充
電ケーブルの扱い方を実際に行動しながら習得する。

情報端末を利用するときの基本的なルールづくりのための話
し合いをすることや、推測ゲーム等を行いながら、情報モラ
ル・セキュリティを考える学習に取り組む。

内容
身近な課題に関する画像をタブレット端末カメラで撮影する
ことや、撮影した画像をボードに貼り付けることができる。

身近な課題に関する画像を集めたり、簡単な表やグラフなど
を用いて情報を整理したりすることができる。

集めた情報を整理し、友達と協働しながら見返すことで情報
活用の良さに気付くことができる。

具体的な
取り組み

学校探検をしながら、テーマに沿った場所や学習教材をﾀﾌﾞﾚｯ
ﾄのカメラ機能で撮影することや、撮影した画像を元に表現を
する。

撮影した画像を材料に、友達と協働して新聞づくりをするこ
とや画像の種類ごとに仲間分けをしてグラフに表したりす
る。

協働してできた作製物をパネルにして発表会をすることや、
お互いのパネル展示についての感想を述べたりする学習に取
り組む。

内容
事象と関係する情報を選び、類似点を見つけて簡単な分類が
できる。

事象と関係する情報を選び、類似点を見つけて簡単な分類を
表に表すことができる。

表記した情報を複数の視点で捉えることができる。

具体的な
取り組み

色、形ごとに図形を分けたり、物や、生き物を含む自然の事
象を分類したりして仲間分けをする。

分類・整理した情報からまとまりごとの規則性を見つけて、
縦軸と横軸の項目に合わせた簡単な表をつくる。

まとめた情報をもとに、ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞｱﾌﾟﾘを用いて自分の意見
や友達の意見を付箋で記すことや、再配置するなどして協働
学習をする。

内容
教育用コンピュータやタブレットを利用するときの基本的な
ルールを踏まえ、行動しようとする。

自他の情報や製作物を大切にしようとする態度を身に着け、
行動しようとする。

情報の発信や受取りについてのルールやマナー、リスクがあ
ることを知り、行動しようとする。

具体的な
取り組み

タブレット端末の扱い方やルールを守り、使用時間や場所を
考えることや、使用後は保管庫へ片づけるようにする。

デジタルデータの保存や閲覧についてのルールを守り、共用
データを大切に扱うことができるようにする。

ＳＮＳ等のルールやマナーを理解するとともに、事例ごとの
リスクを考え、自分事として捉えて情報伝達の方法を考え
る。

【情報活用能力の育成に係る体系表例（知的障害のある児童生徒用)】

１　情報と情報技
術を適切に活用す
るための知識と技
能

２　問題解決・探
求における情報活
用の方法の理解

３　情報モラル・
情報セキュリティ
についての理解

１　問題解決・探
求における情報を
活用する力(プログ
ラミング的思考・
情報モラル、セ
キュリティ)

２　情報モラル・
情報セキュリティ
などについての態
度

Ｃ
学
び
に
向
か
う
力
、

人
間
性
等

Ｂ
思
考
力
、

判
断

力
、

表
現
力

Ａ
知
識
及
び
技
能

分類

１　問題解決・探
求における情報活
用の態度

※ 学部・年齢に捉われず、児童生徒の実態に応じてステップアップを図ること。また、ステップは前後しても構わないものとする。

※ ステップ３まで身に付けられた児童生徒や準ずる教育課程の児童生徒は文部科学省の体系例を参考に取り組みを行うこと。
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別表２ 情報活能力の育成に係る体系表例（準ずる教育課程の児童生徒用：文部科学省作成） 

 

 

この体系表例は，文部科学省の次世代の教育情報化推進事業「情報教育の推進等に関する調査研究」の成果として報告された【情報活用能力の体系表例（IE-Schoolにおける指導計画を基にステップ別に整理したもの）】（令和元年度版）全体版の表をExcelに入力して作成したものである。

コ

A
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２０２６年（令和８年度）互助会規定 
 

第１条  本会は、宮古特別支援学校互助会と称す。 
第２条  本会の会員は、宮古特別支援学校職員とする。 
第３条  本会は、本会員で運営する。 
第４条  本会は、会員の親睦と相互扶助を図ることを目的とする。 
第５条  本会は、前条の目的を達成するために下記の事業を行う。 
     （１）会員厚生に関すること 
        ア．歓迎会、忘年会、初うくし、送別会の開催 
        イ．その他職員厚生に関する必要な行事の開催 
     （２）会員間の相互扶助に関すること 
        ア．会員が結婚、出産するときは、５千円もしくは５千円相当の記念品を贈るものとする。 
        イ．会員の一親等及び配偶者が死亡したときは、香典として５千円贈るものとする。 
        ウ．その他、会員の災害、又は必要と認めた事項については、会員間に諮り決定する。 
        エ．相互扶助に関するお返しはしない。 
        オ．会員が退職するときは、２万円相当の記念品（花束も含む）を贈るものとする。 

        カ．会員が離任するときは、千円相当の記念品を贈るものとする。 

        キ．互助会員が、職域団体スポーツ大会に参加する場合は、１種目年１回５千円の補助を行う。

（宮古１種目＋沖縄本島１種目） 

        ク．年２回ある期末手当（ボーナス）時には、本会費よりボーナスのない賃金職員へカンパを行

う。 

          （金額は賃金職員一人あたり１５,０００円とする。） 

第６条  本会の会員は、以下の場合を除き、会員一人あたり月額1,500円とし、毎月徴収する。ただし、会運営

上必要な場合は、臨時的に徴収することができる。 
        ア．賃金職員からは会費を徴収しない。（忘年会、送別会、初うくしの会費は徴収する） 
        イ．短期・長期研修者からは、その期間中は会費を徴収しない。 
        ウ．育児休業中や病気休業職員等、給料が１０割支給されない場合は、会費を徴収しない。（会

員が月の途中で出勤した場合、２１日以前の場合は本務職員から、その後の場合は補充教員

から徴収する） 
第７条  本会は、会運営の円滑を図るために下記の役員をおく。 
       会長 １名  副会長 １名  会計１名  書記 １名 
     役員の選出は、小、中、高、寄宿舎、事務・現業より各１名選出し、選出された役員の互選によって上

記の役職を決定する。 
＊ 会長職は、臨時・本務問わず、各部持ち回りで行う。 

 ◎会長職の輪番 

２ ０ ２ ６ 年 ２ ０ ２ ７ 年 ２ ０ ２ ８ 年 ２ ０ ２ ９ 年 ２ ０ ３ ０ 年 

寄 宿 舎 小 学 部 中 学 部 高 等 部 事務・現業 

  ◎会計係の輪番 

２ ０ 2 ６ 年 ２ ０ ２ ７ 年 ２ ０ ２ ８ 年 ２ ０ ２ ９ 年 ２ ０ ３ 0 年 

中 学 部 高 等 部 事務・現業 寄 宿 舎 小 学 部 

 ※口座からの予算引き落としは、必要に応じて事務職員が行う。 

 

第８条  本会の会計年度は、４月１日より３月３１日までとし、決算報告は次年度の４月上旬までに行う。 

第９条  本会則は２０２６年４月１日から実施する。 
第１０条 この規定は、会員過半数の同意を得て改正することができる。 
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２０２６年（令和８年度）互助会活動 

 
１．行事 
   歓迎会、忘年会、初うくし、送別会 
   各学期レク（運動会、学習発表会（販売学習会）の慰労会も兼ねる） 
 
 
２．行事担当 
   ・各部署持ち回りで行う。 
 

 
２ ０ ２ 5年 

（令和７年） 
２ ０ 2 ６年 
（令和８年） 

２ ０ 2 ７ 年 
（令和９年） 

２ ０ 2 ８ 年 
（令和10年） 

２ ０ 2 ９ 年 
（令和11年） 

小  学  部 忘年会 送別会 各行事慰労会 
歓迎会 

初うくし 
忘年会 

中   学   部 送別会 各行事慰労会 
歓迎会 

初うくし 
忘年会 送別会 

高   等   部 各行事慰労会 
歓迎会 

初うくし 

忘年会 送別会 各行事慰労会 

寄   宿   舎 

事務・現業 

歓迎会 

初うくし 

忘年会 送別会 各行事慰労会 
歓迎会 

初うくし 

 
 
３．互助会役員の仕事 
   ・寄付金（日本赤十字社・歳末助け合い、周年事業等）の呼びかけ及び集金 

   ・沖縄県教職員共済会に関する事項 

   ・全体互助予算執行に係わる事項（事務と調整） 

   ・全体互助会各部署役割分担 

   ・全体互助会規約に関する事項 
 
 
＜今年度の役員＞ 
     会    長： 安里 洋介（舎） 

     副  会  長： 福里 猛（高） 

     書    記 :  立木 美和（小） 

     会    計： 加原 良（中） 

会 計 補 佐 ： 嘉数 慶斗（事務・現業） 
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